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この「未来へつなぐ調布の環境」～令和２年度 環境年次報告書～（以下，「本報告書」という。）は，

平成２８年３月に策定した調布市環境基本計画で定めた環境指標等に対する進捗状況及び調布市をとり

まく環境等に係るデータを毎年報告するものです。今回は令和２年度の実績を掲載しています。本冊子

が，環境に対する取組を市民の皆様と共に進めていくため，調布市の環境をより分かりやすくお伝えし，

情報を共有するための一助となれば幸いです。 
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第1章 調布市環境基本計画の概要 

1.1   計画の概要 

調布市では，「調布市環境基本条例」第９条に基づき，市の最上位計画である「調布市総

合計画」のもとで，環境行政におけるマスタープランとなる「調布市環境基本計画」（以下，

「本計画」という。）を平成28年３月に策定しました。 

本計画は，市が目指す環境の将来像を明らかにし，環境に関する目標及び施策の方向性

を示し，その実現に向けて，具体的な取組を総合的かつ横断的に推進を図ることで，実効

性をあげる役割を担います。 

 

1.2   計画期間 

本計画の計画期間は，平成28(2016)年度から令和7(2025)年度までの10年間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3   基本理念・目指す環境の将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4   重点プロジェクト 

重点プロジェクトの考え方 

本計画では，目指す環境の将来像「未来に続く，緑と水あふれるほっとするまち 調布―私が守

る地球，私が育む調布の自然と暮らしー」の実現に向け，5つの基本目標を掲げ，基本目標実現のた

めの22の施策を位置づけています。計画期間内に特に重点的に取り組む主要な事業等について，重

点プロジェクトとして位置付け，前期5年間を目途に計画的かつ効率的に施策の成果向上につなが

るよう実行していきます。なお，新規事業については，調布市基本計画を始めとした関連計画との

整合性や市の財政状況などを踏まえ，実施を目指します。 

  

持続可能な人間社会の存続とすべての生き物が 

共存する地球，地域環境を保全・回復・創出する 

 

未来に続く，緑と水あふれるほっとするまち 調布 

─ 私が守る地球，私が育む調布の自然と暮らし ─ 

 

 

前計画       計 画 期 間 （10年間）         次期計画 

平成28年度 

(2016年度) 
令和７年度 

(2025年度) 

社会経済情勢の変化・科学技術の進展・環境問題自体の変化 

必要に応じて計画を見直し 

目指す環境の将来像 

基本理念 

※令和3年3月改定済 

※ 



  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

調布市環境基本計画の概要 第1章 

3 

 

重点プロジェクトと施策との関係 
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 プロジェクトの構成 

 本計画の実現のためには，基本目標のもとで示された方針ごとに掲げられた施策・事業により，

まちづくりを着実に進めつつ，施策間での横断的な連携により相乗的な効果をあげて行く必要があ

ります。このため本計画では，特に重点的に取り組むべき横断事業について第３章の施策・事業か

ら抽出し，重点プロジェクトとして位置づけ，事業の推進を図ります。 

 

重点プロジェクト１ 市民の心の安らぎ 緑と水を守るプロジェクト 

●崖線樹林地等の公有化・保全管理 

●協働による緑の保全のための仕組みづくりの検討 

●市民団体を交えた崖線樹林地の保全管理計画の策定 

●雨水浸透設備・雨水貯留設備の設置及び雨水利用の推進 

●計画区域内の生産緑地等の維持のための制度の検討 

●生態系の維持・回復 

●自然環境データベース化に向けた仕組みづくりの検討 

 

重点プロジェクト２ みんなで目指す 環境先進都市プロジェクト 

●家庭における省エネ型機器の普及啓発 

●省エネ・節電の啓発 

●低燃費車等の利用啓発 

●住宅における太陽光発電システム等の導入に対する普及啓発 

●低炭素まちづくりに向けた地域エネルギー利用効率化の検討 

●事業所・家庭へのエネルギー管理システム（BEMS，HEMS）の設置支援等の検討 

●豪雨対策の検討 

●ごみの発生抑制に向けた市報・市ホームページ・広報誌等による意識啓発・情報提供 

 

重点プロジェクト３ みんなが主役 環境を学んで楽しむプロジェクト 

●自然環境情報のデータベース化に向けた仕組みづくりの検討 

●新たな環境情報発信方法の検討 

●幅広い市民を対象とした環境イベントの開催 

●雑木林ボランティア講座の実施による人材育成講座の実施 

●環境リーダー等育成のための仕組みづくりの検討 

●小中学生等への環境活動機会の提供 

●環境活動ボランティア支援の仕組みづくりの検討 

●市民団体等が主体となって環境活動を実施する仕組みづくりの検討 
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1.5   具体的な施策と目標体系 

目指す環境の将来像の実現に向けた今後10年間の取組の方向として，５つの基本目標を

定め，それぞれの基本目標に施策の方針を定め，22の施策を体系化するとともに，施策ご

とに具体的な取組や環境指標・目標値等を展開しています（計画の体系は次ページのとお

り）。
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表 1.5.1 調布市環境基本計画の具体的な施策と目標体系 

 

 

 

1-② 水辺環境の保全・再生

2-② 歴史・文化環境の保全・継承

3-② 水質汚濁の防止

3-④ 化学物質等の対策の推進

4-⑤ ３Ｒ推進によるごみの減量

5-(1) 環境情報の整備・共有 5-① 環境情報の集約・活用・発信

5-(3) 連携・協働の基盤づくり 5-③ 市民・事業者・市等の連携強化

環境活動を担う人材の育成

4．低炭素で循環型の社会の
      形成を目指し実現する
      まち

低炭素まちづくりの推進

省エネルギーの推進

再生可能エネルギー等の活用推進

環境に配慮したまちづくり

地球温暖化への適応

循環型まちづくりの推進
ごみの適正処理

4-(2)

5-(2)

4-①

4-(1)
4-②

4-③

4-④

公害のない環境の維持

美しい街並みの形成
景観形成の推進

まちのうるおいの創出

都市美化の推進

快適な空間の確保

大気汚染の防止

騒音・振動の発生抑制

2-①

2-③

2-④

3-①

3-③

緑と水の保全・再生

生物多様性の保全・活用

生物の生息空間の保全

緑の保全

里山環境の維持・保全

多様な自然環境の活用

1-①

1-③

1-④

1-⑤

3-(1)
3．安心して暮らせる生活
     環境が確保されるまち

5．みんなの力でより良い
      環境を目指すまち

1．豊かな緑と水や多様な
      生物を育むまち

2．人と環境が調和する
      快適で美しいまち

将来像 基本目標 施策の方針 施策

4-⑥

5-②
活動を継続する担い手の育成と啓発活
動の推進

1-(1)

1-(2)

2-(1)

2-(2)

未
来
に
続
く

緑
と
水
あ
ふ
れ
る
ほ
っ
と
す
る
ま
ち
調
布

|
私
が
守
る
地
球

私
が
育
む
調
布
の
自
然
と
暮
ら
し

|

【

目

指

す

環

境

の

将

来

像

】
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※原則，基準値は平成26年度の実績値，目標値は令和7年度の値としているが，「※」の箇所は調布市基本計画及びその他の個別計

画等により定められた指標等を活用しており，その計画等に記載されている年度を基準値または目標値としている。 

重点P 重点指標

1 みどり率 36.0%　※H22 36.0%　※H32

1 ★ 公共が保全する緑の面積 146.63 ha 149.85 ha

1 市民と協働で保全活動を行う崖線の箇所数 ５箇所 ８箇所

1 ★ 浸透設備等の設置による雨水の浸透能力 66,828㎥/h 115,600㎥/h

1 雑木林ボランティア講座の延べ受講者数 72人 800人

1 市民と協働で保全活動を行う崖線の箇所数（再掲） 5箇所 ８箇所

1 自然環境調査の実施回数 ７回 63回（延べ回数）

1 特定外来生物（植物）駆除活動における対象面積 875㎡ / 回 17,500㎡（延べ面積）

自然観察会の実施回数 ７回 70回（延べ回数）

自然体験学習の参加者人数 877人 9,000人（延べ人数）

公共が保全する緑の面積（再掲） 146.63ha 149.85ha

無電柱化道路延長 0ｍ 1,380ｍ（延べ距離数）

調布には優れた景観があると思う市民の割合 84.3% 85.0％ 　※H30

花いっぱい運動の実施箇所数 34箇所 51箇所

市民一人当たりの公園面積 5.77㎡ 5.66㎡

美化推進重点地区数 ７地区 11地区

美化活動に参加した市民の数 9,513人 10,000人

二酸化窒素(ＮＯ2)の環境基準の年間未達成日数 １日 0日

浮遊粒子状物質(ＳＰＭ)の環境基準の年間未達成状況 ０日，０時間 ０日，０時間

微小粒子状物質(ＰＭ2.5)の環境基準の年間未達成状況

（1日平均を確認）【参考指標】
０日 ０日

雨天時における処理場を含む各吐口からの放流水の

ＢＯＤ値（平均放流水質）
40mg / L以下 40mg / L以下

道路交通騒音の要請限度数値の未達成地点数 1地点 0地点

騒音相談が寄せられた工場・指定作業場における規制基

準順守状況
85% 100%

空間放射線量の測定監視回数及び除染基準を超えた回数

（【 】内は除染基準を超えた回数）
120回【０回】 120回【０回】

2 市役所から排出されるＣＯ2の削減 14,859t-CO2 13,343t-CO2

2 街路灯のＬＥＤ化 ０ｍ 1,380ｍ（延べ距離数）

2 市域から排出されるＣＯ2排出量【参考指標】 829kt-CO2   ※H24 705kt-CO2  ※H35

2 ★
補助要綱に基づく補助金交付対象となった太陽光発電シ

ステムの公称最大出力
367.88kW 2,520kW（延べ出力）※H34

2
補助要綱に基づく補助金交付対象となった家庭用燃料電

池の助成件数
105件 700件（延べ件数）※H34

2 公共施設に設置した太陽光発電システムの公称最大出力 993.8kW 1,043.5kW

2 みどり率（再掲） 36.0％  ※H22 36.0％  ※H32

2 市域から排出されるＣＯ2排出量【参考指標】（再掲） 829kt-CO2   ※H24 705kt-CO2   ※H35

2 ★ 浸透設備等の設置による雨水の浸透能力（再掲） 66,828㎥ / h 115,600㎥ / h

2 地球温暖化に係る情報提供数 25回 28回

2 ★ 市民一人一日当たりの家庭系ごみ排出量 389.7ｇ/人日 380ｇ/人日  ※H34

最終処分量（埋立量） 0 0  ※H34

総資源化率 44.7% 47％  ※H34

3 市報や環境年次報告書等による環境情報の提供回数 104回 115回

3 ★
多摩川自然情報館のボランティア解説員養成講座を受講

し，解説員として登録するボランティア人数
19人 40人

3 調布こどもエコクラブ加入者数 55人 500人（延べ人数）

3 ★ 雑木林ボランティア講座の延べ受講者数（再掲） 72人 800人

3 環境連携事業数 58回 580回（延べ事業数）

環境指標 基準値(H26年度) 目標値(H37年度)
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第2章 地域の概況 

2.1   調布市の位置 

調布市は，東京都のほぼ中央に位置し，都

心へ約20kmの距離にあります。市域は，東西

約７km，南北約5.7kmと東西方向にやや長く，

総面積は21.58km2です。 

 

2.2   調布市の地形 

多摩川に向かって，武蔵野段丘，立川段丘，多摩川沖積低地が形成されています。武蔵

野段丘と多摩川沖積低地の高低差は約30mあり，「はけ」と呼ばれる国分寺崖線，布田崖線

及び仙川崖線の斜面が見られるのが特徴です。 

南部を流れる多摩川を始め，崖線下の湧水を主な水源とする野川，仙川，入間川が市内

を流れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.1 調布市の位置と地勢 

（資料：「調布市景観基本計画」平成 24年４月（左図），「図説調布の歴史」平成 12年３月（右

図）） 

 

2.3   人口・世帯数  
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調布市 

市の中心（市役所の位置）は，東経139度32分

39秒，北緯35度38分50秒の位置にあり，市の広

がりは，東西7km，南北5.7kmで，面積は

21.58km2です。 

図 2.1.1 東京都内における調布市の位置 

図 2.3.2  年齢別人口（3区分）の推移 

（各年１月１日現在，資料：調布市の世帯と人口） 
図 2.3.1 人口・世帯数の推移 

（各年１月１日現在，資料：調布市の世帯と人口） 
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2.4   産業 

   

 

 

   

 

 

 
2.5   土地利用 
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年
間
商
品
販
売
額
（
億
円
）

商
店
数
・
従
業
者
数

（年）

商店数 従業者数 年間商品販売額

63.0

66.7

70.9

75.6

78.2

80.4

82.4

83.6

84.4

84.7

85.1

85.4

2.9

1.8

1.4

1.1

1.0

1.0

0.9

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

23.0

21.9

19.8

17.3

15.7

14.1

12.5

11.4

11.2

11.0

10.7

10.5

11.1

9.6

8.0

5.9

5.1

4.5

4.2

4.2

3.7

3.5

3.5

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S55

S60

H2

H7

H12

H17

H22

H27

H28

H29

H30

R1

宅地 田 畑 山林その他

住居系

84.3%

商業系

6.8%

工業系

8.9%

図 2.4.2 産業従業者の内訳 

（資料：調布市統計書平成 14年版，平成 26年版） 
図 2.4.1 農地面積・農家数の推移 

（資料：調布市統計書平成 18年版，平成 27年版） 

図 2.4.3 工場数・従業者数・製造品出荷額の推移 

（資料：調布市統計書平成 27年版， 

2020年工業統計調査速報） 

図 2.4.4 商店数・従業者数・商品販売額の推移 

（資料：調布市統計書平成 27年版，平成 26年商

業統計確報(東京都)，「平成 28 年経済センサス

－活動調査」（総務省統計局）） 

図 2.5.1 地目別土地利用面積の構成比の推移 

（資料：調布市統計書平成 31年度・令和元年度版） 

図 2.5.2 用途地域の内訳 

（平成 31年 3月末現在， 

資料：平成 31年度・令和元年度版） 
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2.6   交通体系 

    

 

 
2.7   上下水道 

  

 

 

314,085 

394,402 

300,000

320,000

340,000

360,000

380,000

400,000

H7 H17 H23 H25 H27 H29 R1

（人）

（年度）

925,477 
973,001

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

（人）

（年度）

年度 
処理区域 

面積(ha) 

処理区域 

人口(人) 

水洗化 

人口(人) 

管渠延長 

（km） 

H24 1,955 223,220 223,144 553 

H25 1,955 223,947 223,871 553 

H26 1,955 224,703 224,627 553 

H27 1,955 227,208  227,140  553 

H28 1,955 230,865  230,799  553 

H29 1,955 233,408  233,343  553 

H30 1,955 235,805  235,740  553 

R1 1,955 237,506 237,441 553 

図 2.6.2 ミニバス年間利用者数の推移 

（資料：調布市事務報告書） 

図 2.7.1 水道配水量の推移（単位：m3） 

（資料：調布市統計書平成 27年版） 

図 2.6.1 鉄道乗降人員（1日平均）の推移 

（資料：調布市統計書平成 28年版，京王線ホームペ

ージ） 

図 2.7.2 下水道の普及状況 

（資料：調布市統計書平成 31年度・令和元年度版） 

年度 給水人口 配水量
一日平均

配水量

H23 224,339 25,238,400 68,957

H24 225,057 25,104,600 68,780

H25 226,178 25,047,100 68,622

H26 226,435 24,733,000 67,762

H27 229,644 24,950,000 68,169
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

（例）環境指標の達成状況（p22～

82） 

（例） 

第3章 調布市環境基本計画に基づく進捗報告 

 

＜評価の考え方＞ 

 当該年度に達成すべき目標値に達しているかどうか（定量評価）に加え，当該年度における

行動プロセス（定性評価）を加味したものをもって「評価」としました。 

 

（定量評価のパターン） 

 定量評価については，基準値と目標値の関係から，次の３パターンに分類されます。 

 

（ア） 基準値（平成26年度までの実績値）から累計し，最終目標値を目指すもの 

    ※該当する場所の数や面積など 

（イ） 平成28年度から累計し，最終目標値を目指すもの（基準値は平成26年度の参考実績） 

    ※イベント参加人数など 

（ウ） 該当年度における実績値が，目標値に達しているかどうかのみを判断するもの 

    ※観測値が環境基準に達しているかなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

定量評価 

評価 

評価 定量評価＋定性評価 

 

◎ 
・計画どおり（計画以上）

に目標を達成した。 

・予定した取組成果が得

られた。 

○ 
・おおむね計画どおりに

目標を達成した。 

・一定の取組成果が得ら

れた。 

△ 
・目標達成までには至ら

なかった。 

・予定した取組成果が得

られなかった。 

 

評価 

定量評価 図示（矢印）  
        

   目標値の達成に向けて好調な推移である。 

 

   目標値の達成に向けて安定した推移である。 

    

   目標値の達成に向けて低調な推移である。 
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表 3.1 調布市環境基本計画の令和元年度の環境指標進捗状況 

 

  

- みどり率 緑と公園課
36.0％
(R2)

★

公共が保全する緑の面積（指標の対
象となる緑とは，市や東京都が管理する公
遊園・緑地・緑道・崖線樹林地及び民間が
所有する緑地に対し市が補助している保全

地区を示す。）

緑と公園課
149.85 ha
(R7)

-
市民と協働で保全活動を行う崖線
の箇所数

緑と公園課
8箇所
(R7)

1-②
水辺環境
の保全・
再生

■雨水浸透の推進による湧水保全及び河
川水源の涵養
■健全な水循環の形成に向けた啓発
■開発事業等における地下水・湧水保全
への配慮
■市民等との協働による水辺環境の維持
管理

★
浸透設備等の設置による雨水の浸
透能力

下水道課
道路管理課
環境政策課
緑と公園課
街づくり事業課

115,600m3/h
(R7)

-
雑木林ボランティア講座の延べ受
講者数

環境政策課
800人
[延べ人数]
(R7)

-
市民と協働で保全活動を行う崖線
の箇所数（再掲）

緑と公園課
8箇所
(R7)

- 自然環境調査の実施回数 環境政策課
63回
[延べ回数]
(R7)

-
特定外来生物（植物）駆除活動に
おける対象面積

環境政策課
17,500m2

[延べ面積]
(R7)

■生物多様性の保全に向けた総合的な取
組の推進

■生態系ネットワークの形成

■在来種の保護及び特定外来生物
　（植物）の駆除

■生物に関する基礎資料のデータベース
化に向けた仕組みの検討

１
 
豊
か
な
緑
と
水
や
多
様
な
生
物
を
育
む
ま
ち

1
‐

(

1

)

 
緑
と
水
の
保
全
・
再
生

1-①
緑の保全

■調布を特徴づける緑の保全と維持管理
の推進

■湧水・河川等の水辺環境との一体的な
保全

1-③
里山環境
の維持・
保全

■農地の保全に向けた仕組みづくり

■里山環境の総合的な維持・保全と活用

1
‐

(

2

)

 
生
物
多
様
性
の
保

全
・
活
用

1-④
生物の生
息空間
の保全

課　名
目標値

(目標年度)
基本
目標

方　針 施　策 施策（取組）の内容
重点P
指標

環境指標

凡例      重点プロジェクトの施策  ★重点プロジェクト対象指標 
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

 

 

パターン R1実績

36.0％
(H22)

（ウ） 34.1% 34.1% -

本調査は概ね５年に１度実施している。令和元年度の緑被調査ではみどり
率は34.1%であった。土地所有者の事情により生産緑地等の減少が進み，
みどり率は低下しているものの，崖線や緑地・緑道・公園の公有地化が進
み，公園・緑地等の面積は増加している。
※再掲あり①

－ 22

146.63ha
(H26)

（ア） 149.27ha 149.42ha ⇗

保全地区の指定解除により若干の緑が減少したが，都市公園の追加等によ
り新たに公園緑地の面積が増加するなど，公共が保全する緑の面積は前年
度より増加した。引き続き，緑の面積を増やすため，緑の施策を推進す
る。
※再掲あり②

〇 23

5箇所
(H26)

（ア） 5箇所 7箇所 ⇗

入間町1丁目緑地，深大寺自然広場，若葉町3丁目第3緑地，若葉町3丁目第
1緑地・第2緑地，上石原2丁目布田崖線緑地，入間町2丁目緑地（2団体2箇
所）の7箇所の崖線等の管理を行う市民ボランティア団体と協働し，保全
活動を実施した。
今後も継続して現在の崖線等の管理を，市民ボランティア団体と協働して
行っていくとともに，実施箇所の増加についても検討・調整していく。
※再掲あり③

〇 23

66,828m3/h
(H26)

（ア） 102,666㎥/h 111,474㎥/h ⇗

令和2年度は，排水設備計画確認申請件数としては減少した。公園の開発
に係る浸透設備の設置はなかったが，引き続き，一般家屋への雨水浸透ま
すの設置や，道路への透水性舗装の設置を実施した（主要市道12号線道路
改良工事,令2調3・4・28号線道路改良工事，令2市道南157号線道路改良工
事）。
また令和2年度から，過去に市が合流式下水道改善事業として行った雨水
ますへの浸透管設置による雨水浸透能力の実績も加えることとした。
※再掲あり④

◎ 25

72人
(H26単年度)

（イ）
244人
(81人）

280人
（36人） ⇘

雑木林管理に係る人材育成のため，ちょうふ環境市民会議が企画・運営す
る雑木林ボランティア講座を，規模を縮小しながら5回実施し，のべ36人
の参加があった（全6回の予定であったが，コロナ禍での実施方法を検討
し，初回の開催を遅らせたため，全5回の開催となった。また，ソーシャ
ルディスタンス確保のため，募集定員を減らしての実施となった。）。
本受講者のうち環境活動ボランティアとして3人の登録があり，崖線保全
活動団体の活動に参加している。
また，本受講者のうち希望者に対し，翌年度末まで，環境活動イベントへ
の案内送付など，環境活動ボランティアへの参加支援を継続することとし
た。今後も，雑木林ボランティアの受講者数の増に努める。
※再掲あり⑤

〇 27

5箇所
(H26)

（ア） 5箇所 7箇所 ⇗ ※再掲③ 〇 28

7回
(H26単年度)

（イ）
23回
(4回)

26回
(3回) ⇘

多摩川，野川及び仙川，並びに佐須の用水において，底生生物，付着藻類
の調査を実施し，野川及び仙川において，魚類調査を実施した（1回）。
湧水調査は概ね3年に1回調査を行っており，直近では平成30年度に実施し
た。
調布市環境モニター活動において，植生調査を9月と3月に実施した（計2
回）。今後も定点観察を取り入れた植生調査を継続する。
※新型コロナウイルスの影響に伴い一部企画（鳥類観察等）を中止

△ 30

875m2

(H26)
（イ）

7,000㎡
（1,750㎡）

8,750㎡
（1,750㎡）

⇒

例年，(一社)生物多様性保全協会との共催にて実施している多摩川の外来
植物駆除は，新型コロナウイルスの影響に伴い，一般参加者の募集は行わ
ず，関係者のみで実施した。多摩川河川敷の定点（875㎡）において，9月
に2回特定外来生物（植物）の駆除活動を実施した。引き続き生物多様性
保全のため，特定外来生物（植物）の駆除活動を実施していく。

◎ 31

ページ

R2実績

基準値
(基準年度)

定量評価

R2年度における振り返り 評価
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- 自然観察会の実施回数 環境政策課
70回
[延べ回数]
(R7)

- 自然体験学習の参加者人数 環境政策課
9,000人
[延べ人数]
(R7)

-

公共が保全する緑の面積（指標の対

象となる緑とは，市や東京都が管理する公
遊園・緑地・緑道・崖線樹林地及び民間が
所有する緑地に対し市が補助している保全

地区を示す。）（再掲）

緑と公園課
149.85ha
(R7)

- 無電柱化道路延長
街づくり事
業課

1,380m
[延べ距離
数]
(R7)

2-②
歴史・文
化環境
の保全・
継承

■歴史・文化環境の保全・継承

■歴史・文化を活かした景観づくりの推
進

-
調布には優れた景観があると思う
市民の割合

都市計画課
90.0％
（R4）

- 花いっぱい運動の実施箇所数 緑と公園課
51箇所
(R7)

- 市民一人当たりの公園面積 緑と公園課 5.66m2

(R7)

- 美化推進重点地区数 環境政策課
11地区
(R7)

- 美化活動に参加した市民の数 環境政策課
10,000人
(R7)

２
 
人
と
環
境
が
調
和
す
る
快
適
で
美
し
い
ま
ち

2
‐

(

1

)

 
美
し
い
街
並
み
の
形
成

2-①
景観形成
の推進

■自然の眺望を活かした都市景観づくり

■調和のとれた街並みの形成

■洗練された街並みの保全・創出

2
‐

(

2

)

 
快
適
な
空
間
の
確
保

2-③
まちのう
るおい
の創出

■緑が豊かな環境づくり

■公園・緑地等の適正配置と維持

2-④
都市美化
の推進

■公衆マナーの順守を目指した
　意識啓発

■市民参加による美化活動の推進

■美化対策の推進

１
 
豊
か
な
緑
と
水
や
多
様
な
生
物
を

育
む
ま
ち

1
‐

(

2

)

 
生
物
多
様
性
の
保
全
・

活
用

1-⑤
多様な自
然環境の
活用

■緑や水辺環境におけるふれあい学習の
推進

■自然環境の活用

環境指標 課　名
目標値

(目標年度)
基本
目標

方　針 施　策 施策（取組）の内容
重点P
指標
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

 

  

パターン R1実績 R2実績

7回
(H26単年度)

（イ）
23回
（3回）

29回
（6回） ⇘

調布の地形，植物，昆虫等の自然観察を行っている，調布市環境モニター
活動において，植生調査等を計6回実施した。今後も，参加者の自然に対
する興味を喚起するような企画を実施するとともに，引き続き自然観察会
等を実施し環境保全意識の向上を図り，調布の自然環境を学ぶ行動につな
げていく。

〇 33

877人
(H26単年度)

（イ）
5,032人
（1,862人）

7,374人
（2,342人） ⇗

調布こどもエコクラブ（計6回，162人），雑木林ボランティア講座（計5
回，36人）多摩川自然情報館月別イベント（計6回，151人），深大寺・佐
須地域の公有化土地の暫定利用における土地の環境整備及び環境学習（延
べ参加人数1,993人)の参加があった。アンケート等でいただいた声を体験
学習の内容に反映しつつ，今後も会員数増のために，市ホームページなど
広報活動に努めていく。
※新型コロナウイルスの影響に伴い，調布水辺の楽校，都立農業高校神代
農場公開講座，多摩川自然情報館月別イベントの一部を中止

〇 34

146.63ha
(H26)

（ア） 149.27ha 149.42ha ⇗ ※再掲② 〇 35

0m
(H26)

（ア）
1,177m
(0m)

1,177m
(0m) ⇘

令和２年度は，調布3・4・28号線（延長約200ｍ）について，無電柱化事
業関連工事を引き続き実施している。今後も，電線共同溝の設置により，
電線類を地中に埋設し，無電柱化による美しい街並みの形成を推進してい
く。

〇 36

82.5％
(H30単年度)

（ウ） 85.1% 82.1% ⇘

「調布には優れた景観があると思う市民の割合」は平成28年度以降80％台
で推移している。中心市街地（調布・布田・国領駅周辺）の整備が進むな
か，「3駅周辺が魅力的である」との評価もあり，利便性等への評価は上
がってはいるものの，各種イベントの中止や，駅前広場整備の延期などに
より，数値結果に影を落としている。また，アンケートの一部では，コロ
ナ禍において市内を散策する機会が多くなり，畑や雑木林が無くなり，宅
地化されている事案を目にするようになったとのご意見をいただいてい
る。今後も調布市景観計画の適切な運用を実施し，良好な景観形成に取り
組んでいく。

〇 38

34箇所
(H26単年度)

（ア） 46箇所 48箇所 ⇗

「花いっぱい運動」は，花や緑のまちづくりを推進するため，花や緑を育
てる市民団体に，その運動のための経費を補助する事業である。令和2年
度は，前期39件，後期48件の合計87件の申請を48団体から受け，48箇所に
おいて花いっぱい運動を実施した。都合により活動を中止する団体もある
が，活動希望がある個人からの相談もあり，補助制度の説明や活動場所の
紹介を行うことで新たな団体の立ち上げにつなげた。引き続き，団体数を
増やしていくための取組に努める。

〇 40

5.77m2

(H26)
（ウ） 5.45㎡ 5.44㎡ ⇘

令和2年度は500人を超える人口増の影響があり，1人当たりの公園面積は
減少したものの，公園全体の面積は増加している。公園面積の維持を図り
つつ，機能再編整備等による公園の質の向上も図る。 〇 41

7地区
(H26)

（ア） 8地区 8地区 ⇘

現在，美化推進重点地区を8地区指定している。令和2年度は，各地区での
市民等による美化活動の支援を行い，都市美化の推進を図った。また，平
成31年3月に制定し令和元年7月1日から施行した調布市受動喫煙防止条例
に基づき，令和元年7月から市内9駅周辺を「路上等喫煙禁止区域」に指定
し，区域内の路上を全面禁煙とした。同年9月からは巡回員による区域内
パトロールを行い指導・周知に努めた。また，ラグビーワールドカップ日
本大会2019を契機に駅前クリーン作戦を行うことで，都市美化に対する意
識喚起を図るなど，美化推進重点地区指定に向けた取組を行った。

〇 42

9,513人
(H26単年度)

（ウ） 4,428人 2,257人 ⇘

秋の多摩川クリーン作戦810人，調布駅前クリーン作戦202人，飛田給駅前
クリーン作戦41人，野川クリーン作戦52人，喫煙マナーアップキャンペー
ン146人，マナーアップ清掃(仙川駅・京王多摩川駅)151人，地域清掃855
人で，合計2,257人の参加にとどまった。新型コロナウイルス感染症の影
響により，緊急事態宣言の発令といった事態が生じたため，美化活動に従
事した市民の数は減少した。しかしながら，引き続き一定数の市民に参加
いただいており，市民協働の取組を実施することができている。今後につ
いては，様々な媒体を活用し本事業の周知を図るとともに，市民が参加し
やすい事業の在り方を調査研究するなど，参加人数の増加に努める。
※新型コロナウイルスの影響に伴い，春の多摩川クリーン作戦は中止

〇 43

評価 ページ
基準値

(基準年度)

定量評価

R2年度における振り返り



 

16 

 

  

-

二酸化窒素(ＮＯ2)の環境基準の年

間未達成日数
（環境基準：1時間値の1日平均値が0.04ppm
から0.06ppm内又はそれ以下であること）

環境政策課
0日
(R7)

-

浮遊粒子状物質(SPM)の環境基準の
年間未達成状況
（環境基準：1時間値の1日平均値が

0.10mg/m
3
以下であり，かつ，1時間値が

0.20mg/m3以下であること）

環境政策課
0日
0時間
(R7)

-

微小粒子状物質(ＰＭ2.5)の環境基
準の年間未達成状況【参考】
（環境基準：1年平均値が15μg/m3以下であ

り，かつ，1日平均値が35μg/m3以下である
こと。この環境指標では，1日平均を確認）

環境政策課
0日
(R7)

3-②
水質汚濁
の防止

■工場排水の水質汚濁負荷の低減

■家庭における生活排水対策の推進
-

雨天時における処理場を含む各吐
口からの放流水のＢＯＤ値（平均
放流水質）

下水道課
40mg/L以下
(R7)

-
道路交通騒音の要請限度数値の未
達成地点数

環境政策課
0地点
(R7)

-
騒音苦情が寄せられた工場・指定
作業場における規制基準順守状況

環境政策課
100％
(R7)

3-④
化学物質
等の対策
の推進

■有害化学物質による汚染の防止

■化学物質に関するリスクコミュニケー
ションの推進

■地下水保全に向けた調査・規制

■放射線等に関する情報の蓄積・提供

-
空間放射線量の測定監視回数及び
除染基準を超えた回数

環境政策課

120回【0
回】
【】内は除
染基準を超
えた回数
(R7)

３
 
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
が
確
保
さ
れ
る
ま
ち

3
‐

(

1

)

 
公
害
の
な
い
環
境
の
維
持

3-①
大気汚染
の防止

■事業活動に伴う大気汚染の防止

■自動車排出ガスによる大気汚染の防止

■微小粒子状物質（PM2.5）による環境
汚染への対応

■悪臭・臭気等の発生防止

3-③
騒音・振
動の発生
抑制

■事業活動に伴う騒音・振動の
　発生抑制

■道路交通騒音・振動の発生抑制

■生活騒音の発生抑制

課　名
目標値

(目標年度)
基本
目標

方　針 施　策 施策（取組）の内容
重点P
指標

環境指標
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パターン R1実績 R2実績

1日
(H26単年度)

（ウ） 0日 0日 ⇒

令和2年度は，常時監視測定局（市役所屋上，下石原交差点前）及び仮設
測定局（市内3地点）において，二酸化窒素が環境基準を超えた日はな
かった。
二酸化窒素は，年平均濃度でみると都内全域において，ゆるやかな減少傾
向である。今後も東京都環境局と連携し，大気環境の向上に努めていく。

〇 46

0日
0時間
(H26単年度)

（ウ）
0日
0時間

0日
0時間

⇒

令和2年度は，常時監視測定局（市役所屋上，下石原交差点前）及び仮設
測定局（市内3地点）において，浮遊粒子状物質が環境基準を超えた日は
なかった。
浮遊粒子状物質は，都内全域において，年平均濃度でみるとここ数年横ば
いか減少傾向である。今後も東京都環境局と連携し，大気環境の向上に努
めていく。

〇 47

0日
(H26単年度)

（ウ） 0日 0日 ⇒

令和2年度は，常時監視測定局（市役所屋上，下石原交差点前）及び仮設
測定局（市内3地点）において，微小粒子状物質(ＰＭ2.5)が環境基準を超
えた日はなかった。都内大気中のPM2.5濃度は，ボイラー，廃棄物焼却炉
などの固定発生源対策などの効果で，平成13年度からの10年間で約55％減
少した。今後も東京都環境局と連携し，大気環境の常時監視を継続してい
く。また，野焼きなどの現場指導・啓発にも努めていく。

〇 48

40mg/L以下
(H26単年度)

（ウ） 9.2mg/L 29.4mg/L ⇒

令和3年3月13日4時～10時の降雨時に，吐口からの放流水質（ＢＯＤ）を
計測し，平均放流水質を算定したところ，29.4mg/Lとなり，基準値
（40mg/L）以下であった。なお，令和元年度に比し，ＢＯＤ値が増加して
いるが，採水時の降雨状況の違い等による通常の変動範囲内のものであ
る。引き続き住宅等の新築・建替の際に，排水設備への雨水貯留浸透施設
の設置を推進し，下水道への雨水流入の抑制を図ることで，雨天時に下水
道から河川等公共用水域へ放流される汚濁負荷量の削減に努めていく。

〇 50

1地点
(H26単年度)

（ウ） 0地点 0地点 ⇒

低騒音舗装の敷設などの対策により，要請限度超過が改善されつつある。
令和元年度・令和2年度は国道20号の夜間測定結果が70dBとなり，要請限
度値以内だった。
今後も，継続して道路交通騒音調査を実施し，調査結果を国及び都へ報告
をすることで，対応策を求めていく。

〇 52

85％
(H26単年度)

（ウ） 85% 85% ⇒

騒音苦情全体としては，横ばいまたはゆるやかな減少傾向にあるが，工場
や指定作業場から発生する騒音についての苦情は絶えない（環境確保条例
に基づく事務処理状況報告による）。また，工場・指定作業場の設置件数
が廃止件数を上回っているため，今後も事業者による近隣への配慮等につ
いて，継続して啓発に努めていく。

〇 53

120回【0
回】
【】内は除
染基準を超
えた回数
(H26単年度)

（ウ）
120回
【0回】

114回
【0回】

⇒

市内定点10箇所（保育園，小学校，児童館，公園）について，毎月1回，
空間放射線量を測定し，除染基準（0.23μSv/h）を超える数値は確認され
なかった。測定結果は，毎月市報及び市ホームページにおいて周知を図っ
た。引き続き空間放射線量の把握に努めていく。
※新型コロナウイルスの影響（緊急事態宣言の発令に伴う事務の縮小）に
より，測定監視回数減

〇 55

ページ
基準値

(基準年度)

定量評価

R2年度における振り返り 評価
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-
市役所から排出されるＣＯ2の削減
（市役所の事務事業（市役所を構成する組
織が管理する施設及び車両）が対象）

環境政策課
13,343t-CO2
(R7)

-
街路灯のＬＥＤ化（街路灯をＬＥ
Ｄ化した道路整備距離数）

街づくり事
業課

1,380m
[延べ距離
数]
(R7)

-

市域から排出される温室効果ガス
排出量【参考指標】（オール東京６２

市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防
止プロジェクト」において算出・公表。数
値は２年遅れの公表となる。）

環境政策課
705kt-CO2eq

(R5)※2

★

補助要綱に基づく補助金交付対象
となった太陽光発電システムの公
称最大出力（補助要綱：調布市太陽光発

電設備等取付け等工事費補助金交付要綱
（平成２５年要綱第２９号））

住宅課
2,520kW
[延べ出力]
(R4)

-

補助要綱に基づく補助金交付対象
となった家庭用燃料電池の助成件
数（補助要綱：調布市地球温暖化対策住宅

用機器購入費補助金交付要綱（平成２３年
要綱第８５号））

住宅課
700件
[延べ件数]
(R4)

-
公共施設に設置した太陽光発電シ
ステムの公称最大出力

環境政策課
1,043.5kW
(R7)

- みどり率（再掲） 緑と公園課
36.0％
(R2)

-

市域から排出される温室効果ガス
排出量【参考指標】（再掲）（オー

ル東京６２市区町村共同事業「みどり東
京・温暖化防止プロジェクト」において算
出・公表。数値は２年遅れの公表とな

る。）

環境政策課
705kt-CO2eq

(R5)※2

-
浸透設備等の設置による雨水の浸
透能力（再掲）

下水道課
道路管理課
環境政策課
緑と公園課
街づくり事業課

115,600m3/h
(R7)

- 地球温暖化に係る情報提供数 環境政策課
28回
(R7)

■地球温暖化に関する情報の提供

■ライフスタイルによる適応

■気候変動に伴う異常気象への適応

４
 
低
炭
素
で
循
環
型
の
社
会
の
形
成
を
目
指
し
実
現
す
る
ま
ち

4
‐

(

1

)

 
低
炭
素
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

4-①
省エネル
ギーの推
進

■住居の省エネ化及び家庭における省エ
ネ行動の普及推進

■公共施設や事務所等における省エネル
ギーの推進

■低燃費車等の利用及びエコドライブ普
及の啓発

4-②
再生可能
エネル
ギー等の
活用推進

■再生可能エネルギー利用設備等の導入
推進

■再生可能エネルギー等の活用に向けた
調査・研究

4-③
環境に配
慮した
まちづく
り

■緑を活かした地球温暖化への対応

■交通体系の低炭素化

■エネルギーの有効利用の推進

4-④
地球温暖
化への適
応

課　名
目標値

(目標年度)
基本
目標

方　針 施　策 施策（取組）の内容
重点P
指標

環境指標
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パターン R1実績 R2実績

14,859t-CO2
(H26単年度)

（ア） 14,528t-CO2 13,943t-CO2 ⇗

平成26年度と比較し，CO2排出量が6.2%減少している。減少要因として

は，新型コロナウイルスの影響に伴い，施設の利用制限がされたことと，

電気のCO2排出係数の減少がある。令和2年度末に，市役所のCO2第4次地球

温暖化対策実行計画を策定した。今後は，計画に基づき，より一層の市役

所から排出されるCO2の削減に努める。

〇 58

0m
(H26)

（ア）
337m
(0m)

337m
(0m) ⇘

令和2年度に新設したLED照明については，都市計画道路においては実績な
し。
参考実績：市道南157号線道路改良工事　3箇所 △ 59

829kt-CO2eq

(H24)※2
（ア）

758kt-CO2eq

(H29)

742kt-CO2eq

(H30)
⇗

平成24年度と比較し，市域から排出される温室効果ガス排出量は，平成30
年度は87kt-CO2eq（10.5％）の削減，エネルギー消費量についても，平成
30年度は885TJ（10.6％）の削減となっている。近年は微減傾向にあった
が，平成29年度に多摩地域全体で厳冬による暖房需要の増加により，エネ
ルギー消費量が増加した。平成30年度では再び減少に転じている。令和２
年度末に，地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定を行った。今後
は，2050年ゼロカーボンシティの実現を目指し，国や都と連携して，一層
の周知啓発を実施していく。
※再掲あり⑥

〇 59

367.88kW
(H26)

（イ）
820.24kW
(257.71kW)

1122.82kW
(302.58kW) ⇘

令和2年度は，太陽光発電設備取付け等補助件数が69件，太陽光発電シス
テムの公称最大出力の合計は302.58kWとなり，令和元年度（65件，公称最
大出力の合計257.71kW）より増加した。補助制度について，市ホームペー
ジへの掲載に加えて，国や都のホームページの自治体の住宅リフォーム等
に関する制度一覧等への掲載などを行い，周知を図っていく。

〇 61

105件
(H26)

（イ）
668件
(152件）

827件
（159件） ⇗

民生用燃料電池購入費補助については，助成件数が累計827件となり，目
標を大きく超えて達成した。

〇 62

993.8kW
(H26)

（ア） 1,029.2kW 1,029.2kW ⇘

令和2年度末現在，調布市が設置した太陽光発電システムは10箇所（公称
最大出力104.6kW），公共施設の屋根貸しによる太陽光発電システムは34
箇所（公称最大出力924.6kW）である。公共施設の新築の際には太陽光発
電設備の設置を検討することとしているが，令和2年度は該当する工事が
なかった。引き続き，現在の太陽光発電システムを維持していくととも
に，公共施設の新築時等には，再生可能エネルギーの導入を推進してい
く。

〇 62

36.0％
(H22)

（ウ） 34.1% 34.1% - ※再掲① － 64

829kt-CO2eq

(H24)※2
（ア）

758kt-CO2eq

(H29)

742kt-CO2eq

(H30)
⇗ ※再掲⑥ 〇 65

66,828m3/h
(H26)

（ア） 102,666㎥/h 111,474㎥/h ⇗ ※再掲④ ◎ 67

25回
(H26単年度)

（ウ） 31回 34回 ⇗

令和2年度は，東京都事業，「太陽光や風力などの自然を活用した電気を
お得に利用できるキャンペーン（みんなでいっしょに自然の電気（みい
電））」や「省エネ性能の高い機器への買い替えにポイントを付与する
キャンペーン（ゼロエミポイント）」，国の補助事業等について，市報，
ホームページ等により情報発信した。また，「みい電」については，チラ
シを東京都と連名で作成し，小学校への配布，市民アンケート調査へのチ
ラシ封入を行うなど，東京都と連携して再エネの普及拡大に努めた。引き
続き，国や都と連携し，地球温暖化に係る情報提供を実施していく。

◎ 68

ページ
基準値

(基準年度)

定量評価

R2年度における振り返り 評価
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4-⑤
３Ｒ推進
による
ごみの減
量

■ごみの発生抑制に向けた啓発

■市民・事業者の自主的な取組の支援
★

市民一人一日当たりの家庭系ごみ
排出量

ごみ対策課
360ｇ/人日
(R4)※1

- 最終処分量（埋立量） ごみ対策課
0
(R4)※1

- 総資源化率 ごみ対策課
43％
(R4)※1

5
‐

(

1

)

環
境
情
報
の
整
備
・
共
有

5-①
環境情報
の
集約・活
用・発信

■環境情報の集約・活用

■環境情報の提供

■環境情報発信の検討

-
市報や環境年次報告書等による環
境情報の提供回数

環境政策課
115回
(R7)

★
多摩川自然情報館のボランティア
解説員養成講座を受講し，解説員
として登録するボランティア人数

環境政策課
40人
(R7)

- 調布こどもエコクラブ加入者数 環境政策課
500人
[延べ人数]
(R7)

★
雑木林ボランティア講座の延べ受
講者数（再掲）

環境政策課
800人
[延べ人数]
(R7)

5
‐

(

3

)

 
連
携
・

協
働
の
基
盤
づ
く
り

5-③
市民・事
業者・市
等の連携
強化

■環境保全活動の拠点となる場の提供

■活動支援のための制度・仕組みづくり

■環境保全活動の環（わ）の拡大

- 環境連携事業数 環境政策課

580回
[延べ事業
数]
(R7)

５
 
み
ん
な
の
力
で
よ
り
良
い
環
境
を
目
指
す
ま
ち

5
‐

(
2

)

 
環
境
活
動
を

担
う
人
材
の
育
成

5-②
活動を継
続する
担い手の
育成と
啓発活動
の推進

■学校での環境教育の推進

■地域での環境学習の支援

■環境についての伝承や活動をリードす
る人材の育成

■市民意識の高揚のためのイベント・
キャンペーンの実施

■小中学生などに適した啓発活動の実施

４
 
低
炭
素
で
循
環
型
の
社
会
の
形
成
を

目
指
し
実
現
す
る
ま
ち

4
‐

(

2

)

 
循
環
型
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

4-⑥
ごみの適
正処理

■ごみの安定処理の確保

■不法投棄対策の充実

環境指標 課　名
目標値

(目標年度)
基本
目標

方　針 施　策 施策（取組）の内容
重点P
指標
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※1 調布市基本計画及びその他の個別計画等により定められた指標等を本計画に活用したものについては，活用した計画が改定等された時点で，

本環境指標についても見直しを行っている。 

※2 オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」において算出・公表している数値を使用しており，2年遅れで数値

が確定することから，基準年度と目標年度は他の環境指標と異なる。 

  

パターン R1実績 R2実績

374.2ｇ/人日
(H29)※1 （ウ） 378.0g/人日 392.1g/人日 ⇘

市民一人一日当たりの家庭系ごみ排出量（原単位）は392.1gとなり，前年
度と比較すると14.1gの増加となった。新型コロナウイルスの影響に伴
い，巣籠り需要が増加したことが要因で，ごみや資源物が増加したと推察
される。市で排出されるごみのうち，一番多くを占める家庭系可燃ごみ
は，前年度より3.3％増加した。令和2年度の組成分析調査では食品ロスが
9.7%あることがわかった。今後，広報等により食品ロスの削減を行うこと
が不可欠である。粗大ごみについては,年度当初の緊急事態宣言期間中の
持込を停止していたものの，前年度より3.5％増加している。これは，新
型コロナウイルスの影響に伴い自宅の片づけが進んだことに加え，平成31
年4月から粗大ごみを従量制とした持込制度が浸透したことが要因と考え
ている。

△ 70

0
(H29)※1

（ウ） 0 0 ⇒

焼却残さ＝4,347ｔ，焼却灰のエコセメント化量＝4,347ｔとなった。
引続き，焼却残さ埋立ゼロの取組に向けたエコセメント化事業を推進して
いく。 〇 72

43.5％
(H29)※1

（ウ） 42.4% 42.6% ⇘

令和２年度：総資源化量＝26,760t，総ごみ量＝62,859t
令和元年度：総資源化量＝26,021t，総ごみ量＝61,393t
平成30年度：総資源化量＝25,976t，総ごみ量＝60,145t
平成29年度：総資源化量＝26,171t，総ごみ量＝60,159t
※総資源化率＝総資源化量÷総ごみ量
総資源化率が増加した要因としては，資源物（特に古布やビン・カン・金
属）の収集量及び総ごみ量に占める割合が増加したため。今後，市民・事
業者への広報啓発を強化するなど，資源化を推進していく。

△ 72

104回
(H26単年度)

（ウ） 126回 179回 ⇒

次代を担う小・中学生に身近な自然や地球温暖化問題について関心を持っ
てもらうため，小・中学生向けの環境情報誌「みらいへつなごう　ちょう
ふのかんきょう」を発行し，若い世代への環境情報の提供に努めた。ま
た，令和２年度は新たにプラスチックごみによる海洋汚染問題について解
説したパンフレットの発行，環境基本計画等改定に係るお知らせをするた
めのニュースレターの発行を行った。情報提供としては，国・クール・
ネット東京の地球温暖化対策施策の紹介を引き続き行った。
情報提供回数としては，SNS等新たな広報媒体の活用及び計画策定関連情
報により増加している。

◎ 74

19人
(H26)

（ア） 30人 31人 ⇘

令和元年度までのボランティア解説員登録数は30人，令和3年度向け(令和
2年度実施)ボランティア解説員養成講座受講（修了）人数は1人で，令和2
年度末現在，ボランティア解説員は31人となった。
引き続き，事業の周知等により，当該講座の受講者・修了人数（登録人
数）の増加に努める。

〇 76

55人
(H26単年度)

（イ）
138人
(42人)

197人
(59人) ⇘

令和2年度は，会員募集について市報やホームページでの周知，公共施設
等での案内のほか，ちょうふ環境にゅ～すに記事を大きく掲載したこと
で，加入者数は前年度より増加となった。今後も，会員の増加に向けてよ
り効果的な周知・案内や企画内容の充実に努めていく。
※新型コロナウイルスの影響に伴い，都立農業高校と連携し，神代農場を
活用するプログラム等の実施は中止した。

〇 77

72人
(H26単年度)

（イ）
244人
(81人）

280人
（36人） ⇘ ※再掲⑤ 〇 78

58回
(H26単年度)

（イ）
255回
（63回）

305回
（50回） ⇘

調布市環境モニター6回，調布こどもエコクラブ6回，雑木林ボランティア
講座5回，環境活動交流会（講演会）1回，多摩川クリーン作戦（秋）1
回，調布駅前クリーン作戦 1回，野川クリーン作戦1回，喫煙マナーアッ
プキャンペーン9回，京王多摩川駅周辺喫煙マナーアップ清掃 6回，仙川
駅周辺喫煙マナーアップ清掃6回，特定外来生物（植物）駆除活動2回，環
境講座2020「自然のチカラで電気をつくろう」2回，「海ごみゼロウィー
ク～海ごみ問題について学ぼう～」1回，調布市環境基本計画等改定のた
めの市民ワークショップ等（3回）開催。引き続き，市民団体や学校，市
民，事業者等との環境連携事業を行うことで，環境保全活動の環（わ）を
広げていく。
※新型コロナウイルスの影響に伴い，調布市環境フェア，調布市環境モニ
ターの一部，水辺の楽校，調布こどもエコクラブの一部，雑木林ボラン
ティア講座の一部，多摩川自然情報館夏まつり及び秋まつり，都立農業高
校（自然環境教室）は中止

〇 81

評価 ページ
基準値

(基準年度)

定量評価

R2年度における振り返り

・計画どおり（計画以上）に目標を達成した。
・予定した取組成果が得られた。 ◎ 5

・おおむね計画どおりに目標を達成した。
・一定の取組成果が得られた。 〇 31

・目標達成までには至らなかった。
・予定した取組成果が得られなかった。 △ 4
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3.1   「豊かな緑と水や多様な生物を育むまち」の進捗状況 

 緑と水の保全・再生 

緑の保全 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.1.1 目標値及び環境指標の推移（緑と水の保全・再生）  

環境指標 みどり率 

目標値 

（R2） 
36.0％ 

担当課 緑と公園課 
基準値 

（H22） 
36.0％ 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(％) - - - 34.1 - - - - - - 

評価 - - - ○ - - - - - - 

R2 振り返り 

本調査は概ね５年に１度実施している。令和元年度の緑被調査ではみどり率は

34.1%であった。土地所有者の事情により生産緑地等の減少が進み，みどり率は低

下しているものの，崖線や緑地・緑道・公園の公有地化が進み，公園・緑地等の面

積は増加している。 

 

図 3.1.1  環境指標の推移（緑と水の保全・再生）みどり率 

 

■ 調布を特徴づける緑の保全と維持管理の推進 

国分寺崖線・布田崖線・仙川崖線などの崖線の緑，雑木林，社寺林，屋敷林等に

ついて，公有化や民有地の借り上げ，地域制緑地制度の積極的な活用等を通じて保

全に努めるとともに，市民・市民団体・事業者の自主的な環境保全活動のみなら

ず，各主体との協働に向けた仕組みづくりを検討し，維持管理に取り組みます。 

■ 湧水・河川等の水辺環境との一体的な保全 

水源として機能している湧水や河川等に近接する樹林地等の緑については，河川敷

の草地などとの連続性に配慮しながら，水辺環境との一体的な保全に努めます。 

36.0%

34.1%

33%

34%

35%

36%

37%

基準値 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

（%）

年度

み
ど
り
率

目標値

（36.0％)
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表 3.1.2 目標値及び環境指標の推移（緑と水の保全・再生） 

環境指標 公共が保全する緑の面積 重点プロジェクト指標１ 

目標値 

（R7） 
149.85 ha 

担当課 緑と公園課 
基準値 

（H26） 
146.63 ha 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(ha) 148.91 149.50 149.16 149.27 149.42 - - - - - 

評価 ◎ ◎ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

保全地区の指定解除により若干の緑が減少したが，都市公園の追加等により新たに

公園緑地の面積が増加するなど，公共が保全する緑の面積は前年度より増加した。引

き続き，緑の面積を増やすため，緑の施策を推進する。 

※指標の対象となる緑とは，市や東京都が管理する公遊園・緑地・緑道・崖線樹林地及び民間が所有する

緑地に対し市が補助している保全地区を示す。 

 

図 3.1.2  環境指標の推移（緑と水の保全・再生）公共が保全する緑の面積 

 

表 3.1.3 目標値及び環境指標の推移（緑と水の保全・再生） 

環境指標 市民と協働で保全活動を行う崖線の箇所数 

目標値 

（R7） 
８箇所 

担当課 緑と公園課 
基準値 

（H26） 
５箇所 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(箇所) 5 5 5 5 7 - - - - - 

評価 ○ △ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

入間町 1 丁目緑地，深大寺自然広場，若葉町 3 丁目第 3 緑地，若葉町 3 丁目第 1 緑

地・第 2緑地，上石原 2丁目布田崖線緑地，入間町 2丁目緑地（2団体 2 箇所）の 7

箇所の崖線等の管理を行う市民ボランティア団体と協働し，保全活動を実施した。 

今後も継続して現在の崖線等の管理を，市民ボランティア団体と協働して行っていく

とともに，実施箇所の増加についても検討・調整していく。 

146.63

148.91 149.50
149.16 149.27

149.42

140

142

144

146

148

150

152

基準値 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

（ha）

年度

公
共
が
保
全
す
る
緑
の
面
積

目標値
(149.85ha)
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図 3.1.3  環境指標の推移（緑と水の保全・再生）市民と協働で保全活動を行う崖線の箇所数 

【主な事業の取組状況】 

表 3.1.4 主な事業の取組状況（緑と水の保全・再生） 

施策 
（取組）
の内容 

主な事業 
重点 
対象 

担当課 R2年度の実施状況 

調
布
を
特
徴
づ
け
る
緑
の
保
全
と
維
持
管
理
の
推
進 

崖線樹林地等の公有化・ 
保全管理 

１ 

緑と公園課 

みんなの森保全管理計画の策定に向けた調
査検討 

社寺林，屋敷林等の保全の
ための支援 

- 
保存樹木指定している5箇所19本に対し
て，せん定補助金を交付 

特別緑地保全地区・市民 
緑地の指定 

- 令和2年度は該当案件なし 

樹林・緑地の維持管理活動
団体の設立支援・育成 

- 
緑地等管理を行う市民ボランティア団体
（7団体）に対して，物品の購入，講師を
招いての安全講習会（1回）を開催 

調布市ふるさとのみどりと
環境を守り育てる基金への
協力呼びかけと効果的活用
等の検討 

- 
緑と公園課 
環境政策課 

窓口でのパンフレット配架や市報，ホーム
ページでの呼びかけを行った。 
※新型コロナウイルスの影響に伴い緑と花
の祭典，環境フェアでの呼びかけは中止 

協働による緑の保全のため
の仕組みづくりの検討 

１ 緑と公園課 雑木林連絡会での情報交換（1回）を実施 

雑木林の管理に向けた講座
の実施 

- 環境政策課 雑木林ボランティア講座を開催（5回） 

雑木林連絡会の運営支援 - 

緑と公園課 

雑木林連絡会での情報交換（1回）を実施 

市民団体を交えた崖線樹林
地の保全管理計画の策定 

１ 
みんなの森保全管理計画の策定に向けた調
査検討 

市民参加による崖線や緑地
の整備・管理 

- 
市民ボランティア団体（7団体）が，ほぼ
毎月それぞれの緑地で保全活動を実施 

条例や開発事業指導要綱に
基づく緑化の推進 

- 
開発事業指導要綱に基づき，54件の緑化の
推進指導を実施 

湧
水
・
河
川
等
の 

水
辺
環
境
と
の 

一
体
的
な
保
全 

深大寺・佐須地域における
緑と水辺環境の一体的な保
全 

- 
環境政策課 
緑と公園課 

・雑木林ボランティア講座を開催（5回） 
・調布市土地開発公社により先行取得した
土地において，土地の環境整備及び農を
通じた環境学習や小学校児童への環境教
育を実施（延べ参加人数1,993人） 

・水路清掃作業を含む市民自主事業の「田
んぼの学校」を後援 

・カニ山の会による深大寺自然広場のカニ
山の雑木林の保全管理の実施（12回） 

多摩川・野川クリーン作戦
の実施 

- 環境政策課 

・秋の多摩川クリーン作戦を実施 
（11月8日  参加人数810人） 

・野川クリーン作戦実施 
 （11月21日 参加人数52人） 
※春の多摩川クリーン作戦は，新型コロナ
ウイルスの影響により，中止 

5 5 5 5 5

7

0
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10

基準値 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 年度

市
民
と
協
働
で
保
全
活
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を

行
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崖
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箇
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数

目標値

(8箇所)
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水辺環境の保全・再生 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【環境指標の達成状況】 

表 3.1.5 目標値及び環境指標の推移（緑と水の保全・再生） 

環境指標 浸透設備等の設置による雨水の浸透能力 重点プロジェクト指標１ 

目標値 

（R7） 
115,600m3/h 

担当課 

下水道課，道路管理課， 

環境政策課，緑と公園課 

街づくり事業課 
基準値 

（H26） 
66,828m3/h 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(m3/h) 78,151 83,029 89,627 102,666 111,474 - - - - - 

評価 ◎ △ ◎ ◎ ◎ - - - - - 

R2 振り返り 

令和 2年度は，排水設備計画確認申請件数としては減少した。公園の開発に係る浸透

設備の設置はなかったが，引き続き，一般家屋への雨水浸透ますの設置や，道路への

透水性舗装の設置を実施した（主要市道 12 号線道路改良工事,令 2 調 3・4・28 号線

道路改良工事，令 2市道南 157号線道路改良工事）。 

また令和 2 年度から，過去に市が合流式下水道改善事業として行った雨水ますへの

浸透管設置による雨水浸透能力の実績も加えることとした。 
 

図 3.1.4  環境指標の推移（緑と水の保全・再生）浸透設備等の設置による雨水の浸透能力 
  

■ 雨水浸透の推進による湧水保全及び河川水源の涵養 

公共施設においては，雨水浸透ます・浸透トレンチ等の設置や道路等への透水性

舗装の採用等により，河川水源となる地下水の涵養を積極的に進めます。また，民

間施設においても雨水浸透施設の設置状況を把握し，更なる導入を支援します。 

 

■ 健全な水循環の形成に向けた啓発 

水循環を流域全体でとらえ，市民・事業者に対して，雨水浸透や節水等の取組の

重要性について啓発を図ります。 

 

■ 開発事業等における地下水・湧水保全への配慮 

道路建設（東京外かく環状道路等）などの大規模工事による水脈の変化や工事に

伴う水質変化の可能性については，国や都による事前評価に対して意見の提出を行

い，大規模工事により水量の変化や水質悪化が生じないように配慮します。 

 

■ 市民等との協働による水辺環境の維持管理 

自然豊かな水辺環境を守り育てるため，市民参加による維持管理に努めます。 
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【主な事業の取組状況】 

表 3.1.6 主な事業の取組状況（緑と水の保全・再生） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

雨
水
浸
透
の
推
進
に
よ
る
湧
水 

保
全
及
び
河
川
水
源
の
涵
養 

雨水浸透設備・雨水貯留設
備の設置及び雨水利用の
推進 

１ 

下水道課 
環境政策課 
営繕課 

各施設の所管課 

・排水設備計画確認申請時に，申請者に浸
透設備の設置を依頼し，設備の設置が行
われた。（浸透ます3,964個，浸透トレン
チ1,271ｍ他）（下水道課） 

・既存住宅への雨水浸透ますの設置助成（5
基）（環境政策課） 

・公共施設（3施設）に透水性アスファルト
を設置（営繕課） 

公道への透水性舗装の導
入推進 

- 
道路管理課 
街づくり事業課 

歩道に透水性舗装を設置 
・主要市道12号線道路改良工事 
（420.3㎡）（道路管理課） 

・令２調3・4・28号線道路改良工事 
（24㎡）（街づくり事業課） 
・令２市道南157号線道路改良工事 
（531㎡）（街づくり事業課） 

湧水調査の実施 - 環境政策課 
概ね3年に１回調査を実施（直近では平成30
年度に調査を実施） 

健
全
な
水
循
環
の 

形
成
に
向
け
た
啓
発 

節水や下水に油等を流さ
ないなどの普及啓発 

- 下水道課 市報，ホームページで啓発を実施 

雨水浸透の重要性に関す
る普及啓発 

- 環境政策課 
市報，ホームページで，雨水浸透の重要性
の啓発や雨水浸透ます設置のお願いを広報 

開
発
事
業
等
に
お
け
る

地
下
水
・
湧
水
保
全 

へ
の
配
慮 

大規模建設工事等の地下
水・湧水への影響に係る国
や都による事前評価に対
する意見の提出 

- 環境政策課 令和2年度は該当案件なし 

市
民
等
と
の
協
働
に 

よ
る
水
辺
環
境
の 

維
持
管
理 

多摩川・野川クリーン作戦
の実施（再掲） 

- 環境政策課 

・秋の多摩川クリーン作戦を実施 
（11月8日  参加人数810人） 

・野川クリーン作戦実施 
 （11月21日 参加人数52人） 
※春の多摩川クリーン作戦は，新型コロナ
ウイルスの影響により，中止 
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

里山環境の維持・保全 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.1.7 目標値及び環境指標の推移（緑と水の保全・再生） 

環境指標 雑木林ボランティア講座の延べ受講者数 

目標値 

（R7） 
800人 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
72人 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(人) 51 75 37 81 36 - - - - - 

延べ人数 51 126 163 244 280 - - - - - 

評価 △ ○ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

雑木林管理に係る人材育成のため，ちょうふ環境市民会議が企画・運営する雑木林ボ

ランティア講座を，規模を縮小しながら 5 回実施し，のべ 36 人の参加があった（全

6 回の予定であったが，コロナ禍での実施方法を検討し，初回の開催を遅らせたため，

全 5回の開催となった。また，ソーシャルディスタンス確保のため，募集定員を減ら

しての実施となった。）。 

本受講者のうち環境活動ボランティアとして 3 人の登録があり，崖線保全活動団体

の活動に参加している。 

また，本受講者のうち希望者に対し，翌年度末まで，環境活動イベントへの案内送付

など，環境活動ボランティアへの参加支援を継続することとした。今後も，雑木林ボ

ランティアの受講者数の増に努める。 

 

図 3.1.5  環境指標の推移（緑と水の保全・再生）雑木林ボランティア講座の延べ受講者数  
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■ 農地の保全に向けた仕組みづくり 

農家の経営安定化や後継者の育成に資する各種支援制度を検討します。また，体

験農園などの充実を図り，市民が農業や市街化区域内に残された都市農地の保全に

理解を深める機会を創出していきます。 

 

■ 里山環境の総合的な維持・保全と活用 

雑木林ボランティア講座などの環境学習を通じて調布の環境における里山の重要

性を理解し，環境保全活動の促進によって里山環境の保全を図るとともに，里山と

私たちの暮らしとの関わりについて学ぶ場として活用を図ります。 
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表 3.1.8 目標値及び環境指標の推移（緑と水の保全・再生） 

環境指標 市民と協働で保全活動を行う崖線の箇所数（再掲） 

目標値 

（R7） 
８箇所 

担当課 緑と公園課 
基準値 

（H26） 
５箇所 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(箇所) 5 5 5 5 7 - - - - - 

評価 ○ △ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

入間町 1 丁目緑地，深大寺自然広場，若葉町 3丁目第 3緑地，若葉町 3丁目第 1

緑地・第 2緑地，上石原 2丁目布田崖線緑地，入間町 2丁目緑地（2団体 2箇所）

の 7 箇所の崖線等の管理を行う市民ボランティア団体と協働し，保全活動を実施

した。 

今後も継続して現在の崖線等の管理を，市民ボランティア団体と協働して行って

いくとともに，実施箇所の増加についても検討・調整していく。 

 

図 3.1.6 環境指標の推移（緑と水の保全・再生）市民と協働で保全活動を行う崖線の箇所数 
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

【主な事業の取組状況】 

表 3.1.9 主な事業の取組状況（緑と水の保全・再生） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

農
地
の
保
全
に
向
け
た
仕
組
み
づ
く
り 

農業継続のための各種支
援・関係機関へのはたらき
かけ 

- 
農政課 

・市内産野菜直売事業を実施した団体に対
し助成 

・観光農園を実施する農家に対し，経費の
一部を助成 

・農業経営の向上に寄与することを目的
に，認定農業者又は農業経営に意欲ある
農業者が行う事業に対し助成 

農業体験の場の拡充 - 
市民農園，学童農園，ふれあい体験農園を
継続実施 

新たな生産緑地の指定 - 
農政課 

都市計画課 
令和2年度追加指定（7箇所2,050㎡） 

体験農園の開設と市民参加
の推進 

- 農政課 

・市民農園の設置（12農園） 
・学童農園の設置（3箇所2校） 
・市民ふれあい体験農園の実施 
（年間2回作業） 

・農業体験ファームの管理運営に対し助成 

子どもたちの農業体験・ 
地元食材を使った食育等の
継続的な実施 

- 
指導室 
学務課 
農政課 

・調和小学校2年生による農業体験の実施
（1学期：新型コロナウイルスの影響に伴
い教職員による野菜の種まき 2学期：観
察 3学期：収穫 

・年間を通じ，小・中学校で地場野菜を活
用した給食の提供を実施 

・数校で地元農家に畑見学や農業体験，学
校に招いて農業や野菜についての講話を
依頼（不定期） 

計画区域内の生産緑地等の
維持のための制度の検討 

１ 
緑と公園課 
環境政策課 
農政課 

調布市深大寺・佐須地域環境資源保全・活
用基本計画に定める計画区域について，平
成30年4月に施行された都市緑地法等の一部
を改正する法律を踏まえ，今後の事業展開
について検討 

里
山
環
境
の
総
合
的
な
維
持
・
保
全
と
活
用 

里山を活かした体験学習 
プログラムの実施 

- 

環境政策課 
緑と公園課 

雑木林ボランティア講座（5回）において，
里山を題材とした講義及び里山での実技等
の学習を実施 

深大寺・佐須地域における
緑と水辺の一体的な保全
（再掲） 

- 

・雑木林ボランティア講座を開催（5回） 
・調布市土地開発公社により先行取得した
土地において，土地の環境整備及び農を
通じた環境学習や小学校児童への環境教
育を実施（延べ参加人数1,993人） 

・水路清掃作業を含む市民自主事業の「田
んぼの学校」を後援 

・カニ山の会による深大寺自然広場のカニ
山の雑木林の保全管理の実施（12回） 

里山に関する環境学習の 
推進 

- 

・雑木林ボランティア講座（5回）におい
て，里山を題材とした講義及び里山での
実技等の学習を実施 

・調布市土地開発公社により先行取得した
土地において，土地の環境整備及び農を
通じた環境学習や小学校児童への環境教
育を実施（延べ参加人数1,993人） 
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  生物多様性の保全・活用 

生物の生息空間の保全 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【環境指標の達成状況】 

表 3.1.10 目標値及び環境指標の推移（生物の生息空間の保全） 

環境指標 自然環境調査の実施回数 

目標値 

（R7） 
63回（延べ回数） 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
７回※ 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(回) 6 6 7 4 3 - - - - - 

延べ回数 6 12 19 23 26 - - - - - 

評価 ○ ○ ◎ △ △ - - - - - 

R2 振り返り 

多摩川，野川及び仙川，並びに佐須の用水において，底生生物，付着藻類の調査を実

施し，野川及び仙川において，魚類調査を実施した（1 回）。 

湧水調査は概ね 3年に 1回調査を行っており，直近では平成 30年度に実施した。 

調布市環境モニター活動において，植生調査を 9月と 3 月に実施した（計 2回）。今

後も定点観察を取り入れた植生調査を継続する。 

※新型コロナウイルスの影響に伴い一部企画（鳥類観察等）を中止 

※：３年に１回の湧水調査を含む。 
 

図 3.1.7 環境指標の推移（生物の生息空間の保全）自然環境調査の実施回数
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■ 生物多様性の保全に向けた総合的な取組の推進 

調布市域の生物多様性の保全に向けて，様々な視点から総合的に取り組むため，

「(仮)生物多様性ちょうふ戦略」の策定を検討します。 

■ 生態系ネットワークの形成 

市民や地域の専門家の参加を得て，近隣自治体とも連携しながら広域的な生態系

ネットワークの形成に努めます。 

■ 在来種の保護及び特定外来生物（植物）の駆除 

生物多様性の重要性について市民・事業者の理解向上に努めるとともに，それぞ

れの主体との協働を通じて，公園・学校・公共施設等の緑化や，河川等の公共用地

における特定外来生物（植物）の駆除に取り組みます。 

■ 生物に関する基礎資料のデータベース化に向けた仕組みの検討 

生物の生息空間として重要な緑や水辺の自然環境について，調査結果のデータベ

ース化に向けた仕組みづくりの検討を行います。 
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

表 3.1.11 目標値及び環境指標の推移（生物の生息空間の保全） 

環境指標 特定外来生物（植物）駆除活動における対象面積 

目標値 

（R7） 
17,500m2（延べ面積） 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
875m2/回 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

単位(m2) 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 - - - - - 

延べ面積 1,750 3,500 5,250 7,000 8,750 - - - - - 

評価 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ - - - - - 

R2 振り返り 

例年，(一社)生物多様性保全協会との共催にて実施している多摩川の外来植物駆除

は，新型コロナウイルスの影響に伴い，一般参加者の募集は行わず，関係者のみで

実施した。多摩川河川敷の定点（875㎡）において，9 月に 2回特定外来生物（植

物）の駆除活動を実施した。引き続き生物多様性保全のため，特定外来生物（植

物）の駆除活動を実施していく。 

 

図 3.1.8 環境指標の推移（生物の生息空間の保全）特定外来生物（植物）駆除活動における 

対象面積 
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【主な事業の取組状況】 

表 3.1.12 主な事業の取組状況（生物の生息空間の保全） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

生
物
多
様
性
の
保
全 

に
向
け
た
総
合
的
な 

取
組
の
推
進 

「(仮)生物多様性ちょうふ
戦略」の策定の検討 

- 環境政策課 

東京都が平成24年に策定した「緑施策の新
展開～生物多様性の保全に向けた基本戦略
～」について，令和元年12月から改定の検
討を始めていることから，改定状況につい
て注視していく。 

生
態
系
ネ
ッ
ト 

ワ
ー
ク
の
形
成 

公園や道路等での生態系ネ
ットワークの整備推進 

- 緑と公園課 
各公園，崖線樹林地において，適切な草刈
りや樹木の剪定を適宜行うことで，生態系
ネットワークの整備促進を促す。 

生物多様性の保全を踏まえ
た既存水路(深大寺・佐須地
域)の環境整備の検討 

- 環境政策課 
・雑木林ボランティア講座開催（5回） 
・水路清掃作業を含む市民自主事業の「田
んぼの学校」を後援 

公園等における生物の生息
に適した空間の確保 

- 緑と公園課 
崖線緑地において下草刈り等を行い，生物
の生息に適した空間を確保 

在
来
種
の
保
護
及
び 

特
定
外
来
生
物
（
植
物
） 

の
駆
除 

在来種を活用した緑化の 
検討 

- 緑と公園課 
公園への植栽にあたっては在来種の活用を
推進 

河川敷等での特定外来生物
（植物）駆除活動の実施 

- 環境政策課 
多摩川河川敷（定点875㎡の範囲）の特定外
来生物（植物）駆除を2回（合計 108.0kg駆
除）実施 

生態系の維持・回復 １ 
環境政策課 
緑と公園課 

・多摩川河川敷（定点875㎡の範囲）の特定
外来生物（植物）駆除を2回（合計 
108.0kg駆除）実施（環境政策課） 

・崖線緑地において市民ボランティア団体
との協働による保全管理活動の中で，樹
林地の生態系の維持・回復のための活動
を実施（緑と公園課） 

生
物
に
関
す
る
基
礎
資
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に 

向
け
た
仕
組
み
の
検
討 

市民・専門家等との協働に
よる自然環境調査の仕組み
づくりの検討 

- 

環境政策課 

平成28年度から，調布市環境モニター活動
で，定点の植物観察を開始 

自然環境情報のデータベー
ス化に向けた仕組みづくり
の検討 

１ 

・市民や市民団体の自然環境情報とするた
め，平成28年度から毎年度，調布市環境
モニター活動で，定点の植物観察を開始
しデータを管理。 

・平成30年度に，自然環境情報のデータベ
ース化に向けた仕組みづくりの検討を実
施。自然環境情報の公開に当たっては，
レッドリスト等掲載種，オープンデータ
の時流等を勘案し，国の動向を踏まえ，
庁内関係部署と連携した検討が必要であ
り，またこれを踏まえた公開にあたって
はシステム構築費用と，毎年度の収集デ
ータのメンテナンスが課題となる。引き
続き，国や東京都，先進自治体の情報収
集を行い，検討を行っていく。 
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

多様な自然環境の活用 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.1.13 目標値及び環境指標の推移（生物の生息空間の保全） 

環境指標 自然観察会の実施回数 

目標値 

（R7） 
70回（延べ回数） 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
７回 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(回) 7 7 6 3 6 - - - - - 

延べ回数 7 14 20 23 29 - - - - - 

評価 ○ ◎ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

調布の地形，植物，昆虫等の自然観察を行っている，調布市環境モニター活動におい

て，植生調査等を計 6回実施した。今後も，参加者の自然に対する興味を喚起するよ

うな企画を実施するとともに，引き続き自然観察会等を実施し環境保全意識の向上を

図り，調布の自然環境を学ぶ行動につなげていく。 

 

図 3.1.9 環境指標の推移（生物の生息空間の保全）自然観察会の実施回数 

表 3.1.14 目標値及び環境指標の推移（生物の生息空間の保全） 

■ 緑や水辺環境におけるふれあい学習の推進 

市民団体や事業者が主体となった取組を促進し，緑や水辺を，豊かな生態系にふ

れあえる自然体験型の環境学習の場として活用します。 

 

■ 自然環境の活用 

多摩川・野川等の河川を始めとする市内の身近な水辺環境や深大寺・佐須地域等

の自然資源注）を環境学習等に活用します。 

注）自然資源とは，崖線・里山・公園などの緑，水及びそこに生育する生き物のことを指しま

す。 
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環境指標 自然体験学習の参加者人数 

目標値 

（R7） 
9,000人（延べ人数） 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
877人 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(人) 780 690 1,700 1,862 2,342 - - - - - 

延べ人数 780 1,470 3,170 5,032 7,374 - - - - - 

評価 △ △ ◎ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

調布こどもエコクラブ（計 6 回，162人），雑木林ボランティア講座（計 5回，36人）

多摩川自然情報館月別イベント（計 6 回，151 人），深大寺・佐須地域の公有化土地

の暫定利用における土地の環境整備及び環境学習（延べ参加人数 1,993 人)の参加が

あった。アンケート等でいただいた声を体験学習の内容に反映しつつ，今後も会員数

増のために，市ホームページなど広報活動に努めていく。 

※新型コロナウイルスの影響に伴い，調布水辺の楽校，都立農業高校神代農場公開講

座，多摩川自然情報館月別イベントの一部を中止 
 

図 3.1.10 環境指標の推移（生物の生息空間の保全）自然体験学習の参加者人数 

 

【主な事業の取組状況】 

表 3.1.15 主な事業の取組状況（生物の生息空間の保全） 

施策 
（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

緑
や
水
辺
環
境
に
お
け
る

ふ
れ
あ
い
学
習
の
推
進 

湧水・樹林地等における 
自然観察会の実施 

 

環境政策課 

・調布市環境モニター活動の実施（6回）， 
※新型コロナウイルスの影響に伴い一部中
止 

・雑木林ボランティア講座開催（5回） 

調布水辺の楽校の実施  
調布水辺の楽校の開催は，新型コロナウイ
ルスの影響に伴い中止 

調布こどもエコクラブの 
実施 

 
調布こどもエコクラブの開催（6回） 
※新型コロナウイルスの影響に伴い一部中
止 

自
然
環
境
の 

活
用 

自然環境マップの作成・ 
配布 

 環境政策課 

・調布市・崖線樹林地ガイドマップもりの
ちず～入間町・若葉町編～を環境学習等
で配布 

・調布市・崖線樹林地ガイドマップもりの
ちず～カニ山編～及び野川マップ（野川
流域環境保全協議会）を作成・配付 
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

佐須の用水路等の水路清掃
作業に対する支援 

 
道路管理課 
環境政策課 

・佐須の用水路等の水路清掃を実施 
（1回 6.5㎥）（道路管理課） 

・水路清掃作業を含む市民自主事業 
「田んぼの学校」を後援（環境政策課） 

 

3.2   「人と環境が調和する快適で美しいまち」の進捗状況 

  美しい街並みの形成 

景観形成の推進 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.2.1 目標値及び環境指標の推移（美しい街並みの形成） 

環境指標 公共が保全する緑の面積※（再掲） 

目標値 

（R7） 
149.85ha 

担当課 緑と公園課 
基準値 

（H26） 
146.63ha 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(ha) 148.91 149.50 149.16 149.27 149.42 - - - - - 

評価 ◎ ◎ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

保全地区の指定解除により若干の緑が減少したが，都市公園の追加等により新たに公

園緑地の面積が増加するなど，公共が保全する緑の面積は前年度より増加した。引き

続き，緑の面積を増やすため，緑の施策を推進する。 

※指標の対象となる緑とは，市や東京都が管理する公遊園・緑地・緑道・崖線樹林地及び民間が所有する

緑地に対し市が補助している保全地区を示す。 

  

■ 自然の眺望を活かした都市景観づくり 

街並みの背景にある崖線の緑，河川敷等の水辺空間が持つイメージを活かした都

市景観づくりに取り組みます。自然景観の保全に当たっては，緑や水辺環境の保全

とともに，都市計画法や景観法制度等との連携・活用を図りながら取り組みます。 

 

■ 調和のとれた街並みの形成 

公共施設等のデザインは周囲の街並みに十分配慮するとともに，主要な道路の沿

道等においては，地区計画制度等の都市計画手法を活用して建物の高さや壁面位置

などを誘導し，統一感のある街並みの形成に努めます。 

 

■ 洗練された街並みの保全・創出 

街並み景観を保全し，更に洗練されたものとして行くため，景観法の届出制度を

活用した誘導方策を検討するほか，緑化等による景観形成に取り組みます。 
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図 3.2.1 環境指標の推移（美しい街並みの形成）公共が保全する緑の面積 

 

表 3.2.2 目標値及び環境指標の推移（美しい街並みの形成） 

環境指標 無電柱化道路延長 

目標値 

（R7） 
1,380ｍ（延べ距離数） 

担当課 街づくり事業課 
基準値 

（H26） 
0ｍ 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(ｍ) 337 840 0 0 0 - - - - - 

延べ距離数 337 1,177 1,177 1,177 1,177 - - - - - 

評価 ◎ ◎ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

令和２年度は，調布 3・4・28 号線（延長約 200ｍ）について，無電柱化事業関連工事

を引き続き実施している。今後も，電線共同溝の設置により，電線類を地中に埋設し，

無電柱化による美しい街並みの形成を推進していく。 

 

図 3.2.2 環境指標の推移（美しい街並みの形成）無電柱化道路延長 
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

【主な事業の取組状況】 

表 3.2.3 主な事業の取組状況（美しい街並みの形成） 

 

  

施策 
（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

自
然
の
眺
望
を
活
か
し
た 

都
市
景
観
づ
く
り 

「調布市ほっとするふる
さとをはぐくむ街づくり 
条例」に基づく良好な開発
事業への誘導 

- 
都市計画課 
緑と公園課 

・「調布市ほっとするふるさとをはぐくむ
街づくり条例」に基づく協定締結件数50
件，街づくり協力金12件（203,350,000
円），緑化の推進54件 

・都市計画法第32条の規定による同意書交
付件数33件。調布市開発事業に関する連
絡協議会を12回開催（うち書面開催2
回） 

良好な自然景観保全に向
けた土地利用適正化の推
進 

- 
都市計画課 

景観法に基づく届出（景観形成重点地区）7
件 

地域における景観意識の 
醸成・担い手育成 

- 
駅の景観をテーマに調布市景観まちづくり
市民検討会を2回開催，調査・検討を実施 

調
和
の
と
れ
た
街
並
み
の 

形
成 

景観条例に基づく公共施
設のデザイン向上等景観
整備の推進 

- 営繕課 
調布市景観計画区域内（調布市全域）にお
ける外壁等の色彩変更2件，新築0件，増築
0件の通知書の提出 

市民参加による地区計画 
策定等，良好な街並み形成
に向けた活動の支援 

- 

都市計画課 

地区整備計画区域内の建築行為等に関する
届出15件 

「調布市ほっとするふる
さとをはぐくむ街づくり
条例」に基づく街づくり協
議会の設立の推進 

- 
街づくり準備会・協議会への助成金交付1件
（1団体） 

洗
練
さ
れ
た
街
並
み
の 

保
全
・
創
出 

景観法及び調布市景観条
例に基づく景観誘導 

- 都市計画課 
・景観法に基づく届出及び通知   27件 
・調布市景観条例に基づく事前協議 17件 

東京都屋外広告物条例に 
基づく広告物の規制 
・指導・除却 

- 環境政策課 
毎月市職員による違反屋外広告物の除却
と，地区協議会の助力による除却を実施 

街路樹等による連続した 
緑の街並みの創出・保全 

- 街づくり事業課 
道路管理課 

74路線，32,793㎡の街路樹及び低木等の剪
定を実施 

無電柱化の推進 - 設計委託の実施 

花いっぱい運動による彩
りづくり 

- 緑と公園課 
48団体による，前期・後期合計87件の交付
申請あり 
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歴史・文化環境の保全・継承 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 
 

表 3.2.4 目標値及び環境指標の推移（美しい街並みの形成） 

環境指標 調布には優れた景観があると思う市民の割合 

目標値 

（R4） 
90.0％ 

担当課 都市計画課 
基準値 

（H30） 
82.5％ 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(％) 83.4 81.3 82.5 85.1 82.1 - - - - - 

評価 △ △ ○ ◎ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

「調布には優れた景観があると思う市民の割合」は平成 28 年度以降 80％台で推移し

ている。中心市街地（調布・布田・国領駅周辺）の整備が進むなか，「3 駅周辺が魅

力的である」との評価もあり，利便性等への評価は上がってはいるものの，各種イベ

ントの中止や，駅前広場整備の延期などにより，数値結果に影を落としている。また，

アンケートの一部では，コロナ禍において市内を散策する機会が多くなり，畑や雑木

林が無くなり，宅地化されている事案を目にするようになったとのご意見をいただい

ている。今後も調布市景観計画の適切な運用を実施し，良好な景観形成に取り組んで

いく。 
 

図 3.2.3 環境指標の推移（美しい街並みの形成）調布には優れた景観があると思う市民の割合 
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■ 歴史・文化環境の保全・継承 

市民が愛着を感じる自然や歴史・文化を未来に伝える史跡・文化財等とともに，

それらにまつわる郷土の歴史・文化についてもあわせてＰＲに努め，地域資源とし

て保全を図り，次世代へ継承していきます。 

 

■ 歴史・文化を活かした景観づくりの推進 

地域の歴史・文化遺産の特性及び自然環境に配慮して景観の保全に努め，それら

を核に地域と連携を図りながら周辺の景観づくりを進めていきます。 
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【主な事業の取組状況】 

表 3.2.5 主な事業の取組状況（美しい街並みの形成） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

歴
史
・
文
化
環
境
の
保
全
・
継
承 

指定文化財の適切な保全・
管理 

- 

郷土博物館 

・指定史跡について，複数回の除草を実施 
・有形文化財の指定（1件） 

国指定史跡下布田遺跡 
・深大寺城跡の保全・整備・
ＰＲ 

- 

・文化財見学会「深大寺から史跡深大寺城
跡へ」（10月10日） 

※ 新型コロナウイルスの影響に伴い中止 
・縄文の杜プロジェクト「千色工房」開催
（5月，10月，11月） 

※ 新型コロナウイルスの影響に伴い中止 
・「史跡下布田遺跡整備基本計画」策定 
・国史跡下布田遺跡整備基本計画策定委員
会開催（3回） 

※ 内１回は，新型コロナウイルスの影響
に伴い書面開催 

・下布田遺跡史跡整備市民ワークショップ
（3回） 

・下布田遺跡確認調査実施（10月19日～
11月13日） 

・文化財講演会「耳飾を着け・石棒を祀る
―国史跡下布田遺跡の社会と世界観―」
（10月10日） 
・史跡内の除草を複数回実施 

歴史・文化遺産に係る普及
啓発事業の企画開催 

- 

・歴史・文化遺産に係る普及啓発事業を企
画開催 

・郷土博物館 
（開館日数251日，利用者数5,976人） 
・深大寺水車館 
（開館日数257日，利用者数20,897人） 

歴
史
・
文
化
を
活
か
し
た 

景
観
づ
く
り
の
推
進 

深大寺地区街なみ環境整備
事業の実施 

- 

都市計画課 

「調布市深大寺地区街なみ整備基本計画」
（H24.11）に基づき今後の遊歩道・散策路
の整備に向けた検討を実施 

景観法の制度を活用した 
景観まちづくりの推進 

- 
調布市景観形成ガイドライン（緑の景観づ
くり国分寺崖線編）を開発・建設事業者へ
配付 

実篤公園の保全・整備 - 緑と公園課 
実篤公園の保全・整備のため，年間を通じ
て，剪定・清掃を実施 

深大寺・佐須地域における
｢農｣の歴史や文化を活かし
た景観づくりの推進 

- 
緑と公園課 
環境政策課 
都市計画課 

・調布市土地開発公社により先行取得した
土地において，土地の環境整備及び農を
通じた環境学習や小学校児童への環境教
育を実施（延べ参加人数1,993人） 

・深大寺・佐須地域の一部を「農の風景育
成地区」に指定（令和２年７月） 

・深大寺・佐須地域農業公園を都市計画決
定（令和２年８月）及び事業認可（令和
２年１１月）を取得し，生産緑地の買戻
しを実施（令和３年２月） 

・景観法に基づく景観計画区域内（調布市
景観計画の「農」の景観形成推進地区）
における行為の届出及び通知（1件） 
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  快適な空間の確保 

まちのうるおいの創出 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.2.6 目標値及び環境指標の推移（快適な空間の確保） 

環境指標 花いっぱい運動の実施箇所数 

目標値 

（R7） 
51箇所 

担当課 緑と公園課 
基準値 

（H26） 
34箇所 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(箇所) 45 47 52 46 48 - - - - - 

評価 ◎ ◎ ◎ △ 〇 - - - - - 

R2 振り返り 

「花いっぱい運動」は，花や緑のまちづくりを推進するため，花や緑を育てる市民団

体に，その運動のための経費を補助する事業である。令和 2 年度は，前期 39 件，後

期 48 件の合計 87件の申請を 48 団体から受け，48 箇所において花いっぱい運動を実

施した。都合により活動を中止する団体もありますが，活動希望がある個人からの相

談もあり，補助制度の説明や活動場所の紹介を行うことで新たな団体の立ち上げにつ

なげた。引き続き，団体数を増やしていくための取組に努める。 

 

図 3.2.4  環境指標の推移（快適な空間の確保）花いっぱい運動の実施箇所数 

 

表 3.2.7 目標値及び環境指標の推移（快適な空間の確保） 
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■ 緑が豊かな環境づくり 

連続した緑の空間を創出する緑豊かな環境づくりに取り組みます。 

 

■ 公園・緑地等の適正配置と維持 

将来の人口減少や少子高齢化の進展に備え，地域のニーズや特色を踏まえ，他の

緑地等とのネットワーク化も考慮した公園・緑地等を適正に配置するとともに，適

切な維持管理から，市民にとって利用しやすい快適な憩いの場の提供に努めます。 
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環境指標 市民一人当たりの公園面積 

目標値 

（R7） 
5.66㎡ 

担当課 緑と公園課 
基準値 

（H26） 
5.77㎡ 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(㎡) 5.58 5.54 5.48 5.45 5.44 - - - - - 

評価 △ ○ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

令和２年度は 500人を超える人口増の影響があり，1人当たりの公園面積は減少した

ものの，公園全体の面積は増加している。公園面積の維持を図りつつ，機能再編整備

等による公園の質の向上も図る。 

 

図 3.2.5  環境指標の推移（快適な空間の確保）市民一人当たりの公園面積 
 

【主な事業の取組状況】 

表 3.2.8 主な事業の取組状況（快適な空間の確保） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

緑
が
豊
か
な
環
境 

づ
く
り 

生垣設置の奨励・助成 - 

緑と公園課 

3件16ｍの生垣設置に対し助成金を交付 

花いっぱい運動などの市民
参加の緑化活動の推進 

- 
48団体による，前期・後期合計87件の交付
申請あり 

緑化重点地区における 
緑化の推進 

- 
緑化重点地区の中の鉄道跡地について，鉄
道敷地整備計画（平成28年3月策定）に基づ
き，庁内調整を実施 

校庭の芝生化 - 教育総務課 
小学校12校8,277㎡の芝生の維持管理を実
施。 

公
園
・
緑
地

等
の
適
正
配

置
と
維
持 

公園・緑地，オープンスペ
ースの適正配置と整備 

- 

緑と公園課 

機能再編整備プランに基づく整備 

公園・緑地における 
緑の維持管理 

- 
年間管理委託等により，公園・緑地の剪
定・清掃等を行い，維持管理を実施 
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都市美化の推進 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【環境指標の達成状況】 

表 3.2.9 目標値及び環境指標の推移（快適な空間の確保） 

環境指標 美化推進重点地区数 

目標値 

（R7） 
11地区 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
７地区 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(地区) 8 8 8 8 8 - - - - - 

評価 ◎ ○ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

現在，美化推進重点地区を 8 地区指定している。令和 2 年度は，各地区での市民等に

よる美化活動の支援を行い，都市美化の推進を図った。また，平成 31 年 3 月に制定

し令和元年 7 月 1 日から施行した調布市受動喫煙防止条例に基づき，令和元年 7 月

から市内 9駅周辺を「路上等喫煙禁止区域」に指定し，区域内の路上を全面禁煙とし

た。同年 9 月からは巡回員による区域内パトロールを行い指導・周知に努めた。ま

た，ラグビーワールドカップ日本大会 2019を契機に駅前クリーン作戦を行うことで，

都市美化に対する意識喚起を図るなど，美化推進重点地区指定に向けた取組を行っ

た。 
 

図 3.2.6  環境指標の推移（快適な空間の確保）美化推進重点地区数 
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■ 公衆マナーの順守を目指した意識啓発 

ごみのポイ捨てや歩行喫煙など，公衆に対する迷惑行為を防止し，美化意識の向

上につなげるため，市民の意識啓発に取り組みます。 

 

■ 市民参加による美化活動の推進 

快適な都市環境を確保するため，身近な生活空間の定期的な清掃活動等を推進し

ます。 

 

■ 美化対策の推進 

放置自転車や飼い主のいない猫等の地域問題に対して，適切な対策を推進します。 
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表 3.2.10 目標値及び環境指標の推移（快適な空間の確保） 

環境指標 美化活動に参加した市民の数 

目標値 

（R7） 
10,000人 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
9,513人 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(人) 10,380 8,423 7,370 4,428 2,257 - - - - - 

評価 ◎ △ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

秋の多摩川クリーン作戦 810 人，調布駅前クリーン作戦 202人，飛田給駅前クリーン

作戦 41人，野川クリーン作戦 52人，喫煙マナーアップキャンペーン 146 人，マナー

アップ清掃(仙川駅・京王多摩川駅)151人，地域清掃 855人で，合計 2,257 人の参加

にとどまった。新型コロナウイルス感染症の影響により，緊急事態宣言の発令といっ

た事態が生じたため，美化活動に従事した市民の数は減少した。しかしながら，引き

続き一定数の市民に参加いただいており，市民協働の取組を実施することができてい

る。今後については，様々な媒体を活用し本事業の周知を図るとともに，市民が参加

しやすい事業の在り方を調査研究するなど，参加人数の増加に努める。 

※新型コロナウイルスの影響に伴い，春の多摩川クリーン作戦は中止 

 

図 3.2.7  環境指標の推移（快適な空間の確保）美化活動に参加した市民の数 
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【主な事業の取組状況】 

表 3.2.11 主な事業の取組状況（快適な空間の確保） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

公
衆
マ
ナ
ー
の 

遵
守
を
目
指
し
た 

意
識
啓
発 

ごみのポイ捨て防止や 
喫煙マナー向上のための啓
発 

- 

環境政策課 

市報や市ホームページでの啓発のほか，啓
発ポスターやプレートの掲示・配布を実施 

犬の登録・狂犬病予防接種
の推進・散歩マナーの啓発 

- 
市報や市ホームページにおいて，犬の登
録，狂犬病予防接種の推進，散歩マナーの
啓発を実施 

市
民
参
加
に
よ
る 

美
化
活
動
の
推
進 

喫煙マナーアップ清掃及び
路上等喫煙禁止区域パトロ
ールの実施 

- 

環境政策課 

・喫煙マナーアップキャンペーン：5日間
市内9駅で市民・事業者とともに喫煙マ
ナー向上啓発の実施 

・市内９駅の路上等喫煙禁止区域内におい
て，都市美化の観点から路上喫煙禁止に
ついての周知，指導を行った。 

・喫煙マナーアップ清掃：京王多摩川駅，
仙川駅周辺で市民・事業者とともに駅周
辺の清掃活動を実施 

美化推進重点地区の指定と
活動の推進 

- 

令和元年度末で美化推進重点地区を8地区
指定 
1.多摩川河川敷美化推進重点地区 
2.野川河川敷美化推進重点地区 
3.京王多摩川駅周辺美化推進重点地区 
4.仙川駅周辺美化推進重点地区 
5.国領駅周辺美化推進重点地区 
6.菊野台交差点周辺美化推進重点地区 
7.深大寺周辺美化推進重点地区 
8.つつじヶ丘駅周辺美化推進重点地区 

多摩川，野川，調布駅前で
のクリーン作戦の実施 

- 

・調布駅前クリーン作戦 
（10月16日 参加人数202人） 

・秋の多摩川クリーン作戦実施 
（11月8日  参加人数810人） 

・野川クリーン作戦 
 （11月21日 参加人数52人） 
※春の多摩川クリーン作戦は，新型コロナ
ウイルスの影響により中止 

市民参加による道路清掃
(ふれあいのみちづくり 
事業)の推進 

- 道路管理課 参加団体19団体（242人） 

美
化
対
策
の
推
進 

放置自転車の対策 - 

交通対策課 

・自転車2,829台，原動機付自転車22台の
放置自転車等を撤去 

・駅前放置自転車クリーンキャンペーンと
して，令和２年10月22日から同年10月
31日まで，調布駅・国領駅・つつじヶ丘
駅・仙川駅前で，協力団体6団体，参加
者数59人により，放置自転車を抑止する
ための啓発活動を実施 

自転車駐車場の整備の 
推進 

- 

自転車駐車場を新設整備 
・調布駅周辺で1箇所の有料自転車駐車場
開設，調布駅周辺で１箇所のオートバイ
駐車場，つつじヶ丘駅周辺で１箇所の自
転車等駐車場を閉鎖 

飼い主のいない猫等の 
対策の推進 

- 環境政策課 
飼い主のいない猫の繁殖を抑制するため，
猫の不妊・去勢手術に要する費用の補助金
を交付（雄64匹，雌70匹） 
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3.3   「安心して暮らせる生活環境が確保されるまち」の進捗状況 

  公害のない環境の維持 

大気汚染の防止 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 事業活動に伴う大気汚染の防止 

工場・事業場由来の窒素酸化物，硫黄酸化物，ばいじん等のばい煙やアスベスト

等の有害物質の排出，建設工事等から発生する粉じんについて，法律・条例等に基

づく規制・指導を継続して進めていきます。また大気の測定結果について公表して

いきます。 

 

■ 自動車排出ガスによる大気汚染の防止 

自動車排出ガスによる大気汚染の防止に向けて，公共交通機関の利用促進や低公

害車の普及に向けた取組などを進めていきます。 

 

■ 微小粒子状物質（ＰＭ2.5）による環境汚染への対応 

国や都との連携を図りながら，大気中の微小粒子状物質（ＰＭ2.5）濃度につい

て継続して監視を行い，市民への適切な情報提供によって健康被害を抑制します。 

 

■ 悪臭・臭気等の発生防止 

工場・事業場等における悪臭防止対策・臭気対策の指導に加え，一般家庭からの

悪臭や臭気の防止のための啓発・指導も実施していきます。 
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【環境指標の達成状況】 

表 3.3.1 目標値及び環境指標の推移（公害のない環境の維持） 

環境指標 二酸化窒素(ＮＯ2)の環境基準の年間未達成日数 

目標値 

（R7） 
０日 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
１日 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(日) 0 0 0 0 0 - - - - - 

評価 ◎ ○ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

令和 2年度は，常時監視測定局（市役所屋上，下石原交差点前）及び仮設測定局（市

内 3地点※１）において，二酸化窒素が環境基準※２を超えた日はなかった。 

二酸化窒素は，年平均濃度でみると都内全域において，ゆるやかな減少傾向である。

今後も東京都環境局と連携し，大気環境の向上に努めていく。 

※１：冬季に1週間の連続した測定を実施した。 

※２：１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppm内又はそれ以下であること。 

 

 

図 3.3.1 環境指標の推移（公害のない環境の維持） 

二酸化窒素(ＮＯ2)の環境基準の年間未達成日数 
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

表 3.3.2 目標値及び環境指標の推移（公害のない環境の維持） 

環境指標 浮遊粒子状物質(ＳＰＭ)の環境基準の年間未達成状況 

目標値 

（R7） 
０日，０時間 

担当課 環境政策課 
基準値 

（Ｈ26） 
０日，０時間 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(日) 0 0 0 0 0 - - - - - 

評価 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - 

単位(時間) 0 0 0 0 0 - - - - - 

評価 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

令和 2年度は，常時監視測定局（市役所屋上，下石原交差点前）及び仮設測定局（市

内 3地点※1）において，浮遊粒子状物質が環境基準※2を超えた日はなかった。 

浮遊粒子状物質は，都内全域において，年平均濃度でみるとここ数年横ばいか減少傾

向である。今後も東京都環境局と連携し，大気環境の向上に努めていく。 

※１：冬季に1週間の連続した測定を実施した。 

※２：１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppm内又はそれ以下であること。 

 

図 3.3.2 環境指標の推移（公害のない環境の維持） 

浮遊粒子状物質(ＳＰＭ)の環境基準の年間未達成状況 
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表 3.3.3 目標値及び環境指標の推移（公害のない環境の維持） 

環境指標 
微小粒子状物質(ＰＭ2.5)の環境基準の年間未達成状況（1日平均を確認） 

【参考指標】 

目標値 

（R7） 
０日 

担当課 環境政策課 
基準値 

（Ｈ26） 
０日 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(日) 0 0 0 0 0 - - - - - 

評価 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

令和 2年度は，常時監視測定局（市役所屋上，下石原交差点前）及び仮設測定局（市

内 3 地点※1）において，微小粒子状物質(ＰＭ2.5)が環境基準※2を超えた日はなかっ

た。 

都内大気中の PM2.5濃度は，ボイラー，廃棄物焼却炉などの固定発生源対策などの効

果で，平成 13 年度からの 10 年間で約 55％減少した。今後も東京都環境局と連携し，

大気環境の常時監視を継続していく。また，野焼きなどの現場指導・啓発にも努めて

いく。 

※１：冬季に1週間の連続した測定を実施した。 

※２：１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppm内又はそれ以下であること。 

 

図 3.3.3 環境指標の推移（公害のない環境の維持） 

微小粒子状物質(ＰＭ2.5)の環境基準の年間未達成状況 
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

【主な事業の取組状況】 

表 3.3.4 主な事業の取組状況（公害のない環境の維持） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

事
業
活
動
に
伴
う
大
気
汚
染
の
防
止 

工場・事業場等への大気汚
染防止に向けた対策の推進 

- 

環境政策課 

・東京都主催の夏季VOC対策セミナー等の周
知を実施 

・苦情発生時の現場指導を実施 

大気測定の実施 - 

・庁舎屋上測定局での常時監視（通年） 
・下石原交差点前測定局（国立大学法人電気
通信大学西９号館南側）での常時監視(通
年) 

・市内3箇所での仮設測定局による監視（各
地点連続7日間の測定） 

関係法令に基づく公共施設
の解体工事におけるアスベ
スト飛散防止対策の実施 

- 営繕課 改修工事実施 8件 

建築・解体工事における 
粉じんの飛散防止の指導 

- 環境政策課 

・苦情発生時に現場指導を実施 
・アスベストの届出現場において現場指導を
実施 

・建築リサイクル法の届出現場において年3 
回実施 

自
動
車
排
出
ガ
ス
に
よ
る 

大
気
汚
染
の
防
止 

道路沿道における緩衝用 
植樹帯の設置 

- 
道路管理課 
街づくり事業課 

実施なし 

公共交通機関の利用促進 - 

交通対策課 

公共交通の利便性向上に向け，バス事業者と
協議実施 

自転車利用，徒歩による 
移動の奨励 

- 

・シェアサイクルの実証実験実施（平成31年
4月から令和4年3月31日まで）令和４年度
以降，本格実施を予定 

・自転車等対策実施計画の改定 

公用車への低公害車導入 
推進 

- 

環境政策課 

庁用車を導入する場合は，低公害かつ低燃費
な車を入れるよう推進（環境マネジメントシ
ステムの運用管理手引・地球温暖化対策実行
計画（事務事業編）） 

事業者・家庭への低公害車
の啓発 

- 
市ホームページにおいて，低燃費・低公害車
の導入を呼びかけ，国や東京都の補助金の情
報を広報 

微
小
粒
子
状
物
質 

(

Ｐ
Ｍ
２
・
５)

に
よ
る 

環
境
汚
染
へ
の
対
応 

微小粒子状物質（ＰＭ2.5）
濃度の監視 

- 

環境政策課 

・常時監視測定局による監視 
・市内3箇所での仮設測定局による監視（各
地点連続7日間の測定） 

微小粒子状物質（ＰＭ2.5）
濃度に関する情報提供 

- 
環境年次報告書，事務報告書及び市ホームペ
ージにて測定結果を公表 

悪
臭
・
臭
気

等
の
発
生
防

止 

工場・事業場への悪臭発生
防止に向けた対策の推進 

- 

環境政策課 

苦情発生時において現場での指導を実施 

一般家庭への悪臭発生防止
に向けた啓発の推進 

- 
市ホームページにおいて，野焼き禁止の記事
を掲載し，周知 
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水質汚濁の防止 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【環境指標の達成状況】 

表 3.3.5 目標値及び環境指標の推移（公害のない環境の維持） 

環境指標 雨天時における処理場を含む各吐口からの放流水のＢＯＤ値（平均放流水質） 

目標値 

（R7） 
40mg/L以下※ 

担当課 下水道課 
基準値 

（H26） 
40mg/L以下※ 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(mg/L) 23.4 22.8 18.5 9.2 29.4 - - - - - 

評価 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 - - - - - 

R2 振り返り 

令和 3 年 3 月 13 日 4 時～10 時の降雨時に，吐口からの放流水質（ＢＯＤ）を計測

し，平均放流水質を算定したところ，29.4mg/L となり，基準値（40mg/L）以下であっ

た。なお，令和元年度に比し，ＢＯＤ値が増加しているが，採水時の降雨状況の違い

等による通常の変動範囲内のものである。引き続き住宅等の新築・建替の際に，排水

設備への雨水貯留浸透施設の設置を推進し，下水道への雨水流入の抑制を図ること

で，雨天時に下水道から河川等公共用水域へ放流される汚濁負荷量の削減に努めてい

く。 

※基準値，目標値は，下水道法施行令による基準値 
 

図 3.3.4 環境指標の推移（公害のない環境の維持） 

雨天時における処理場を含む各吐口からの放流水のＢＯＤ値（平均放流水質） 

■ 工場排水の水質汚濁負荷の低減 

工場・事業場等からの工場排水について，法律や条例に基づき，有害物質の規

制，水質汚濁負荷低減に向けた対策指導を引き続き進めていきます。また水質の測

定結果について公表していきます。 

 

■ 家庭における生活排水対策の推進 

生活排水による汚濁負荷の低減に向けて，家庭への情報提供，啓発を進めます。

また，下水道設備の老朽化対策を推進します。 
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

【主な事業の取組状況】 

表 3.3.6 主な事業の取組状況（公害のない環境の維持） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

工
場
排
水
の
水
質
汚
濁
負
荷

の
低
減 

工場・事業場等への 
水質汚濁防止に向けた 
対策の推進 

- 下水道課 
特定事業場等からの排水の水質調査を実施
（年3回，延べ64事業場） 

河川等の公共用水域に 
おける水質監視の継続 

- 環境政策課 

河川（多摩川，野川，仙川，入間川）及び
水路（佐須の用水，深大寺の用水，府中用
水）において水質監視を実施 
・水質調査延べ回数  

10箇所 26回 
・水生生物調査 7箇所 1回  

家
庭
に
お
け
る
生
活 

排
水
対
策
の
推
進 

生活排水対策に関する 
家庭向け広報・ 
パンフレット等の発行 

- 

下水道課 

市ホームページに，生活排水対策に関する
家庭向け広報記事を掲載し，窓口にてチラ
シを配架 

生活排水対策に関連した 
イベントの開催 

- 
浸水対策強化月間である6月に市ホームペ
ージに生活排水対策に関する広報記事を掲
載し，窓口に関連グッズを展示 

下水道管の老朽化対策の 
推進 

- 
・下水道管の長寿命化対策の設計，工事を
実施 

・マンホール蓋交換94箇所 

下水の高度処理化に 
向けた東京都への 
はたらきかけ 

- 東京都と緊密に情報共有を図った。 
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3.③騒音・振動の発生抑制 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.3.7 目標値及び環境指標の推移（公害のない環境の維持） 

環境指標 道路交通騒音の要請限度数値の未達成地点数 

目標値 

（R7） 
０地点 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
１地点 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(地点) 1 1 1 0 0 - - - - - 

評価 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

低騒音舗装の敷設などの対策により，要請限度超過が改善されつつある。令和元年

度・令和 2年度は国道 20号の夜間測定結果が 70dBとなり，要請限度値以内だった。 

今後も，継続して道路交通騒音調査を実施し，調査結果を国及び都へ報告をすること

で，対応策を求めていく。 

 

図 3.3.5 環境指標の推移(公害のない環境の維持)道路交通騒音の要請限度数値の未達成地点数 
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■ 事業活動に伴う騒音・振動の発生抑制 

工場・事業場や建設工事等を発生源とする騒音・振動については，法律や条例に

基づき，防止対策に関する指導を引き続き進めます。 

 

■ 道路交通騒音・振動の発生抑制 

自動車による騒音・振動については，主要道路における舗装の改善，沿道の緑化

や建築物の誘導によって緩和を図るほか，ドライバーの意識啓発に取り組み，騒

音・振動の発生抑制への配慮を促進します。また騒音・振動の測定結果について公

表していきます。 

 

■ 生活騒音の発生抑制 

近隣地域への配慮を目的として，一般家庭を対象とした生活騒音の防止に向けた

啓発等を行います。 
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表 3.3.8 目標値及び環境指標の推移（公害のない環境の維持） 

環境指標 騒音相談が寄せられた工場・指定作業場における規制基準順守状況 

目標値 

（R7） 
100％ 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
85％ 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(％) 85 85 85 85 85 - - - - - 

評価 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

騒音苦情全体としては，横ばいまたはゆるやかな減少傾向にあるが，工場や指定作業

場から発生する騒音についての苦情は絶えない（環境確保条例に基づく事務処理状況

報告による）。また，工場・指定作業場の設置件数が廃止件数を上回っているため，

今後も事業者による近隣への配慮等について，継続して啓発に努めていく。 

 

図 3.3.6 環境指標の推移（公害のない環境の維持） 

騒音相談が寄せられた工場・指定作業場における規制基準順守状況 
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【主な事業の取組状況】 

表 3.3.9 主な事業の取組状況（公害のない環境の維持） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

事
業
活
動
に
伴
う 

騒
音
・
振
動
の 

発
生
抑
制 

工場・事業場等への騒音・
振動発生抑制に向けた 
対策の推進 

- 環境政策課 
苦情発生時における現場での指導及び届出提
出時における窓口での指導を実施 

道
路
交
通
騒
音
・ 

振
動
の
発
生
抑
制 

道路交通騒音・振動の監視 - 環境政策課 

・面的評価支援システムによる自動車騒音測
定の実施（9地点） 

・自動車騒音測定の要請限度調査の実施（5
地点） 

・自動車振動測定の要請限度調査の実施（3
地点） 

低騒音舗装の整備推進 - 道路管理課 
・主要市道12号線道路改良工事 
（2,336.58㎡） 

道路沿道における緩衝用 
植樹帯の設置 

- 
道路管理課 
街づくり事業課 

実施なし 

生
活
騒
音
の 

発
生
抑
制 

生活騒音・振動の低減に 
向けた啓発の推進 

- 環境政策課 
・市ホームページでの生活騒音・振動の低減
のための啓発を実施 

・苦情発生時の現場指導の実施 
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

化学物質等の対策の推進 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.3.10 目標値及び環境指標の推移（公害のない環境の維持） 

環境指標 空間放射線量の測定監視回数及び除染基準を超えた回数 

目標値 

（R7） 
120回【０回】※ 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
120回【０回】※ 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(回) 
120  

【0】 

120  

【0】 

120  

【0】 

120  

【0】 

114  

【0】 
- - - - - 

評価 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

市内定点 10 箇所（保育園，小学校，児童館，公園）について，毎月 1 回，空間放射

線量を測定し，除染基準（0.23μSv/h）を超える数値は確認されなかった。測定結果

は，毎月市報及び市ホームページにおいて周知を図った。引き続き空間放射線量の把

握に努めていく。 

※新型コロナウイルスの影響（緊急事態宣言の発令に伴う事務の縮小）により，測定

監視回数減 

※：【 】内は除染基準を超えた回数。 

  

■ 有害化学物質による汚染の防止 

化学物質を取り扱う事業者に対して，法令に基づく化学物質の適正な管理を促す

とともに，汚染防止対策の指導を行い，有害物質の漏えい等による大気・土壌・地

下水・河川水等の環境汚染を未然に防止していきます。 

 

■ 化学物質に関するリスクコミュニケーションの推進 

化学物質やその環境リスクについて情報を収集し，適切な形で市民に提供して行

くとともに，化学物質の影響に対する市民の意識啓発を図ります。 

 

■ 地下水保全に向けた調査・規制 

有害物質の漏えい等に備えて，地下水の水質調査を継続して行い，公表していき

ます。また東京都環境確保条例に基づく井戸の届出や地下水の揚水量報告を求め，

地下水の揚水規制を継続していきます。 

 

■ 放射線等に関する情報の蓄積・提供 

国や都と連携して，空間放射線量の測定監視や，学校や保育園給食における放射

性物質に関するサンプリング調査を行い，データの蓄積を図るとともに，放射線等

の健康影響に関する正しい知識などの情報とあわせて市民に提供していきます。 
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図 3.3.7  環境指標の推移（公害のない環境の維持） 

空間放射線量の測定監視回数及び除染基準を超えた回数 

  

120 120 120 120 120
114

0 0 0 0 0 0
0

1

2

3

4

5

6

7

0

20

40

60

80

100

120

140

基準値 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

（回）（回）

年度

測定監視回数 除染基準を超えた回数

空
間
放
射
線
量
の
測
定
監
視
回
数

除
染
基
準
を
超
え
た
回
数

目標値

(120回)

目標値

(0回)



 

 

57 

調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

【主な事業の取組状況】 

表 3.3.11 主な事業の取組状況（公害のない環境の維持） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

有
害
化
学
物
質
に
よ
る 

汚
染
の
防
止 

化学物質の適正な管理に 
向けた事業所等への指導 

- 

環境政策課 

年1回の適正管理化学物質の使用量等報告書
の届出により指導 

有害物質取扱事業者に関す
る実態調査の実施 

- 
工場・指定作業場廃止時における土壌汚染
状況調査に関するヒアリング等の実態調査
を実施 

工場・事業場における土壌
汚染防止対策の推進 

- 
工場・指定作業場廃止時における届出によ
る土壌汚染状況調査の指導 

公共施設における 
シックハウス対策の推進 

- 

例年，化学物質に関する知識の習得のた
め，市職員向けの有識者による講演会を実
施しているが，令和2年度は新型コロナウイ
ルスの影響のため中止 

化
学
物
質
に
関
す
る

リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ 

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進 

化学物質の環境リスクに 
関する情報の収集・提供 

- 環境政策課 
市ホームページで，化学物質による環境リ
スクの低減に向けた周知を実施 

地
下
水
保
全
に 

向
け
た 

調
査
・
規
制 

地下水水質監視の実施 - 

環境政策課 

・地下水汚染浄化装置設置場所周辺におけ
る年2回（7月・2月）のモニタリング調査
の実施 

・市内個人所有井戸にて地下水調査の実施
（14箇所） 

地下水の揚水利用や井戸の
設置に関する規制・指導 

- 

・環境確保条例に基づく揚水施設について
は，年１回「地下水揚水量報告書」の提
出義務有り 

・井戸を設置する際に，立会い等現場指導
を実施 

放
射
線
等
に
関
す
る
情
報
の 

蓄
積
・
提
供 

公共施設における 
空間放射線量の測定監視 

- 環境政策課 
定点10地点において毎月空間放射線量を測
定・監視 

学校等の給食における 
放射性物質の測定監視 

- 
学務課 
保育課 

・年4回（7月・10月・12月・2月）の学校
給食の放射性物質の測定実施（野菜・果
物・魚類・牛乳，きのこ） 

・年4回（7月・10月・12月・2月）の保育
園給食の放射性物質の測定実施（野菜・
果物・魚類，きのこ） 

公園等における放射性物質
に関する調査 

- 緑と公園課 
2箇所の公遊園を対象とし，毎月放射性物質
の測定を実施 

放射線等に関する情報提供 - 

環境政策課 
緑と公園課 
学務課 
保育課 

環境政策課が結果をとりまとめのうえ市ホ
ームページと市報に測定結果を掲載 
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3.4   「低炭素で循環型の社会の形成を目指し実現するまち」の進捗状況 

  低炭素まちづくりの推進 

省エネルギーの推進 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.4.1 目標値及び環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進） 

環境指標 市役所から排出されるＣＯ2の削減※ 

目標値 

（R7） 
13,343t-CO2 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
14,859t-CO2 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(t-CO2) 14,856 15,667 14,555 14,528 13,943 - - - - - 

評価 ◎ △ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

平成 26 年度と比較し，CO2排出量が 6.2%減少している。減少要因としては，新型コ

ロナウイルスの影響に伴い，施設の利用制限がされたことと，電気の CO2排出係数の

減少がある。令和 2年度末に，市役所の CO2第 4次地球温暖化対策実行計画を策定し

た。今後は，計画に基づき，より一層の市役所から排出される CO2の削減に努める。 

※市役所の事務事業（市役所を構成する組織が管理する施設及び車両）が対象。 
 

図 3.4.1  環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進）市役所から排出されるＣＯ2の削減 

 

表 3.4.2 目標値及び環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進） 
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■ 住居の省エネ化及び家庭における省エネ行動の普及推進 

省エネ家電や高効率給湯器，住宅の断熱性向上などによる住居の省エネ化，節電

行動の普及を推進します。 

 

■ 公共施設や事務所等における省エネルギーの推進 

公共施設への率先した省エネルギー対策を始め，業務ビルや店舗等における省エ

ネルギーの推進に向けた啓発に取り組みます。 

 

■ 低燃費車等の利用及びエコドライブ普及の啓発 

低燃費車等の普及に向けた呼びかけやエコドライブ普及についての啓発を推進し

ます。 
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

環境指標 街路灯のＬＥＤ化 

目標値 

（R7） 
1,380ｍ※（延べ距離数） 

担当課 
街づくり事業課 

道路管理課 基準値 

（H26） 
０ｍ※ 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(ｍ) 337 0 0 0 0 - - - - - 

延べ距離数 337 337 337 337 337 - - - - - 

評価 ◎ ○ ○ △ △ - - - - - 

R2 振り返り 
令和 2年度に新設した LED照明については，都市計画道路においては実績なし。 

参考実績：市道南 157 号線道路改良工事 3箇所 

※街路灯をＬＥＤ化した道路整備距離数 
 

図 3.4.2  環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進）街路灯のＬＥＤ化 

表 3.4.3 目標値及び環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進） 

環境指標 市域から排出される温室効果ガス排出量※【参考指標】 

目標値 

（R5） 
705kt-CO2eq 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H24） 
829kt-CO2eq 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

実績(kt-CO2 

eq) 
793 740 732 758 742 - - - - - 

評価 ◎ ◎ ○ △ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

平成 24 年度と比較し，市域から排出される温室効果ガス排出量は，平成 30 年度は

87kt-CO2eq（10.5％）の削減，エネルギー消費量についても，平成 30 年度は 885TJ

（10.6％）の削減となっている。近年は微減傾向にあったが，平成 29 年度に多摩地

域全体で厳冬による暖房需要の増加により，エネルギー消費量が増加した。平成 30

年度では再び減少に転じている。令和２年度末に，地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）の策定を行った。今後は，2050 年ゼロカーボンシティの実現を目指し，国や都

と連携して，一層の周知啓発を実施していく。 

※オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」において算出・公表されて

いる，「調布市における温室効果ガス排出量の推移」を参照。数値は２年遅れの公表となる。  
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図 3.4.3  環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進）市域から排出される温室効果ガス排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な事業の取組状況】 

表 3.4.4 主な事業の取組状況（低炭素まちづくりの推進） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

住
居
の
省
エ
ネ
化
及
び

家
庭
に
お
け
る
省
エ
ネ

行
動
の
普
及
推
進 

家庭における省エネ
型機器の普及啓発 

２ 住宅課 
地球温暖化対策住宅用機器（家庭用燃料電池）購入費補
助金を159件分交付し，省エネ型機器の普及を推進 

市民意識の更なる向
上を目指した省エネ
ルギーについての啓
発 

- 環境政策課 
・壁面緑化のためのゴーヤの苗配布は新型コロナウイル
スの影響に伴い中止 

・市ホームページ及び市報にて省エネ等の啓発を実施 

公
共
施
設
や
事
務
所
等
に
お
け
る 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進 

公共施設における省
エネ型機器の導入 

- 

環境政策課 

省エネ型機器の導入を実施 
・平成27・28年度に，総合福祉センターの空調機器の
改修を実施 

・平成27年度に，文化会館たづくりLED誘導灯を導入，
氷蓄熱1次冷水ポンプのインバータ化を導入，アトリ
ウムの樹木をフェイク化し冷暖房を削減 ほか 

公共施設における環
境マネジメントシス
テム（ＥＭＳ）によ
る省エネの推進 

- 

・ISO14001に準拠した環境マネジメントシステムによ
る市役所の環境配慮を推進 

・CHOFUプラスチック・スマートアクションによる海洋
汚染対策の推進 

  市庁舎からのペットボトルごみ 前年度比812kg減 

省エネ・節電の啓発 ２ 
市ホームページ，市報，twitterにて，省エネ等の啓発を
実施 

街路灯のＬＥＤ化 - 
道路管理課 
街づくり事業課 

LEDの街路灯を設置 
・38箇所（道路管理課） 
・3箇所（街づくり事業課） 

低
燃
費
車
等
の
利
用
及
び 

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
普
及
の
啓
発 

公用車への低燃費・ 
低公害車の導入推進 

- 

環境政策課 

庁用車を導入する場合は，低公害かつ低燃費な車を入れ
るよう推進 

低燃費車等の利用啓
発 

２ 
市ホームページにおいて，低燃費・低公害車の導入を啓
発 

エコドライブ普及の
啓発 

- 市ホームページにおいて，エコドライブの啓発を実施 
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調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

再生可能エネルギー等の活用推進 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.4.5 目標値及び環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進） 

環境指標 
補助要綱※に基づく補助金交付対象となった 

太陽光発電システムの公称最大出力 
重点プロジェクト指標２ 

目標値 

（R4） 
2,520kW（延べ出力） 

担当課 住宅課 
基準値 

（H26） 
367.88kW 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(kW) 280.36 120.01 162.16 257.71 302.58 - - - - - 

延べ出力

（kw） 
280.36 400.37 562.53 820.24 1122.82 - - - - - 

評価 △ △ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

令和 2 年度は，太陽光発電設備取付け等補助件数が 69 件，太陽光発電システムの公

称最大出力の合計は 302.58kW となり，令和元年度（65 件，公称最大出力の合計

257.71kW）より増加した。補助制度について，市ホームページへの掲載に加えて，国

や都のホームページの自治体の住宅リフォーム等に関する制度一覧等への掲載など

を行い，周知を図っていく。 

※調布市太陽光発電設備等取付け等工事費補助金交付要綱（平成25年要綱第29号） 

 

図 3.4.4  環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進） 

補助要綱に基づく補助金交付対象となった太陽光発電システムの公称最大出力
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■ 再生可能エネルギー利用設備等の導入推進 

太陽光発電システムや太陽熱温水器等の再生可能エネルギーを利用した設備につい

て，公共施設における率先導入及び家庭等への導入に向けた普及啓発を図ります。 

 

■ 再生可能エネルギー等の活用に向けた調査・研究 

エネルギー利用の高効率化の推進や，多様なエネルギーの利用可能性について調

査・研究に取り組みます。 
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表 3.4.6 目標値及び環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進） 

環境指標 補助要綱※に基づく補助金交付対象となった家庭用燃料電池の助成件数 

目標値 

（R4） 
700件（延べ件数） 

担当課 住宅課 
基準値 

（H26） 
105件 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(件) 173 134 209 152 159 - - - - - 

延べ件数 173 307 516 668 827 - - - - - 

評価 ◎ ◎ ◎ 〇 〇 - - - - - 

R2 振り返り 
民生用燃料電池購入費補助については，助成件数が累計 827件となり，目標を大きく

超えて達成した。 

※調布市地球温暖化対策住宅用機器購入費補助金交付要綱（平成23年要綱第85号） 

 

図 3.4.5  環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進） 

補助要綱に基づく補助金交付対象となった家庭用燃料電池の助成件数 

 
 

表 3.4.7 目標値及び環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進） 

環境指標 公共施設に設置した太陽光発電システムの公称最大出力 

目標値 

（R7） 
1,043.5kW 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
993.8kW 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(kW) 993.8 1,001.3 1,029.2 1,029.2 1,029.2 - - - - - 

評価 ○ ◎ ◎ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

令和２年度末現在，調布市が設置した太陽光発電システムは 10 箇所（公称最大出力

104.6kW），公共施設の屋根貸しによる太陽光発電システムは 34 箇所（公称最大出力

924.6kW）である。公共施設の新築の際には太陽光発電設備の設置を検討することとし

ているが，令和 2 年度は該当する工事がなかった。引き続き，現在の太陽光発電シス

テムを維持していくとともに，公共施設の新築時等には，再生可能エネルギーの導入

を推進していく。 
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図 3.4.6  環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進） 

公共施設に設置した太陽光発電システムの公称最大出力 

 

 

【主な事業の取組状況】 

表 3.4.8 主な事業の取組状況（低炭素まちづくりの推進） 

施策 
（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
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用
設
備
等
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公共施設の屋根貸しによる
太陽光発電事業の推進 

- 環境政策課 

平成25年度に，屋根貸し先の事業者（調布
まちなか発電㈱）が34施設に太陽光発電設
備を設置し，平成26年4月から順次発電を開
始（合計出力924.61kW） 

住宅における太陽光発電 
システム等の導入に対する 
普及啓発 

２ 住宅課 
太陽光発電設備取付け等補助金を 
69件分(令和元年度から4件増加)交付し，再
生可能エネルギーの普及を推進 

公共施設における太陽光 
発電システムの導入 

- 各施設の所管課 
太陽光発電設備（自家消費型）は令和２年
度末現在10施設（合計出力104.6kW）に設
置 

再
生
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等
の

活
用
に
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調
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・
研
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新たなエネルギーの活用に
向けた調査・研究 

- 

環境政策課 

継続して情報収集を実施していく。 

公共施設におけるグリーン
電力の購入検討 

- 
低炭素電力や再生可能エネルギー由来の電
力調達に関して，先進事例等の調査・研究
を実施 

環境配慮型住宅等の研究 - 
住宅課 

環境政策課 

「世田谷区環境配慮型住宅リノベーション
推進事業補助金」など，他自治体の先行事
例を研究し，今後の導入等も含めて検討を
実施 
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環境に配慮したまちづくり 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.4.9 目標値及び環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進） 

環境指標 みどり率（再掲） 

目標値 

（R2） 
36.0％ 

担当課 緑と公園課 
基準値 

（H22） 
36.0％ 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(％) - - - 34.1 - - - - - - 

評価 - - - ○ - - - - - - 

R2 振り返り 

本調査は概ね５年に１度実施している。令和元年度の緑被調査ではみどり率は 34.1%

であった。土地所有者の事情により生産緑地等の減少が進み，みどり率は低下してい

るものの，崖線や緑地・緑道・公園の公有地化が進み，公園・緑地等の面積は増加し

ている。 
 

図 3.4.7  環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進）みどり率 

 

■ 緑を活かした地球温暖化への対応 

公共施設のみならず，住宅や事業所における緑化を推進することにより，地球温

暖化への対応を図ります。 

 

■ 交通体系の低炭素化 

鉄道・路線バス・ミニバス等の連携を強化し，公共交通の利便性を高めることによ

り，マイカー利用の抑制を図る一方で，自転車や歩行者が安全に通行できる道路環

境の整備に努めます。 

 

■ エネルギーの有効利用の推進 

低炭素まちづくりに向けた地域エネルギー利用効率化の検討や環境マネジメント

システム(ＥＭＳ)等の活用支援，事業所におけるエネルギー需要管理とネットワーク

化等による有効利用を検討します。 
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表 3.4.10 目標値及び環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進） 

環境指標 市域から排出される温室効果ガス排出量【参考指標】（再掲） 

目標値 

（R5） 
705kt-CO2eq 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H24） 
829kt-CO2eq 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

実績(kt-CO2 

eq) 
793 740 732 758 742 - - - - - 

評価 ◎ ◎ ○ △ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

平成 24 年度と比較し，市域から排出される温室効果ガス排出量は，平成 30 年度は

87kt-CO2eq（10.5％）の削減，エネルギー消費量についても，平成 30 年度は 885TJ

（10.6％）の削減となっている。近年は微減傾向にあったが，平成 29 年度に多摩地

域全体で厳冬による暖房需要の増加により，エネルギー消費量が増加した。平成 30

年度では再び減少に転じている。令和２年度末に，地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）の策定を行った。今後は，2050 年ゼロカーボンシティの実現を目指し，国や都

と連携して，一層の周知啓発を実施していく。 

※オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」において算出・公表されて

いる「調布市における温室効果ガス排出量の推移」を参照。数値は２年遅れの公表となる。 

 

図 3.4.8  環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進）市域から排出される温室効果ガス排出量 
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【主な事業の取組状況】 

表 3.4.11 主な事業の取組状況（低炭素まちづくりの推進） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

緑
を
活
か
し
た 

地
球
温
暖
化 

へ
の
対
応 

公共施設の壁面緑化の 
推進 

- 環境政策課 
壁面緑化の実施は，新型コロナウイルスの
影響に伴い中止 

民間施設の敷地内や屋上・
壁面緑化の推進 

- 緑と公園課 
開発事業指導要綱に基づき，54件の指導を
実施 

市民参加による環境に 
配慮したまちづくりに 
向けた地区計画等の 
検討の支援 

- 都市計画課 各地区の特性に応じた検討の支援を継続 

交
通
体
系
の
低
炭
素
化 

公共交通の運行体系の 
最適化などに向けた検討 

- 交通対策課 
公共交通の運行体系の最適化に向け，バス
事業者と協議実施 

自転車走行空間の計画・ 
整備 

- 交通対策課 
令和４年度までの第１期優先整備工事につ
いて関係機関と協議を行い，基本設計を実
施 

「人と環境にやさしい 
道路」の整備 

- 道路管理課 
バリアフリー化，歩道の透水性舗装等のた
め，主要市道12号線道路改良工事を実施 

公共交通の利便性の向上 - 交通対策課 
公共交通の利便性向上に向け，バス事業者
と協議実施 

コミュニティサイクル等の
導入検討 

- 交通対策課 

市民及び他地域からの来訪者の自転車利用
の利便性向上，また，放置自転車対策に資
する有用性や課題を検証するため，平成31
年4月1日から実証実験を開始し，令和4年3
月31日終了。以降，本格実施検討中。 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
効
利
用
の
推
進 

環境マネジメントシステム
(ＥＭＳ)等の活用支援 

- 環境政策課 

・市ホームページにおいて，市役所の環境
マネジメントシステムの実績を公表し，
環境マネジメントシステムの効果を掲載 

・市ホームページにおいて，エコアクショ
ン21の紹介を行い，環境マネジメントシ
ステムの活用支援を実施 

低炭素まちづくりに 
向けた地域エネルギー 
利用効率化の検討 

２ 
都市計画課 
環境政策課 

調布駅周辺のまちづくりの機会をとらえ
て，効率的なエネルギー利用の検討やエネ
ルギー環境の向上について，産学官連携で
の取組として検討中。引き続き，情報収集
等を実施 

事業所・家庭への 
エネルギー管理システム 
(ＢＥＭＳ，ＨＥＭＳ)の 
設置支援等の検討 

２ 
住宅課 

環境政策課 

国や東京都等による低炭素まちづくりに関
する情報収集等に努めた。引き続き，情報
収集等を実施 
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地球温暖化への適応 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.4.12 目標値及び環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進） 

環境指標 浸透設備等の設置による雨水の浸透能力（再掲） 

目標値 

（R7） 
115,600m3/h 

担当課 

下水道課，道路管理課 

環境政策課，緑と公園課 

街づくり事業課 
基準値 

（H26） 
66,828m3/h 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(m3/h) 78,151 83,029 89,627 102,666 111,474 - - - - - 

評価 ◎ △ ◎ ◎ ◎ - - - - - 

R2 振り返り 

令和 2年度は，排水設備計画確認申請件数としては減少した。公園の開発に係る浸透

設備の設置はなかったが，引き続き，一般家屋への雨水浸透ますの設置や，道路への

透水性舗装の設置を実施した（主要市道 12 号線道路改良工事,令 2 調 3・4・28 号線

道路改良工事，令 2市道南 157号線道路改良工事）。 

また令和 2 年度から，過去に市が合流式下水道改善事業として行った雨水ますへの

浸透管設置による雨水浸透能力の実績も加えることとした。 

 

図 3.4.9  環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進）浸透設備等の設置による雨水の浸透能力 

  

■ 地球温暖化に関する情報の提供 

専門機関や国の研究成果など，地球温暖化に関する最新の知見について，情報を

収集し，市民にわかりやすい形で提供していきます。 

 

■ ライフスタイルによる適応 

クールビズ・ウォームビズを始めとして，地球温暖化への適応を進めます。 

 

■ 気候変動に伴う異常気象への適応 

近年増加する傾向にある猛暑や，局地的な短時間豪雨などの異常気象等に備えた

対策等を推進します。 

66,828

78,151
83,029

89,627

102,666
111,474

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

基準値 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

（m3/h）

年度

浸
透
設
備
等
の
設
置
に
よ
る
雨

水
の
浸
透
能
力

目標値

(115,600m3/h)



 

68 

表 3.4.13 目標値及び環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進） 

環境指標 地球温暖化に係る情報提供数 

目標値 

（R7） 
28回 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
25回 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(回) 32 33 29 31 34 - - - - - 

評価 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ - - - - - 

R2 振り返り 

令和２年度は，東京都事業，「太陽光や風力などの自然を活用した電気をお得に利用

できるキャンペーン（みんなでいっしょに自然の電気（みい電））」や「省エネ性能

の高い機器への買い替えにポイントを付与するキャンペーン（ゼロエミポイント）」，

国の補助事業等について，市報，ホームページ等により情報発信した。また，「みい

電」については，チラシを東京都と連名で作成し，小学校への配布，市民アンケート

調査へのチラシ封入を行うなど，東京都と連携して再エネの普及拡大に努めた。引き

続き，国や都と連携し，地球温暖化に係る情報提供を実施していく。 

 

図 3.4.10  環境指標の推移（低炭素まちづくりの推進）地球温暖化に係る情報提供数 
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【主な事業の取組状況】 

表 3.4.14 主な事業の取組状況（低炭素まちづくりの推進） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

地
球
温
暖
化
に 

関
す
る
情
報
の 

提
供 

地球温暖化情報の収集 
及び適切な情報提供の 
推進 

- 環境政策課 
市ホームページ，市報，ツイッター等に
て，地球温暖化対策に係る様々な情報を提
供 

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル 

に
よ
る
適
応 

クールビズ・ウォームビズ
等の奨励 

- 環境政策課 

・市ホームページ及び市報にて「夏季の省
エネ対策」「冬季の省エネ対策」の記事を
掲載 

・市役所におけるクールビズ・ウォームビ
ズの推進 

気
候
変
動
に
伴
う 

異
常
気
象
へ
の 

適
応 

緊急避難場所の確保と 
防災マップ等による 
市民への周知 

- 総合防災安全課 

・自立支援教室KiZuNa（キズナ）調布教
室・公益財団法人ゆうあい福祉公社の管
理施設の一部を二次避難所（福祉避難
所）として確保 

・令和2年9月に洪水ハザードマップ，令和2
年12月に防災マップを改訂し，全戸配布
した ほか，令和2年9月に土砂災害ハザ
ードマップを作成し，対象地域に全戸配
布した 

公道への透水性舗装の導入
推進（再掲） 

- 
道路管理課 
街づくり事業課 

歩道に透水性舗装を設置 
（420.3㎡）（道路管理課） 
・令2調3・4・28号線道路改良工事 
（24㎡）（街づくり事業課） 
・令2市道南157号線道路改良工事 
（531㎡）（街づくり事業課） 

豪雨対策の検討 ２ 下水道課 

・入間川上流域（東つつじケ丘）において
浸水対策システムの運用及び三鷹市と共
同で浸水被害軽減のための貯留施設の建
設を実施 

・染地3丁目において，令和元年台風第19号
による浸水被害の検証及び狛江市と連携
した対策の実施 
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 循環型まちづくりの推進 

３Ｒ推進によるごみの減量 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.4.15 目標値及び環境指標の推移（循環型まちづくりの推進） 

環境指標 市民一人一日当たりの家庭系ごみ排出量 重点プロジェクト指標２ 

目標値 

（R4） 
360ｇ/人日※ 

担当課 ごみ対策課 
基準値 

（H29） 
374.2ｇ/人日 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(g/人日) 377.9 374.2 370.8 378.0 392.1 - - - - - 

評価 ◎ ◎ ◎ △ △ - - - - - 

R2 振り返り 

市民一人一日当たりの家庭系ごみ排出量（原単位）は392.1gとなり，前年度と比較

すると14.1gの増加となった。新型コロナウイルスの影響に伴い，巣籠り需要が増

加したことが要因で，ごみや資源物が増加したと推察される。市で排出されるごみ

のうち，一番多くを占める家庭系可燃ごみは，前年度より3.3％増加した。令和2年

度の組成分析調査では食品ロスが9.7%あることがわかった。今後，広報等により食

品ロスの削減を行うことが不可欠である。粗大ごみについては,年度当初の緊急事

態宣言期間中の持込を停止していたものの，前年度より3.5％増加している。これ

は，新型コロナウイルスの影響に伴い自宅の片づけが進んだことに加え，平成31年

4月から粗大ごみを従量制とした持込制度が浸透したことが要因と考えている。 

※目標値は「調布市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）」による。 

 

図 3.4.11  環境指標の推移（循環型まちづくりの推進）市民１人１日当たりの家庭系ごみ排出量 

■ ごみの発生抑制に向けた啓発 

市民の意識啓発に取り組み，ごみを出さない，ごみになるものは受け取らないと

いったごみ減量につながる意識啓発に努めます。 

 

■ 市民・事業者の自主的な取組の支援 

家庭系ごみの更なる減量に向けて，家庭系ごみの多くを占める生ごみの減量を推

進するとともに，拡大生産者責任の考え方に基づく事業者の容器包装削減や店頭回

収などの取組を支援します。 
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【主な事業の取組状況】 

表 3.4.16 主な事業の取組状況（循環型まちづくりの推進） 
施策 
（取

組）の
内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

ご
み
の
発
生
抑
制
に 

向
け
た
啓
発 

ごみの発生抑制に
向けた市報・市ホ
ームページ・ 
広報誌等による意
識啓発・情報提供 

２ 

ごみ対策課 

ごみの適正排出やリサイクル推進を促すため，広報を
実施 
・毎月，市報5日号にごみダイエット通信を掲載 
・ごみリサイクルカレンダーの発行（市内全戸配布） 
・ごみ対策課広報誌「ザ・リサイクル」 

84号から86号までを発行（市内全戸配布） 
・ごみ対策課広報誌「ザ・リサイクルジュニア」 
 創刊号を発行（市内小中学校を通じて児童生徒に配
布） 

・毎月第2・4月曜日に「調布FM」に出演 
・毎月「テレビ広報ちょうふ」に出演 
・「調布市ごみアプリ」の運用を継続 
（R3.3.31現在，ダウンロード数 38,127件）  

・公共施設にて，ごみ減量啓発用「水切りネット」を
配布し，ごみ減量キャンペーン（1か月間）を実施 

・令和元年度ごみ減量ポスター及びエコ川柳入賞作品
の掲出（市内施設及び小中学校） 

ごみ減量と３Ｒに
関する出前講座及
び清掃施設見学の
実施 

- 

・出前講座の開催（全10回） 
・クリーンプラザふじみ見学会の開催は，新型コロナ
ウイルスの影響に伴い中止 

・最終処分場見学会の開催は，新型コロナウイルスの
影響に伴い中止 

水切りネット活用
の普及啓発 

- 
公共施設にて，ごみ減量啓発用「水切りネット」を配
布し，ごみ減量キャンペーン（1か月間）を実施 

市
民
・
事
業
者
の
自
主
的
な
取
組
の
支
援 

調布エコ・オフィ
スの認定 

- 

ごみ対策課 

令和２年度末現在，29事業所の認定を継続 

ごみ減量・リサイ
クル協力店の拡充 

- 令和２年度末現在，17店舗の認定を継続 

マイバッグの利用
の推進 

- 
新型コロナウイルスの影響に伴い，廃棄物減量及び再
利用促進員等による市内大型店舗店頭での「マイバッ
グ」の配布は中止 

生ごみ堆肥化な
ど，家庭での生ご
み減量の取組の支
援 

- 

・生ごみ処理機等補助金の交付（処理剤31件，堆肥化
容器24件，家庭用減量装置169件・法人用0件） 

・生ごみたい肥化講習会の開催（初級編：10月16日・
23日，アフターフォロー編：11月4日・13日， 
野菜づくり編：11月13日，参加延べ人数31人） 

家庭系ごみの資源
化の推進（集団回
収等） 

- 

集団回収実績（令和２年） 
第1期（1～3月分）  ： 920,543kg 
第2期（4～6月分）  ： 927,499kg 
第3期（7～9月分）  ： 804,635kg 
第4期（10～12月分） ：  854,373kg 

更なるごみの発生
抑制の推進 

- 

・調布市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例
第80条の規定に基づき，自治会等の各種団体から推
薦された方に廃棄物減量及び再利用促進員を委嘱
し，ごみ減量やリサイクルの推進等の指導を依頼
（第13期90人） 

・事業系ごみアンケート調査を実施 

フリーマーケット
の開催支援・情報
提供 

- 
文化生涯 
学習課 

・フリーマーケットの開催(2回 出店者94組) 
・キッズフリマの開催（9回 出店者86組 来場者

7,502人) 
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ごみの適正処理 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.4.17 目標値及び環境指標の推移（循環型まちづくりの推進） 

環境指標 最終処分量（埋立量） 

目標値 

（R4） 
0 

担当課 ごみ対策課 
基準値 

（H29） 
0 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績 0 0 0 0 0 - - - - - 

評価 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 
焼却残さ＝4,347ｔ，焼却灰のエコセメント化量＝4,347ｔとなった。                                            

引続き，焼却残さ埋立ゼロの取組に向けたエコセメント化事業を推進していく。 

※目標値は「調布市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）」による。 

 

表 3.4.18 目標値及び環境指標の推移（循環型まちづくりの推進） 

環境指標 総資源化率 

目標値 

（R4） 
43％ 

担当課 ごみ対策課 
基準値 

（H29） 
43.5％ 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(％) 44.2 43.5 43.2 42.4 42.6 - - - - - 

評価 △ △ ◎ △ △ - - - - - 

R2 振り返り 

令和２年度：総資源化量＝26,760t，総ごみ量＝62,859t 

令和元年度：総資源化量＝26,021t，総ごみ量＝61,393t 

平成 30年度：総資源化量＝25,976t，総ごみ量＝60,145t 

平成 29年度：総資源化量＝26,171t，総ごみ量＝60,159t 

※総資源化率＝総資源化量÷総ごみ量 

総資源化率が増加した要因としては，資源物（特に古布やビン・カン・金属）の収集

量及び総ごみ量に占める割合が増加したため。今後，市民・事業者への広報啓発を強

化するなど，資源化を推進していく。 

※目標値は「調布市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）」による。 

  

■ ごみの安定処理の確保 

ふじみ衛生組合のクリーンプラザふじみ，リサイクルセンターにおいて，ごみの

分別区分に応じて，焼却・再利用・資源化・廃熱の有効活用等に向けた処理を進め

ます。また，クリーンセンターにおいて，ビン・カン・古紙等の資源物の中間処理

や粗大ごみの解体処理及びし尿の処理を進めます。 

 

■ 不法投棄対策の充実 

市民意識の高揚，パトロール強化等によって，不法投棄の未然防止，早期発見に

努め，排出者に対する適正処理を促します。 
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図 3.4.12  環境指標の推移（循環型まちづくりの推進）総資源化率 

 
 

【主な事業の取組状況】 

表 3.4.19 主な事業の取組状況（循環型まちづくりの推進） 

施策 
（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

ご
み
の
安
定
処
理
の
確
保 

ごみ分別排出の表示・広報
の改善に向けた検討 

- 

ごみ対策課 

近隣市なども参考にしながら随時検
討しており，必要があればその都度
改善を実施 

焼却灰のエコセメント化 
推進 

- 
適正に処理が行われているため，今
後も現状を維持 

資源物の持去り対策の推進 - 
資源物の持去り対策を，2回，早朝パ
トロールとして実施 

粗大ごみの再生利用の推進 - 

・利再来留館の来館者数 127人 
・粗大ごみの購入者数 143人 
・粗大ごみの販売点数 176点 
※新型コロナウイルスの影響に伴
い，令和2年4月7日から休館（ク
リーンセンターで2回実施した臨時
販売会の実績を含む。） 

廃家電製品からの有用 
金属の回収 

- 粗大ごみを解体し，50,021kgを回収 

せん定枝資源化支援事業の
推進 

- 
・申込件数 297件 
・処理量 49,451kg 

公園のせん定枝資源化事業
の推進 

- 緑と公園課 180kgを配布した。 

ごみの効率的な収集及び 
運搬の推進 

- 
ごみ対策課 

引き続き，2社に委託し，市内全域の
収集を実施 

クリーンセンター機能移転
の推進 

- 計画どおり機能移転完了 

不
法
投
棄
対
策 

の
充
実 

ごみの適正排出の啓発・ 
指導 

- 

ごみ対策課 

市ホームページ及び市報にて情報提
供を実施 

関係機関との連携による 
不法投棄パトロールの強化 

- 実施なし 

不法投棄防止に向けた 
市民意識の啓発 

- 
通報に伴う日常的な監視活動，迅速
回収，防止シールの配付，重点地区
パトロールを実施 

43.5%

44.2%

43.5%

43.2%

42.4%
42.6%

42.0%

42.5%

43.0%
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3.5   「みんなの力でより良い環境を目指すまち」の進捗状況 

 環境情報の整備・共有 

環境情報の集約・活用・発信 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【環境指標の達成状況】 

表 3.5.1 目標値及び環境指標の推移（環境情報の整備・共有） 

環境指標 市報や環境年次報告書等による環境情報の提供回数 

目標値 

（R7） 
115回 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
104回 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(回) 111 132 126 126 179 - - - - - 

評価 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ - - - - - 

R2 振り返り 

次代を担う小・中学生に身近な自然や地球温暖化問題について関心を持ってもらうた

め，小・中学生向けの環境情報誌「みらいへつなごう ちょうふのかんきょう」を発

行し，若い世代への環境情報の提供に努めた。また，令和２年度は新たにプラスチッ

クごみによる海洋汚染問題について解説したパンフレットの発行，環境基本計画等改

定に係るお知らせをするためのニュースレターの発行を行った。情報提供としては，

国・クール・ネット東京の地球温暖化対策施策の紹介を引き続き行った。 

情報提供回数としては，SNS 等新たな広報媒体の活用及び計画改定関連情報の発信に

より増加している。 
 

図 3.5.1  環境指標の推移（環境情報の整備・共有） 

■ 環境情報の集約・活用 

調布市や環境団体等が主体となって実施する環境調査や環境保全活動とそれによっ

て得られた成果や，環境に関するイベント等の情報を収集し，一元的に管理し，活用

します。 

 

■ 環境情報の提供 

特に若い世代向けなど，情報の受け手に応じた環境情報を，新たに発信・提供しま

す。 

 

■ 環境情報発信の検討 

一方通行的な情報発信から，広報・広聴双方向の視点に基づく，環境情報発信方法

の検討を行います。 
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【主な事業の取組状況】 

表 3.5.2 主な事業の取組状況（環境情報の整備・共有） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

環
境
情
報
の
集
約
・
活
用 

自然環境情報のデータベー
ス化に向けた仕組みづくり
の検討（再掲） 

３ 

環境政策課 

市民や市民団体の自然環境情報とするた
め，平成28年度から毎年度，調布市環境モ
ニター活動で，定点の植物観察を実施しデ
ータを管理 

環境情報の収集・発行 
（環境年次報告書，ちょう
ふ環境にゅ～す等の発行） 

- 

環境年次報告書を1回，ちょうふ環境にゅ～
すを3回，小・中学生向け「みらいへつなご
う～ちょうふのかんきょう～」を1回，「環
境基本計画等改定ニュースレター」を3回，
「海洋プラスチックごみ問題を知っていま
すか?」を1回発行 

庁内連携等による環境 
情報の収集と発信方法の検
討 

- 
環境年次報告書作成時に，公民館等で実施
した環境講座の内容を把握し，本報告書に
実施状況を掲載 

市内で実施されている 
環境学習・環境教育の実態
の把握 

- 
ちょうふ環境市民会議が開催している市民
活動交流会は，新型コロナウイルスの影響
に伴い中止 

環
境
情
報
の
提
供 

市ホームページ等を利用 
した環境情報の発信 

- 

環境政策課 

各事業の周知や啓発等のため，市ホームペ
ージ・市報・ツイッター・フェイスブッ
ク・インスタグラム等の活用，チラシ・ポ
スター等の配架を実施 

小・中学生向け「ちょうふ
環境にゅ～す」の発行 

- 
「みらいへつなごう～ちょうふのかんきょ
う～」を1回発行し，市立小学校中・高学年
児童，中学校全生徒に案内 

環
境
情
報 

発
信
の
検
討 

新たな環境情報発信方法の
検討 

３ 環境政策課 

市ホームページ，ツイッター，フェイスブ
ック，インスタグラム等を活用し，情報提
供を行った。また，ちょうふ環境市民会議
の協力により，事業の周知を行った。引き
続き，SNSやオンラインを活用した環境情報
発信方法についても検討していく。 
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 環境活動を担う人材の育成 

活動を継続する担い手の育成と啓発活動の推進 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.5.3 目標値及び環境指標の推移（環境活動を担う人材の育成） 

環境指標 
多摩川自然情報館のボランティア解説員養成講座

を受講し解説員として登録するボランティア人数 
重点プロジェクト指標３ 

目標値 

（R7） 
40人 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
19人 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(人) 24 25 27 30 31 - - - - - 

評価 ◎ △ ◎ ◎ 〇 - - - - - 

R2 振り返り 

令和元年度までのボランティア解説員登録数は 30 人，令和 3 年度向け(令和 2 年度

実施)ボランティア解説員養成講座受講（修了）人数は 1 人で，令和 2 年度末現在，

ボランティア解説員は 31人となった。 

引き続き，事業の周知等により，当該講座の受講者・修了人数（登録人数）の増加に

努める。 

  

■ 学校での環境教育の推進 

学習指導要領に基づき理科・社会科等の教科，総合的な学習の時間の実施によ

り，環境教育の推進に取り組みます。 

 

■ 地域での環境学習の支援 

環境学習プログラムや教材等の提供，環境セミナー・出前講座の開催等により，

地域の環境学習を支援します。また，多摩川自然情報館を中心とした市内環境学習

関連施設や社会教育施設における環境学習事業の推進を図ります。 

 

■ 環境についての伝承や活動をリードする人材の育成 

雑木林の成り立ちや意義，水辺の大切さなどを次世代に伝えて行くため，人材育

成講座等を実施し，環境保全活動をリードする人材の育成を図ります。 

 

■ 市民意識の高揚のためのイベント・キャンペーンの実施 

環境フェアを始めとする環境関連イベントを開催し，様々な団体と市民との交流

を図るほか，環境に配慮したライフスタイルの普及に向けて，キャンペーン等を実

施し，市民意識の向上に向けた支援を行います。 

 

■ 小中学生などに適した啓発活動の実施 

小中学生向けのイベントや活動プログラムを用意するなど，対象者に適した啓発

活動を実施します。 



 

 

77 

調布市環境基本計画に基づく進捗報告 第3章 

図 3.5.2  環境指標の推移（環境活動を担う人材の育成）多摩川自然情報館のボランティア解説員

養成講座を受講し，解説員として登録するボランティア人数 

 

表 3.5.4 目標値及び環境指標の推移（環境活動を担う人材の育成） 

環境指標 調布こどもエコクラブ加入者数 

目標値 

（R7） 
500人※（延べ人数） 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
55人 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(人) 38 34 24 42 59 - - - - - 

延べ人数 38 72 96 138 197 - - - - - 

評価 △ △ △ 〇 〇 - - - - - 

R2 振り返り 

令和 2年度は，会員募集について市報やホームページでの周知，公共施設等での案内

のほか，ちょうふ環境にゅ～すに記事を大きく掲載したことで，加入者数は前年度よ

り増加となった。今後も，会員の増加に向けてより効果的な周知・案内や企画内容の

充実に努めていく。 

※新型コロナウイルスの影響に伴い，都立農業高校と連携し，神代農場を活用するプ

ログラム等の実施は中止した。 

※年間原則定員は60人。 
 

図 3.5.3  環境指標の推移（環境活動を担う人材の育成）調布こどもエコクラブ加入者数 
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表 3.5.5 目標値及び環境指標の推移（環境活動を担う人材の育成） 

環境指標 
雑木林ボランティア講座の延べ受講者数 

（再掲） 
重点プロジェクト指標３ 

目標値 

（R7） 
800人 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
72人 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(人) 51 75 37 81 36 - - - - - 

延べ人数 51 126 163 244 280 - - - - - 

評価 △ ○ ○ ○ ○ - - - - - 

R2 振り返り 

雑木林管理に係る人材育成のため，ちょうふ環境市民会議が企画・運営する雑木林ボ

ランティア講座を，規模を縮小しながら 5 回実施し，のべ 36 人の参加があった（全

6 回の予定であったが，コロナ禍での実施方法を検討し，初回の開催を遅らせたため，

全 5回の開催となった。また，ソーシャルディスタンス確保のため，募集定員を減ら

しての実施となった。）。 

本受講者のうち環境活動ボランティアとして 3 人の登録があり，崖線保全活動団体

の活動に参加している。 

また，本受講者のうち希望者に対し，翌年度末まで，環境活動イベントへの案内送付

など，環境活動ボランティアへの参加支援を継続することとした。今後も，雑木林ボ

ランティアの受講者数の増に努める。 

 

図 3.5.4 環境指標の推移（環境活動を担う人材の育成）雑木林ボランティア講座の延べ受講者数 
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【主な事業の取組状況】 

表 3.5.6 主な事業の取組状況（環境活動を担う人材の育成） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

学
校
で
の
環
境
教
育
の
推
進 

学習指導要領に基づく環境
教育の推進 

- 指導室 

布田小学校にて栽培収穫活動を実施 
（1，2年生 野菜（さつまいも，大根）づく
り，3年生 梅ジュースづくり，5，6年生 
田植えや稲刈り） 

学校授業への講師派遣 
（専門家・市職員・市民ボ
ランティア） 

- 環境政策課 
多摩川自然情報館学校連携事業として小学校
2校，中学校1校の授業へ講師を派遣 

環境教育に関する学校間の
連携 

- 環境政策課 
調布水辺の楽校への参加は，新型コロナウイ
ルスの影響に伴い中止 

自然体験型環境教育の推進 - 指導室 

・八ヶ岳移動教室（調布市立小学校5年生）
は，新型コロナウイルスの影響に伴い中止 

・日光移動教室（調布市立小学校6年生）
は，新型コロナウイルスの影響に伴い中止 

地
域
で
の
環
境
学
習
の
支
援 

多摩川自然情報館を中心と
した市内環境学習関連施設
や社会教育施設における環
境学習事業の推進 

- 
環境政策課 
公民館 

・多摩川自然情報館の，ふじみまつりへの出
展，月別イベントバスツアーは，新型コロ
ナウイルスの影響に伴い中止 

【公民館事業】 
・講演会Ⅱ「1人ひとりが始められる再生可
能エネルギーへの転換～地域にも家計にも
優しい仕組み」を開催（参加人数16人） 

 （東部公民館） 
・環境講座(全2回)「自然との共生～日本庭
園の魅力」を開催（参加人数32人） 

・成人学級 ココラク出前講座「ごみの減量
とリサイクルについて」を開催（参加人数
8人） 

 （西部公民館） 
・成人教育 北の杜講座『今すぐ始められる
「サスティナブルな暮らし」を学ぶ講座』
を開催（参加人数12人）講座終了後に参加
者を主体として，自主サークルを結成。 

 （北部公民館） 

環境学習プログラム・教材
の提供 

- 環境政策課 
多摩川自然情報館学校連携事業として小学校
2校，中学校1校の授業へ講師を派遣 
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【主な事業の取組状況】 
表 3.5.7 主な事業の取組状況（環境活動を担う人材の育成）続き 

施策 
（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

地
域
で
の
環
境
学
習
の
支
援 

幅広い市民を対象とした 
環境イベントの開催 

３ 
環境政策課 
緑と公園課 

・調布市環境フェアの開催，多摩川自然情報
館夏・秋まつりの開催は，新型コロナウイ
ルスの影響に伴い中止 

・緑と花の祭典は，新型コロナウイルスの影
響に伴い中止 

・ガーデニング講座を開催（1回） 
・樹木せん定入門講座を開催（2日間） 

深大寺・佐須地域の環境資
源をテーマにした市民との
協働による環境学習事業の
推進 

- 環境政策課 

深大寺・佐須地域の環境資源も含む講座や交
流会を開催 
・雑木林ボランティア講座（5回） 
・ちょうふ環境市民会議運営事業（講演会）
（1回） 

環
境
に
つ
い
て
の
伝
承 

や
活
動
を
リ
ー
ド
す
る 

人
材
の
育
成 

雑木林ボランティア講座の
実施による人材育成講座の
実施 

３ 

環境政策課 

雑木林ボランティア講座の開催（5回） 

多摩川自然情報館における
ボランティア解説員 
養成講座の実施 

- 
令和2年度末現在のボランティア解説員は31
人 

環境リーダー等育成のため
の仕組みづくりの検討 

３ 
環境政策課 
緑と公園課 

・環境に関心のある市民の増加と環境意識の
裾野を広げるため，ちょうふ環境市民会議
の企画・運営により，環境講座2020「自然
のチカラで電気をつくろう」を開催（全2
回，延べ44人参加） 

・花いっぱいサポーターDAY（全14回）開
催。登録者数29人延べ204人 
※新型コロナウイルスの影響に伴い規模を
縮小 

市
民
意
識
の
高
揚
の
た
め
の 

イ
ベ
ン
ト
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

の
実
施 

多摩川自然情報館における
夏休みイベント，多摩川自
然情報館まつり，月別 
イベント等の実施 

- 

環境政策課 

・多摩川自然情報館夏・秋まつりの開催は，
新型コロナウイルスの影響に伴い中止 

・月別イベント 
（6回開催，参加者数151人） 

環境フェアの実施 - 
・調布市環境フェアの開催は，新型コロナウ
イルスの影響に伴い中止 

緑と花の祭典の実施 - 緑と公園課 
緑と花の祭典は，新型コロナウイルスの影響
に伴い中止 

小
中
学
生
な
ど
に 

適
し
た
啓
発
活
動 

の
実
施 

小中学生等への環境活動 
機会の提供 

３ 

環境政策課 

・調布こどもエコクラブの開催（6回） 
・多摩川自然情報館の月別イベント開催（中
学生以下を対象）（5回） 

※新型コロナウイルスの影響に伴い一部中止 

調布こどもエコクラブでの
環境保全・調査活動の 
実践 

- 

調布こどもエコクラブの開催（6回） 
・河原の石観察とストーンペインティング 
・葉脈標本作り 
・泥染め体験 
・デイキャンプ 
・クラフト体験 
・ワラ細工体験 
※新型コロナウイルスの影響に伴い一部中止 
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 連携・協働の基盤づくり 

市民・事業者・市等の連携強化 

【施策（取組）の内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境指標の達成状況】 

表 3.5.8 目標値及び環境指標の推移（連携・協働の基盤づくり） 

環境指標 環境連携事業数 

目標値 

（R7） 
580回（延べ事業数） 

担当課 環境政策課 
基準値 

（H26） 
58回 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

実績(回) 63 65 64 63 50 - - - - - 

延べ事業数 63 128 192 255 305 - - - - - 

評価 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 - - - - - 

R2 振り返り 

調布市環境モニター6回，調布こどもエコクラブ 6回，雑木林ボランティア講座 5 回，

環境活動交流会（講演会）1 回，多摩川クリーン作戦（秋）1 回，調布駅前クリーン

作戦 1 回，野川クリーン作戦 1回，喫煙マナーアップキャンペーン 9回，京王多摩

川駅周辺喫煙マナーアップ清掃 6 回，仙川駅周辺喫煙マナーアップ清掃 6 回，特定

外来生物（植物）駆除活動 2 回，環境講座 2020「自然のチカラで電気をつくろう」2

回，「海ごみゼロウィーク～海ごみ問題について学ぼう～」1回，調布市環境基本計

画等改定のための市民ワークショップ等（3回）開催。引き続き，市民団体や学校，

市民，事業者等との環境連携事業を行うことで，環境保全活動の環（わ）を広げてい

く。 

※新型コロナウイルスの影響に伴い，調布市環境フェア，調布市環境モニターの一

部，水辺の楽校，調布こどもエコクラブの一部，雑木林ボランティア講座の一部，多

摩川自然情報館夏まつり及び秋まつり，都立農業高校（自然環境教室）は中止 
 

図 3.5.5  環境指標の推移（連携・協働の基盤づくり）環境連携事業数 

■ 環境保全活動の拠点となる場の提供 

環境活動団体等の活動を促進するため，多摩川自然情報館，市民活動支援センタ

ー，みんなの広場等の既存の公共施設を活用した場の提供を継続していきます。 

 

■ 活動支援のための制度・仕組みづくり 

緑を保全して行くため，協力の呼びかけと効果的な活用について検討していきま

す。また，各種団体等の環境保全活動を支援する制度を検討していきます。 

 

■ 環境保全活動の環（わ）の拡大 

各種協議会，他自治体，学校などとの連携を通じて，市民・市民団体・事業者等

への環境保全活動の環（わ）の拡大に向けた取組を推進します。 

58 63 65 64 63 50
0

200

400

600

800

基準値 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

（回）

年度

目標値

(580回)
（延べ事業数）

環
境
連
携
事
業
数



 

82 

【主な事業の取組状況】 

表 3.5.9 主な事業の取組状況（連携・協働の基盤づくり） 
施策 

（取組）
の内容 

主な事業 
重点
対象
事業 

担当課 R2年度の実施状況 

環
境
保
全
活
動
の 

拠
点
と
な
る 

場
の
提
供 

市民団体等への場の提供 - 環境政策課 

・文化会館たづくり１１階の「みんなの広
場」を市民活動場所として提供 

・市民活動支援センターの「活動スペース
はばたき」を市民活動場所として提供 

・佐須農（みのり）の家を，深大寺・佐須
地域の環境保全活動の拠点となる場とし
て提供 

活
動
支
援
の
た
め
の
制
度
・
仕
組
み 

づ
く
り 

調布市ふるさとのみどりと
環境を守り育てる基金への
協力呼びかけと効果的活用
の検討（再掲） 

- 
緑と公園課 
環境政策課 

窓口でのパンフレット配架や市報，ホーム
ページでの呼びかけを行った。 
※新型コロナウイルスの影響に伴い緑と花
の祭典，環境フェアでの呼びかけは中止 

環境活動ボランティア 
支援の仕組みづくりの 
検討 

３ 環境政策課 

・文化会館たづくり「みんなの広場」，市
民活動支援センター「活動スペースはば
たき」，佐須農（みのり）の家等を場と
して提供し，環境活動団体の支援を実施 

・環境に関心のある市民の増加と環境意識
の裾野を広げるため，ちょうふ環境市民
会議の企画・運営により，環境講座
2020「自然のチカラで電気をつくろ
う」を2回開催 

環
境
保
全
活
動
の
環
（
わ
）
の
拡
大 

広域的な環境保全活動に 
向けた他自治体との連携 

- 環境政策課 

・多摩川流域協議会への参加(国土交通省
主催) 

・野川流域連絡会への参加（北多摩南部建
設事務所主催） 

・野川流域環境保全協議会への参加（流域
自治体） 

・環境マネジメントシステムの内部環境監
査の相互監査を，昭島・府中市・日野市
と連携し実施 

・オール東京62「気候変動適応策研究会」
や「市民協働型温暖化対策実行計画推進
研究会」への参加 

雑木林連絡会の運営支援 - 緑と公園課 

雑木林連絡会の開催（1回） 
・情報交換や意見交換の実施 
・市民ボランティア団体への用具支給 
・安全講習会の実施 

都立農業高校・相互友好協
力協定大学との連携に 
よる環境学習の推進 

- 

環境政策課 

都立農業高校との協定に基づいた，都立農
業高校神代農場における，農業高校が主体
の自然環境教室は，新型コロナウイルスの
影響に伴い中止 

環境活動交流会の開催 - 

環境活動交流会の開催（1回） 
・講演会，来場者を交えての意見交換会 
・市内環境団体活動展示，来場者を交えた
意見交換会は，新型コロナウイルスの影
響に伴い中止 

市民団体等が主体と 
なって環境活動を実施 
する仕組みづくりの検討 

３ 

環境に関心のある市民の増加と環境意識の
裾野を広げるため，ちょうふ環境市民会議
の企画・運営により，環境講座2020「自
然のチカラで電気をつくろう」を2回開催 
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第4章 調布市の環境状況 

 大気 

4-1-1. 大気汚染に係る環境基準   表 4-1-1 大気汚染に係る環境基準 

資料：「大気汚染常時測定局測定結果報告」東京都環境局 

 

図 4-1-1 大気測定地点図  

 

環境基準 

評価方法（①，②は年間の測定時間が 6,000時間未満のもの，③

は年間の有効測定日数が 250日未満のものは評価することができ

ない。） 

 短期的評価 長期的評価 

二酸化硫黄 

（SO₂） 

１時間値の１日平均値が 0.04ppm以

下であり，かつ，１時間値が 0.1ppm

以下であること。 

測定を行った日につい

ての１日平均値，８時

間平均値，又は各１時

間値を環境基準と比較

して評価を行う。 

①年間の１日平均値のうち，高いほう

から２%の範囲内にあるもの（365日分

の測定値がある場合は７日分の測定

値）を除外した後の最高値（２%除外値）

を，環境基準と比較して評価する。た

だし，環境基準値を超える日が２日以

上連続した場合には，非達成とする。 

一酸化炭素 

（CO） 

１時間値の１日平均値が 10ppm以下

であり，かつ，１時間値の８時間平均

値が 20ppm以下であること。 

浮遊粒子状物質 

（SPM） 

１時間値の１日平均値が 0.10mg/m３

以下であり，かつ，１時間値が

0.20mg/m３以下であること。 

光化学 

オキシダント 

（Ox） 

昼間（5時～20時）の１時間値が

0.06ppm以下であること。 
－ 

二酸化窒素 

（NO₂） 

１時間値の１日平均値が 0.04ppmか

ら 0.06ppmのゾーン内又はそれ以下

であること。 

 ②年間の１日平均値のうち，低い方か

ら 98%に相当するもの（98%値）を，環

境基準（0.06ppm）と比較して評価する。 

微小粒子状物質 

（PM2.5） 

１年平均値が 15μg/ m３以下であり，

かつ，１日平均値が 35μg/ m３以下で

あること。 

③「長期基準に関する評価」及び「短期基準に関する評価」を各々

行い，両方を満足した場合に達成されたと評価する。長期基準に

関する評価は，1年平均値を環境基準と比較して行う。短期基準

に関する評価は，年間の 1日平均値のうち，低い方から 98％に相

当するもの（98％値）を，環境基準と比較して評価する。 

図 4-1-1 大気測定地点図 

一般局：一般環境の大気汚染状況

を監視する一般環境測定局 

自排局：自動車排出ガスの影響を

受ける沿道の大気汚染状況を監視

する自動車排出ガス測定局 

常時（固定式）：年間 6,000 時間以

上測定 

仮設（移動式）：連続 7 日間測定 

深大寺児童館：Ｈ24 年度まで総合

体育館にて測定。Ｈ28 年度は深大

寺地域福祉センターにて測定。 

旧クリーンセンター：Ｈ25，27，28，

29，令和元年度はつつじヶ丘児童

館，Ｈ30 年度は旧クリーンセンター

にて測定 

その他の年度は仙川二丁目交差

点にて測定。 

 

 

飛田給駅 西調布駅 

調布駅 

布田駅 
国領駅 

柴崎駅 

つつじヶ丘駅 

仙川駅 

京王多摩川駅 

野川 

① 

深大寺児童館 
深大寺地域福祉センター 

総合体育館 
 

 

都立農業高校 

神代農場 

旧クリーンセンター 

多摩川一丁目鶴川街道 

つつじヶ丘児童館 

仙川二丁目交差点 

下石原交差点前 

市役所屋上 

調布消防署 

 

常時 

仮設 仮設 

常時 

大気測定局 

一般局 自排局 
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調布市の環境状況 第４章 

 

4-1-2. 二酸化硫黄(SO₂) 

大気中の二酸化硫黄（SO2）は，石油等の燃料を燃焼する際に，燃料中に含まれる硫黄が空気中

の酸素と反応して生成されます。 

この二酸化硫黄は呼吸器を刺激し，せき，気管支喘息，気管支炎などの原因になり，酸性雨

発生の原因の一つとしても知られています。 

 

昭和 30 年代以降の高度経済成長による産業の大規模化，高度化が進行するとともに，石炭や

石油の利用が進み，燃焼による排出ガスに含まれる硫黄酸化物による大気汚染が進みました。 

これに対して，昭和 43 年に制定された「大気汚染防止法」に基づいた工場や事業所における

ボイラーや焼却炉から排出されるばい煙に対する規制，燃料の低硫黄化技術，排煙の脱硫化技

術の推進などの対策が進み，その汚染濃度は昭和 40年代から改善されてきました（図 4-1-2）。

調布市の SO2濃度についても改善の傾向が見られます。 

 

なお，SO2数値が改善傾向にあること，東京都環境局において都内の SO2測定を行っていること

から，平成 25年度から市役所屋上測定局と下石原交差点前測定局における SO2の測定は行ってい

ません。 

 

資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 

 
図 4-1-2 二酸化硫黄の長期推移（時間値の年平均値） 
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表 4-1-2 二酸化硫黄時間値の年平均値 

（単位：ppm） 
都立農業高校 

神代農場(一般局) 
東京都全域 
(一般局) 

東京都全域 
(自排局) 

市役所屋上 
測定局(一般局) 

下石原交差点前 
測定局(自排局) 

昭和 41年度 － 0.058 － － － 

42 － 0.054 － － － 

43 － 0.050 － － － 

44 － 0.043 － － － 

45 － 0.036 － － － 

46 － 0.029 0.037 － － 

47 － 0.022 0.027 － － 

48 0.018 0.022 0.032 － － 

49 0.014 0.020 0.030 － － 

50 0.013 0.019 0.025 － － 

51 0.013 0.019 0.020 － － 

52 0.016 0.017 0.019 － － 

53 0.017 0.016 0.019 － － 

54 0.016 0.016 0.020 － － 

55 0.016 0.016 0.020 － － 

56 0.007 0.015 0.020 － － 

57 0.008 0.015 0.020 － － 

58 0.007 0.011 0.017 － － 

59 0.007 0.009 0.018 － － 

60 0.006 0.008 0.011 － － 

61 0.006 0.008 0.011 － － 

62 0.007 0.008 0.011 － － 

63 0.005 0.007 0.009 0.007 － 

平成元年度 0.006 0.008 0.011 0.006 － 

2 0.007 0.009 0.012 0.007 － 

3 0.007 0.009 0.012 0.009 0.022 

4 0.006 0.007 0.009 0.007 0.016 

5 － 0.007 0.008 0.006 0.011 

6 － 0.008 0.010 0.007 0.011 

7 － 0.007 0.011 0.008 0.012 

8 － 0.007 0.011 0.008 0.013 

9 － 0.007 0.008 0.006 0.009 

10 － 0.006 0.008 0.002 0.007 

11 － 0.005 0.005 0.002 0.007 

12 － 0.004 0.004 0.003 0.008 

13 － 0.004 0.005 0.003 0.007 

14 － 0.003 0.003 0.002 0.006 

15 － 0.003 0.003 0.002 0.005 

16 － 0.003 0.003 0.002 0.005 

17 － 0.002 0.002 0.002 0.005 

18 － 0.002 0.002 0.002 0.005 

19 － 0.002 0.002 0.001 0.003 

20 － 0.002 0.002 0.002 0.002 

21 － 0.002 0.002 0.001 0.002 

22 － 0.002 0.002 0.001 0.001 

23 － 0.002 0.002 0.001 0.001 

24 － 0.002 0.002 0.001 0.001 

25 － 0.002 0.002 － － 

26 － 0.002 0.002 － － 

27 － 0.002 0.002 － － 

28 － 0.002 0.002 － － 

29 － 0.001 0.002 － － 

30 － 0.001 0.002 － － 

令和元年 － 0.001 0.001 － － 
資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2 年度分データの東京都データは作成時未公表 
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平成 24 年度までの 10 年間の SO2濃度の推移を見ると，日平均値の 2％除外値では各計測地点

で，全体的に緩やかながら減少する傾向が見られます（図 4-1-3）。 

その計測値は一貫して環境基準を達成しています。 

 

 

 

 
資料：環境政策課 

図 4-1-3 二酸化硫黄の長期的評価の推移（日平均値の 2％除外値） 

 
表 4-1-3 二酸化硫黄日平均値の 2％除外値 

（単位：ppm） 

 

市役所屋上 

測定局 
環境基準 

(日平均値

0.04ppm以下)適

合状況 

下石原交差点前 

測定局 
環境基準 

(日平均値

0.04ppm以下) 

適合状況 一般局 自排局 

平成 15年度 0.005  ○ 0.009  ○ 

16 0.006  ○ 0.009  ○ 

17 0.005  ○ 0.009  ○ 

18 0.005  ○ 0.009  ○ 

19 0.004  ○ 0.007  ○ 

20 0.004  ○ 0.004  ○ 

21 0.004 ○ 0.004 ○ 

22 0.003 ○ 0.003 ○ 

23 0.003 ○ 0.003 ○ 

24 0.003 ○ 0.003 ○ 

※表中の○×は環境基準値の適合状況を示す。 

※平成 25年度から未計測。 

資料：環境政策課 
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環境基準 0.04ppm以下
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表 4-1-4 二酸化硫黄 1時間値が 0.1ppmを超えた時間数 

(単位：時間） 

 

市役所屋上 

測定局 

環境基準 

（1時間値

0.1ppm以下） 

適合状況 

下石原交差点前 

測定局 

環境基準 

（1時間値

0.1ppm以下） 

適合状況 一般局 自排局 

平成 15年度 0 ○ 0 ○ 

16 0 ○ 0 ○ 

17 1 × 0 ○ 

18 0 ○ 0 ○ 

19 0 ○ 0 ○ 

20 0 ○ 0 ○ 

21 0 ○ 0 ○ 

22 0 ○ 0 ○ 

23 0 ○ 2 × 

24 0 ○ 0 ○ 

※表中の○×は環境基準値の適合状況を示す。 

※平成 25年度から未計測。 

資料：環境政策課 

 
表 4-1-5 二酸化硫黄日平均値が 0.04ppmを超えた日数 

(単位：日） 

 

市役所屋上 

測定局 

環境基準 

(日平均値

0.04ppm以下)適

合状況 

下石原交差点前 

測定局 

環境基準 

(日平均値

0.04ppm以下) 

適合状況 一般局 自排局 

平成 15年度 0 ○ 0 ○ 

16 0 ○ 0 ○ 

17 0 ○ 0 ○ 

18 0 ○ 0 ○ 

19 0 ○ 0 ○ 

20 0 ○ 0 ○ 

21 0 ○ 0 ○ 

22 0 ○ 0 ○ 

23 0 ○ 0 ○ 

24 0 ○ 0 ○ 

※表中の○×は環境基準値の適合状況を示す。 

※平成 25年度から未計測。 

資料：環境政策課 
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4-1-3. 一酸化炭素(CO) 

一酸化炭素（CO）は，物の不完全燃焼が原因で発生します。一酸化炭素中毒になると，頭痛・

耳鳴・めまい・嘔気などの症状を引き起こします。 

 

CO は，燃焼状態の変動が大きい自動車の排出ガスが主な発生源と考えられており，高度経済

成長期のモータリゼーションに伴って大気汚染が進みました。 

これに対し，「大気汚染防止法」における許容限度に基づいて，「道路運送車両法」に基づく

保安基準による規制（排ガス規制）値が改正されました。また，車両の点検整備体制の充実強化

などの対策も進み，その汚染濃度は昭和 50 年代には大幅に改善されました（資料：東京都環境

局，環境政策課 ※令和２年度分データの東京都データは作成時未公表 

図 4-1-4）。 

 

なお，CO 数値が改善傾向にあること，東京都環境局において都内の CO 測定を行っていること

から，平成 25年度から市役所屋上測定局における COの測定は行っていません。 

 

また，下石原交差点前測定局は，借用地整備工事のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月ま

で未計測でしたが，当該工事完了に伴い，平成 29年 6月 1日から供用開始しました（代替措置で

ある年 4回の調布消防署付近での測定は平成 28年度で終了）。 

 

 
 

資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和２年度分データの東京都データは作成時未公表 
図 4-1-4 一酸化炭素の長期推移（時間値の年平均値） 
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               表 4-1-6 一酸化炭素の時間値の年平均値       （単位：ppm） 

 
都立農業高校 
神代農場 
(一般局) 

東京都全域 
(一般局) 

東京都全域 
(自排局) 

市役所屋上 
測定局 
(一般局) 

下石原交差点前 
測定局 
(自排局) 

昭和 42年度 － 6.3 － － － 

43 － 6.0 － － － 

44 － 5.4 － － － 

45 － 3.0 9.5 － － 

46 － 3.2 6.3 － － 

47 － 2.2 5.0 － － 

48 2.6 2.3 5.3 － － 

49 1.1 1.8 5.0 － － 

50 1.2 1.7 4.8 － － 

51 1.2 1.6 4.6 － － 

52 1.2 1.4 4.2 － － 

53 2.1 1.3 3.9 － － 

54 1.5 1.2 3.5 － － 

55 0.9 1.3 3.4 － － 

56 1.4 1.3 3.4 － － 

57 1.0 1.0 3.3 － － 

58 1.0 0.9 2.8 － － 

59 0.9 0.9 2.7 － － 

60 1.0 0.9 2.6 － － 

61 0.9 0.9 2.7 － － 

62 0.9 0.9 2.7 － － 

平成元年度 0.9 0.9 2.4 － － 

2 0.9 0.9 2.4 － － 

3 0.9 0.9 2.4 － － 

4 0.8 0.8 2.1 0.8 2.3 

5 0.8 0.8 2.0 0.8 2.1 

6 0.7 0.8 1.9 0.8 2.0 

7 0.8 0.8 1.8 0.8 1.9 

8 0.8 0.8 1.6 0.7 1.8 

9 － 0.7 1.3 0.7 1.6 

10 － 0.7 1.3 0.7 1.6 

11 － 0.6 1.2 0.6 1.4 

12 － 0.6 1.2 0.6 1.3 

13 － 0.6 1.1 0.6 1.3 

14 － 0.5 1.0 0.7 1.0 

15 － 0.5 0.9 0.6 1.0 

16 － 0.5 0.8 0.6 0.9 

17 － 0.5 0.8 0.6 0.8 

18 － 0.5 0.7 0.5 0.7 

19 － 0.4 0.6 0.4 0.6 

20 － 0.4 0.6 0.4 0.6 

21 － 0.4 0.6 0.3 0.6 

22 － 0.4 0.5 0.5 0.7 

23 － 0.4 0.5 0.4 0.7 

24 － 0.3 0.5 0.4 0.7 

25 － 0.3 0.4 － 0.6 

26 － 0.3 0.4 － 0.6 

27 － 0.2 0.4 － － 

28 － 0.2 0.3 － － 

29 － 0.2 0.3 － 0.3 

30 － 0.2 0.3 － 0.3 

令和元年度 － 0.2 0.3 － 0.2 

2 － － － － 0.3 

資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表。  
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過去のCO濃度の推移を見ると，日平均値の2％除外値では，一貫して環境基準を下回る数値を

示しています（図 4-1-5）。平成 25年度からは，市役所屋上測定局での測定は行っていません。 

また，下石原交差点前測定局は借用地整備工事のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで

未計測となっています。 

この他，場所別に見ると，一般局と自排局では，自排局の排出ガスの影響を受けていると考

えられます（図 4-1-6）。 

 

 
資料：環境政策課 

図 4-1-5 一酸化炭素の長期的評価の推移（日平均値の 2％除外値） 

 

※深大寺児童館は平成 24年度まで総合体育館にて測定。平成 26年度は未計測。平成 28年度は深大寺地域福祉セ

ンターにて測定。 

※平成 25，27～29，令和元年度以降はつつじヶ丘児童館，平成 30年度は旧クリーンセンター，その他の年度は

仙川二丁目交差点にて測定。 

※調布消防署での測定は，下石原交差点前測定局での整備工事完了に伴い，平成 26年度から平成 28年度まで測

定。 

資料：環境政策課 
図 4-1-6 仮設測定局の一酸化炭素濃度の推移（年平均値） 

 

  

0

2

4

6

8

10

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（ppm）

年度

下石原交差点前（自排局）

市役所屋上（一般局）

環境基準 10ppm以下

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（ppm）

年度

つつじヶ丘児童館（自排局）

深大寺児童館（一般局）

多摩川一丁目鶴川街道（自排局）

調布消防署（自排局）



 

 92 

表 4-1-7 一酸化炭素の日平均値の 2％除外値 （単位：ppm） 

 

市役所屋上 

測定局 
環境基準 

(日平均値 10ppm 以

下)適合状況 

下石原交差点前 

測定局 
環境基準 

(日平均値 10ppm以

下)適合状況 一般局 自排局 

平成 21 0.7 ○ 1.0 ○ 

22 0.9 ○ 1.3 ○ 

23 0.7 ○ 1.1 ○ 

24 0.7 ○ 1.1 ○ 

25 － － 1.1 ○ 

26 － － 0.9 ○ 

27 － － － － 

28 － － － － 

29 － － 0.6 ○ 

30 － － 0.5 ○ 

令和元 － － 0.5 ○ 

2 － － 0.6 〇 

※表中の○×は環境基準値の適合状況を示す。市役所屋上測定局は平成 25年度から未計測。 

※下石原交差点前測定局は借用地整備のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで未計測。 
 

表 4-1-8 一酸化炭素の有効 8時間値が 20ppmを超えた回数 （単位：回） 

 

市役所屋上 

測定局 
環境基準 

(8時間値が 20ppm 以

下)適合状況 

下石原交差点前 

測定局 
環境基準 

(8時間値が 20ppm以

下)適合状況 一般局 自排局 

平成 21 0 ○ 0 ○ 

22 0 ○ 0 ○ 

23 0 ○ 0 ○ 

24 0 ○ 0 ○ 

25 － － 0 ○ 

26 － － 0 ○ 

27 － － － － 

28 － － － － 

29 － － 0 ○ 

30 － － 0 ○ 

令和元 － － 0 ○ 

2 － － 0 〇 

※表中の○×は環境基準値の適合状況を示す。市役所屋上測定局は平成 25年度から未計測。 

※下石原交差点前測定局は借用地整備のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで未計測。 

資料：環境政策課 
 

表 4-1-9 一酸化炭素の日平均値が 10ppmを超えた日数 （単位：日） 

 

市役所屋上 

測定局 
環境基準 

(日平均値 10ppm 以

下)適合状況 

下石原交差点前 

測定局 
環境基準 

(日平均値 10ppm以

下)適合状況 一般局 自排局 

平成 21 0 ○ 0 ○ 

22 0 ○ 0 ○ 

23 0 ○ 0 ○ 

24 0 ○ 0 ○ 

25 － － 0 ○ 

26 － － 0 ○ 

27 － － － － 

28 － － － － 

29 － － 0 ○ 

30 － － 0 ○ 

令和元 － － 0 ○ 

2 － － 0 〇 

※表中の○×は環境基準値の適合状況を示す。市役所屋上測定局は平成 25年度から未計測。 

※下石原交差点前測定局は借用地整備のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで未計測。 

資料：環境政策課 
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表 4-1-10 移動測定 一酸化炭素の 1時間値の平均値（旧クリーンセンター） （単位：ppm） 

 
つつじヶ丘児童館・旧クリーンセンター・仙川二丁目交差点 

春季 夏季 秋季 冬季 

平成 21 － － － 0.4 

22 － － － 0.5 

23 － － － 0.5 

24 － － － 0.5 

25 － － － 0.4 

26 － － － 0.4 

27 － － － 0.5 

28 － － － 0.4 

29 － － － 0.4 

30 － － － 0.4 

令和元 － － － 0.4 

2 － － － 0.5 

※平成 25，27～29，令和元年度以降はつつじヶ丘児童館，平成 30年度は旧クリーンセンター， 

その他の年度は仙川二丁目交差点にて測定。 

資料：環境政策課 
 

表 4-1-11 移動測定 一酸化炭素の 1時間値の平均値（深大寺児童館・深大寺地域福祉センター・総合体育館） （単位：ppm） 

 
深大寺児童館・深大寺地域福祉センター・総合体育館 

春季 夏季 秋季 冬季 

平成 21 － － － 0.4 

22 － － － 0.4 

23 － － － 0.5 

24 － － － 0.4 

25 － － － 0.5 

26 － － － － 

27 － － － 0.6 

28 － － － 0.4 

29 － － － 0.3 

30 － － － 0.3 

令和元 － － － 0.6 

2 － － － 0.4 

※平成 24年度まで総合体育館にて測定。平成 28年度は深大寺地域福祉センターにて測定。 

※平成 26年度は未計測。 

資料：環境政策課 
 

表 4-1-12 移動測定 一酸化炭素の 1時間値の平均値（多摩川一丁目鶴川街道） （単位：ppm） 

 
多摩川一丁目鶴川街道 

春季 夏季 秋季 冬季 

平成 21 － － － 0.6 

22 － － － 0.6 

23 － － － 0.7 

24 － － － 0.4 

25 － － － 0.6 

26 － － － 0.4 

27 － － － 0.8 

28 － － － 0.5 

29 － － － 0.5 

30 － － － 0.5 

令和元 － － － 0.5 

2 － － － 0.5 

資料：環境政策課 
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表 4-1-13 移動測定 一酸化炭素の 1時間値の平均値（調布消防署） （単位：ppm） 

 
調布消防署 

春季 夏季 秋季 冬季 

26 － － － 0.6 

27 0.5 0.2 0.4 0.5 

28 0.3 0.3 0.5 0.5 

※下石原交差点前測定局での整備工事完了に伴い，平成 26年度から平成 28年度まで測定。 

資料：環境政策課 

 

 
表 4-1-14 令和 2年度の一酸化炭素月別変化（下石原交差点前測定局） 

測定地点 下石原交差点前測定局 

測定項目 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 

１時間値 

の平均値 

１時間値 

の最高値 

日平均値 

の最高値 

８時間 

平均値 

＞20ppm 

回数 

日平均値 

＞10ppm 

日数 

日平均値 

＞10ppm 

２日以上 

連続有無 

長期評価 

日平均値 

＞10ppm 

日数 

（日） （時間） (0.1ppm) (0.1ppm) (0.1ppm) （回） （日）  （日） 

令和 

2年 

4月 30 713 0.2 0.7 0.4 0 0 無 0 

5月 31 732 0.1 0.5 0.3 0 0 無 0 

6月 30 712 0.3 0.6 0.4 0 0 無 0 

7月 31 738 0.3 0.7 0.5 0 0 無 0 

8月 31 732 0.3 0.7 0.4 0 0 無 0 

9月 30 714 0.3 0.6 0.4 0 0 無 0 

10月 31 738 0.4 1.0 0.5 0 0 無 0 

11月 30 712 0.4 1.1 0.6 0 0 無 0 

12月 31 738 0.5 1.5 0.7 0 0 無 0 

令和 

3年 

1月 31 738 0.5 1.6 0.7 0 0 無 0 

2月 28 666 0.4 1.4 0.6 0 0 無 0 

3月 31 736 0.3 0.9 0.5 0 0 無 0 

年 計 365 8,669 0.3 1.6 0.7 0 0 無 0 

※借用地の整備工事のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで未計測。 

資料：環境政策課 
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4-1-4. 浮遊粒子状物質(SPM) 

 

浮遊粒子状物質（SPM）は，大気中に浮遊する粒子状物質のうち，粒径が 10μｍ（1μｍは 1ｍ

の 100万分の 1）以下のものをいいます。 

これらの粒子は微小なため大気中に長期間滞留し，肺や気管などに沈着して，呼吸器に影響

を及ぼします。SPM には工場などから排出されるばいじんや粉じん，ディーゼル車等の排出ガス

中に含まれる黒煙や揮発性有機化合物（VOC）などによる人為的発生源によるものと，火山灰や

土壌の飛散など自然発生源によるものがあります。 

 

このうちディーゼル車の排出ガスに対し，国は平成 13 年から「自動車から排出される窒素酸

化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM法）」

を「自動車 NOx法」から改正し，車種規制等を実施しています。また東京都では，「都民の健康

と安全を確保する環境に関する条例（東京都環境確保条例）」に基づき，平成 15 年 10 月から，

基準を満たさないディーゼル車走行規制を開始しました（埼玉県，千葉県，神奈川県と同時期に

実施）。 

さらに，原因物質の一つとされる VOC について，「大気汚染防止法」を平成 16 年に改正し，

平成 18 年から排出規制が開始されたほか，事業者の自主的取組による対策も進められていま

す。 

 

調布市の SPM濃度は，測定開始年度から，全体的には減少傾向です。 

また，濃度が高かった下石原交差点前測定局（自排局）の数値も大きく改善しています（図 

4-1-7）。 

 

また，下石原交差点前測定局は，借用地整備工事のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月ま

で未計測でしたが，当該工事完了に伴い，平成 29年 6月 1日から供用開始しました（代替措置で

ある年 4回の調布消防署付近での測定は平成 28年度で終了）。 
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資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 

図 4-1-7 浮遊粒子状物質の長期推移（時間値の年平均値） 
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表 4-1-15 浮遊粒子状物質の時間値の年平均値 

(単位：mg/m3) 

 
都立農業高校 
神代農場 
(一般局) 

東京都全域 
(一般局) 

東京都全域 
(自排局) 

市役所屋上 
測定局 
(一般局) 

下石原交差点前 
測定局 
(自排局) 

昭和 48年度 0.103 0.101 0.073 － － 

49 0.073 0.081 0.105 － － 

50 0.067 0.073 0.074 － － 

51 0.052 0.067 0.064 － － 

52 0.073 0.074 0.073 － － 

53 0.061 0.058 0.056 － － 

54 0.047 0.047 0.041 － － 

55 0.041 0.046 0.039 － － 

56 0.060 0.053 0.050 － － 

57 0.055 0.051 0.051 － － 

58 0.054 0.047 0.052 － － 

59 0.049 0.049 0.052 － － 

60 0.049 0.050 0.051 － － 

61 0.057 0.054 0.060 － － 

62 0.061 0.057 0.061 － － 

63 0.053 0.049 0.057 0.048 － 

平成元年度 0.048 0.053 0.066 0.057 － 

2 0.053 0.052 0.068 0.055 － 

3 0.051 0.057 0.073 0.052 0.083 

4 0.050 0.050 0.067 0.054 0.080 

5 0.044 0.046 0.062 0.046 0.066 

6 0.045 0.048 0.064 0.050 0.085 

7 0.048 0.048 0.065 0.052 0.079 

8 0.045 0.046 0.062 0.050 0.072 

9 0.044 0.045 0.061 0.050 0.070 

10 0.054 0.045 0.058 0.046 0.064 

11 0.035 0.040 0.047 0.035 0.052 

12 0.037 0.039 0.051 0.039 0.052 

13 0.038 0.037 0.050 0.038 0.042 

14 0.034 0.033 0.043 0.033 0.039 

15 0.033 0.032 0.039 0.030 0.033 

16 0.026 0.029 0.033 0.028 0.029 

17 0.029 0.029 0.033 0.029 0.034 

18 0.028 0.029 0.033 0.028 0.033 

19 0.023 0.025 0.030 0.025 0.029 

20 0.022 0.024 0.028 0.024 0.027 

21 0.022 0.023 0.027 0.024 0.024 

22 0.020 0.021 0.025 0.022 0.022 

23 0.020 0.021 0.023 0.020 0.022 

24 0.019 0.020 0.022 0.017 0.018 

25 0.020 0.021 0.023 0.019 0.020 

26 0.019 0.020 0.020 0.018 0.020 

27 0.017 0.019 0.021 0.017 － 

28 0.014 0.017 0.019 0.015 － 

29 0.014 0.017 0.019 0.013 0.014 

30 0.014 0.018 0.019 0.014 0.014 

令和元年度 0.013 0.016 0.017 0.015 0.013 

2 － － － 0.014 0.012 

資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 
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過去の SPM 濃度の推移を見ると，日平均値の 2％除外値についてはほぼ横ばいで，環境基準を

達成しています（図 4-1-8）。 

また，場所別に見ると，自排局と一般局にほとんど差はありません（図 4-1-9）。 

 

 

 
資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和２年度分データの東京都データは作成時未公表 

図 4-1-8 浮遊粒子状物質の日平均値の 2％除外値の推移 

 

 

 
※深大寺児童館は平成 24年度まで総合体育館にて測定。平成 26年度は未計測。平成 28年度は深大寺地域福祉セ

ンターにて測定。 

※平成 25，27，28，令和元年度はつつじヶ丘児童館，平成 30年度は旧クリーンセンター，その他の年度は仙川

二丁目交差点にて測定。 

※調布消防署での測定は，下石原交差点前測定局での整備工事完了に伴い，平成 26年度から平成 28年度まで測

定。 

資料：環境政策課 
図 4-1-9 仮設測定局の浮遊粒子状物質の推移（年平均値） 
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表 4-1-16 浮遊粒子状物質の日平均値の 2％除外値 

（単位：mg/m3） 

 

都立農業高校 

神代農場 

環境基準 

(日平均値

0.10mg/㎥

以下) 

適合状況 

市役所屋上 

測定局 

環境基準 

(日平均値

0.10mg/㎥

以下) 

適合状況 

下石原交差点前 

測定局 

環境基準 

(日平均値

0.10mg/㎥

以下) 

適合状況 
一般局 一般局 自排局 

平成 19 0.057 ○ 0.060 ○ 0.068 ○ 

20 0.048 ○ 0.054 ○ 0.068 ○ 

21 0.046 ○ 0.056 ○ 0.056 ○ 

22 0.044 ○ 0.058 ○ 0.053 ○ 

23 0.043 ○ 0.050 ○ 0.050 ○ 

24 0.043 ○ 0.045 ○ 0.047 ○ 

25 0.050 ○ 0.062 ○ 0.059 ○ 

26 0.047 ○ 0.055 ○ 0.054 ○ 

27 0.042 ○ 0.047 ○ － － 

28 0.034 ○ 0.043 ○ － － 

29 0.032 ○ 0.032 ○ 0.031 ○ 

30 0.040 ○ 0.041 ○ 0.033 ○ 

令和元 0.034 〇 0.040 ○ 0.028 ○ 

2 － － 0.040 〇 0.028 〇 

※表中の○×は環境基準値の適合状況を示す。市役所屋上測定局は平成 25年度から未計測。 

※下石原交差点前測定局は借用地整備のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで未計測。 

資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 

 
表 4-1-17 浮遊粒子状物質の 1時間値が 0.20mg/m3を超えた時間数 

（単位：時間） 

 

都立農業高校 

神代農場 

環境基準 

(１時間値

0.20mg/㎥

以下) 

適合状況 

市役所屋上 

測定局 

環境基準 

(日平均値

0.20mg/㎥

以下) 

適合状況 

下石原交差点前 

測定局 

環境基準 

(日平均値

0.20mg/㎥

以下) 

適合状況 
一般局 一般局 自排局 

平成 19 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

20 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

21 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

22 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

23 0 ○ 0 ○ 1 × 

24 1 × 0 ○ 0 ○ 

25 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

26 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

27 0 ○ 0 ○ － － 

28 0 ○ 0 ○ － － 

29 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

30 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

令和元 0 〇 0 ○ 0 ○ 

2 － － 0 〇 0 〇 

※表中の○×は環境基準値の適合状況を示す。市役所屋上測定局は平成 25年度から未計測。 

※下石原交差点前測定局は借用地整備のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで未計測。 

資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 

 

 



 

 100 

表 4-1-18 浮遊粒子状物質の日平均値が 0.10mg/m3を超えた日数   (単位：日) 

 
都立農業高校 
神代農場 

環境基準 
(日平均値 0.10mg/
㎥以下)適合状況 

市役所屋上 
測定局 

環境基準 
(日平均値 0.10mg/
㎥以下)適合状況 

下石原交差点前 
測定局 

環境基準 
(日平均値 0.10mg/
㎥以下)適合状況 一般局 一般局 自排局 

平成 19 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

20 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

21 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

22 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

23 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

24 3 × 0 ○ 0 ○ 

25 0 ○ 1 × 0 ○ 

26 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

27 0 ○ 0 ○ － － 

28 0 ○ 0 ○ － － 

29 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

30 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

令和元 0 〇 0 ○ 0 ○ 

2 － － 0 〇 0 〇 

※表中の○×は環境基準値の適合状況を示す。市役所屋上測定局は平成 25年度から未計測。 

※下石原交差点前測定局は借用地整備のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで未計測。 

※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 

資料：東京都環境局，環境政策課 
 

表 4-1-19 移動測定 浮遊粒子状物質の 1時間値の平均値（つつじヶ丘児童館・旧クリーンセンター・仙川二丁目交差点） 

（単位：mg/m3） 

 
つつじヶ丘児童館･旧クリーンセンター･仙川二丁目交差点 
春季 夏季 秋季 冬季 

平成 19 0.021 0.025 0.025 0.029 
20 － － － 0.022 
21 － － － 0.014 
22 － － － 0.011 
23 － － － 0.012 
24 － － － 0.017 
25 － － － 0.024 
26 － － － 0.019 
27 － － － 0.014 
28 － － － 0.006 
29 － － － 0.006 
30 － － － 0.015 

令和元 － － － 0.030 
2 － － － 0.012 

※平成 25，27～29，令和元年度以降はつつじヶ丘児童館，平成 30年度旧クリーンセンター， 

その他の年度は仙川二丁目交差点にて測定。 

資料：環境政策課 
 

表 4-1-20 移動測定 浮遊粒子状物質の 1時間値の平均値（深大寺児童館） （単位：mg/m3） 

 
深大寺児童館・深大寺地域福祉センター・総合体育館 

春季 夏季 秋季 冬季 
平成 19 0.025 0.029 0.019 0.011 

20 － － － 0.013 
21 － － － 0.014 
22 － － － 0.009 
23 － － － 0.014 
24 － － － 0.012 
25 － － － 0.022 
26 － － － － 
27 － － － 0.016 
28 － － － 0.010 
29 － － － 0.012 
30 － － － 0.022 

令和元 － － － 0.027 
2 － － － 0.011 

※平成 24年度まで総合体育館にて測定。平成 28年度は深大寺地域福祉センターにて測定。 

※平成 26年度は未計測。 

資料：環境政策課 
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表 4-1-21 移動測定 浮遊粒子状物質の 1時間値の平均値(多摩川一丁目鶴川街道） 

（単位：mg/m3） 

 
多摩川一丁目鶴川街道 

春季 夏季 秋季 冬季 

平成 19 0.018 0.039 0.022 0.013 

20 － － － 0.009 

21 － － － 0.017 

22 － － － 0.012 

23 － － － 0.018 

24 － － － 0.016 

25 － － － 0.027 

26 － － － 0.009 

27 － － － 0.019 

28 － － － 0.014 

29 － － － 0.014 

30 － － － 0.018 

令和元 － － － 0.010 

2 － － － 0.011 

資料：環境政策課 

 

表 4-1-22 移動測定 浮遊粒子状物質の 1時間値の平均値(調布消防署） （単位：mg/m3） 

 
調布消防署 

春季 夏季 秋季 冬季 

平成 26 － － － 0.017 

27 0.021 0.020 0.025 0.011 

28 0.022 0.030 0.019 0.013 

※下石原交差点前測定局での整備工事完了に伴い，平成 26年度から平成 28年度まで測定。 

資料：環境政策課 

 

 
表 4-1-23 令和元年度の浮遊粒子状物質の月別変化（都立農業高等学校神代農場） 

測定地点 都立農業高等学校神代農場 

測定項目 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 
月平均値 

１時間値 

の最高値 

日平均値 

の最高値 

１時間値 

＞0.2mg/m３ 

時間数 

日平均値 

＞0.1mg/m３ 

日数 

（日） （時間） （mg/m３） （mg/m３） （mg/m３） （時間） （日） 

令和 

元年 

4月 30 716 0.011 0.045 0.028 0 0 

5月 28 691 0.013 0.054 0.034 0 0 

6月 30 716 0.012 0.063 0.031 0 0 

7月 31 739 0.017 0.071 0.040 0 0 

8月 31 740 0.023 0.087 0.044 0 0 

9月 30 714 0.014 0.084 0.029 0 0 

10月 29 699 0.009 0.036 0.024 0 0 

11月 29 705 0.009 0.037 0.022 0 0 

12月 31 740 0.012 0.078 0.024 0 0 

令和 

2年 

1月 31 740 0.009 0.031 0.021 0 0 

2月 29 692 0.011 0.060 0.025 0 0 

3月 31 738 0.010 0.079 0.017 0 0 

年計 360 8,630 0.013 0.087 0.044 0 0 

資料：東京都環境局  ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 
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表 4-1-24 令和 2年度の浮遊粒子状物質の月別変化（市役所屋上測定局） 

測定地点 市役所屋上測定局 

測定項目 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 

１時間値 

の平均値 

１時間値 

の最高値 

日平均値 

の最高値 

１時間値 

＞0.2mg/m３ 

時間数 

日平均値 

＞0.1mg/m３ 

日数 

（日） （時間） （mg/m３） （mg/m３） （mg/m３） （時間） （日） 

令和 

2年 

4月 28 689 0.011 0.052 0.021 0 0 

5月 31 743 0.013 0.061 0.041 0 0 

6月 30 719 0.019 0.094 0.049 0 0 

7月 31 743 0.014 0.089 0.034 0 0 

8月 31 743 0.024 0.102 0.052 0 0 

9月 30 719 0.011 0.043 0.022 0 0 

10月 31 740 0.011 0.046 0.031 0 0 

11月 29 710 0.014 0.078 0.032 0 0 

12月 31 743 0.014 0.049 0.028 0 0 

令和  

3年 

1月 31 743 0.012 0.052 0.027 0 0 

2月 28 671 0.010 0.043 0.022 0 0 

3月 31 742 0.015 0.075 0.053 0 0 

年計 362 8,705 0.014 0.102 0.053 0 0 

資料：環境政策課 
 

表 4-1-25 令和 2年度の浮遊粒子状物質の月別変化（下石原交差点前測定局） 

測定地点 下石原交差点前測定局 

測定項目 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 

１時間値 

の平均値 

１時間値 

の最高値 

日平均値 

の最高値 

１時間値 

＞0.2mg/m３ 

時間数 

日平均値 

＞0.1mg/m３ 

日数 

（日） （時間） （mg/m３） （mg/m３） （mg/m３） （時間） （日） 

令和 

2年 

4月 30 719 0.011 0.029 0.021 0 0 

5月 31 716 0.012 0.045 0.034 0 0 

6月 30 719 0.014 0.044 0.032 0 0 

7月 31 743 0.010 0.044 0.018 0 0 

8月 31 741 0.017 0.061 0.034 0 0 

9月 30 719 0.010 0.025 0.015 0 0 

10月 31 743 0.010 0.032 0.025 0 0 

11月 30 717 0.013 0.048 0.027 0 0 

12月 31 743 0.010 0.035 0.021 0 0 

令和  

3年 

1月 31 743 0.011 0.050 0.028 0 0 

2月 28 670 0.010 0.037 0.025 0 0 

3月 31 743 0.013 0.060 0.046 0 0 

年計 365 8,716 0.012 0.061 0.046 0 0 

※下石原交差点前測定局は借用地整備のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで未計測。 

資料：環境政策課 
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4-1-5. 二酸化窒素(NO₂) 

 

窒素酸化物（NOx）は，物が燃焼したときに，空気中の窒素と酸素が結びついて発生し，一酸

化窒素（NO）と二酸化窒素（NO2）等のことをいいます。特に NO2は，高濃度で人の呼吸器を刺激

し，気管支炎，肺水腫などの原因となります。 

主な排出源は工場や事業所におけるボイラー等から排出されるばい煙，自動車の排出ガスで

あり，排出時には NO が大部分ですが，紫外線などにより空気中の酸素やオゾンなどと反応して

NO2へと変化します。 

 

平成 5 年に制定された「環境基本法」に基づいて定められた環境基準では NO2濃度による基準

が設定されていますが，「大気汚染防止法」に基づく規制や，「道路運送車両法」に基づく保安

基準，「自動車 NOx・PM法」における排出基準などでは，NOxに対する基準が定められています。 

また NOxは，太陽光線を受けて化学反応を起こし，光化学スモッグを形成する物質の一つであ

る光化学オキシダント（Ox）を生成します。 

 

調布市の NO2 濃度については，平成 10 年度以降は緩やかに減少する傾向が見られます（図 

4-1-10）。 

 

また，下石原交差点前測定局は，借用地整備工事のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月ま

で未計測でしたが，当該工事完了に伴い，平成 29年 6月 1日から供用開始しました（代替措置で

ある年 4回の調布消防署付近での測定は平成 28年度で終了）。 

 

 

資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 

図 4-1-10 二酸化窒素の長期推移（時間値の年平均値） 
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                       表 4-1-26 二酸化窒素の時間値の年平均値           （単位：ppm） 

  
都立農業高校 
神代農場 
(一般局) 

東京都全域 
(一般局) 

東京都全域 
(自排局) 

市役所屋上 
測定局 
(一般局) 

下石原交差点前 
測定局 

(自排局) 

昭和 43年度 － 0.035 － － － 

44 － 0.031 － － － 

45 － 0.029 0.031 － － 

46 － 0.028 0.027 － － 

47 － 0.024 0.023 － － 

48 0.030 0.031 0.035 － － 

49 0.024 0.032 0.035 － － 

50 0.023 0.033 0.040 － － 

51 0.026 0.032 0.041 － － 

52 0.029 0.031 0.040 － － 

53 0.030 0.034 0.045 － － 

54 0.025 0.032 0.045 － － 

55 0.025 0.030 0.045 － － 

56 0.028 0.029 0.044 － － 

57 0.025 0.030 0.043 － － 

58 0.028 0.029 0.043 － － 

59 0.030 0.028 0.039 － － 

60 0.027 0.027 0.038 － － 

61 0.028 0.028 0.039 － － 

62 0.026 0.030 0.042 － － 

平成元年度 0.024 0.030 0.041 － － 

2 0.027 0.030 0.040 － － 

3 0.027 0.032 0.044 － 0.051 

4 0.026 0.031 0.042 0.029 0.049 

5 0.028 0.031 0.042 0.029 0.048 

6 0.026 0.031 0.041 0.030 0.051 

7 0.028 0.031 0.043 0.029 0.050 

8 0.027 0.031 0.042 0.030 0.052 

9 0.027 0.031 0.042 0.029 0.051 

10 0.025 0.030 0.041 0.028 0.048 

11 0.026 0.028 0.040 0.026 0.045 

12 0.026 0.028 0.040 0.025 0.043 

13 0.027 0.028 0.041 0.026 0.047 

14 0.026 0.027 0.039 0.026 0.046 

15 0.026 0.027 0.039 0.027 0.044 

16 0.025 0.026 0.037 0.024 0.042 

17 0.024 0.025 0.037 0.025 0.042 

18 0.023 0.025 0.036 0.024 0.040 

19 0.021 0.023 0.034 0.023 0.038 

20 0.019 0.021 0.032 0.022 0.036 

21 0.019 0.021 0.031 0.021 0.039 

22 0.018 0.020 0.029 0.019 0.037 

23 0.017 0.019 0.027 0.018 0.034 

24 0.016 0.018 0.026 0.017 0.035 

25 0.015 0.018 0.026 0.017 0.036 

26 0.015 0.017 0.026 0.017 0.036 

27 0.014 0.017 0.025 0.016 － 

28 0.013 0.016 0.023 0.014 － 

29 0.014 0.016 0.023 0.015 0.020 

30 0.012 0.014 0.021 0.013 0.017 

令和元年度 0.011 0.014 0.020 0.012 0.017 

2 － － － 0.012 0.015 

資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表  
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過去の NO2濃度の推移を見ると，日平均値の 98％値については一般局では基準となるゾーン内

又はそれ以下を概ね維持しています（図 4-1-11）。 

また，場所別に見ると，一般局と自排局では自排局の方が比較的高く，自動車の排出ガスの

影響を受けていると考えられます（図 4-1-12）。 

 

 

資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 
図 4-1-11 二酸化窒素の長期的評価の推移（日平均値の 98％値） 

 

 

※深大寺児童館は平成 24年度まで総合体育館にて測定。平成 26年度は未計測。平成 28年度は深大寺地域福祉セ

ンターにて測定。 

※平成 25，27～29，令和元年度以降はつつじヶ丘児童館，平成 30年度は旧クリーンセンター，その他の年度は

仙川二丁目交差点にて測定。 

※調布消防署での測定は，下石原交差点前測定局での整備工事完了に伴い，平成 26年度から平成 28年度まで測

定。 

資料：環境政策課 
図 4-1-12 仮設測定局の二酸化窒素濃度の推移（年平均値）  
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表 4-1-27 二酸化窒素の日平均値の 98％値 

（単位：ppm） 

 

都立農業高校 

神代農場 

環境基準 

（日平均値

が 0.06ppm

以下） 

適合状況 

市役所屋上 

測定局 

環境基準 

（日平均値

が 0.06ppm

以下） 

適合状況 

下石原交差点前 

測定局 

環境基準 

（日平均値

が 0.06ppm

以下） 

適合状況 
一般局 一般局 自排局 

平成 19 0.038 ○ 0.045 ○ 0.060 ○ 

20 0.035 ○ 0.040 ○ 0.059 ○ 

21 0.036 ○ 0.041 ○ 0.058 ○ 

22 0.035 ○ 0.038 ○ 0.057 ○ 

23 0.034 ○ 0.036 ○ 0.052 ○ 

24 0.034 ○ 0.037 ○ 0.057 ○ 

25 0.033 ○ 0.038 ○ 0.059 ○ 

26 0.031 ○ 0.034 ○ 0.054 ○ 

27 0.032 ○ 0.034 ○ － － 

28 0.030 ○ 0.032 ○ － － 

29 0.031 ○ 0.034 ○ 0.041 ○ 

30 0.031 ○ 0.036 ○ 0.040 ○ 

令和元 0.026 〇 0.028 ○ 0.031 ○ 

2 － － 0.031 〇 0.036 〇 

※表中の○×は環境基準値の適合状況を示す。市役所屋上測定局は平成 25年度から未計測。 

※下石原交差点前測定局は借用地整備のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで未計測。 

資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 

 

 
表 4-1-28 二酸化窒素の日平均値が 0.06ppmを超えた日数 

（単位：日） 

 

都立農業高校 

神代農場 

環境基準 

（日平均値

が 0.06ppm

以下） 

適合状況 

市役所屋上 

測定局 

環境基準 

（日平均値

が 0.06ppm

以下） 

適合状況 

下石原交差点前 

測定局 

環境基準 

（日平均値

が 0.06ppm

以下） 

適合状況 
一般局 一般局 自排局 

平成 19 0 ○ 0 ○ 6 × 

20 0 ○ 0 ○ 3 × 

21 0 ○ 0 ○ 4 × 

22 0 ○ 0 ○ 3 × 

23 0 ○ 0 ○ 1 × 

24 0 ○ 0 ○ 5 × 

25 0 ○ 0 ○ 4 × 

26 0 ○ 0 ○ 1 × 

27 0 ○ 0 ○ － － 

28 0 ○ 0 ○ － － 

29 0 ○ 0 ○ 0 ○ 

令和元 0 〇 0 ○ 0 ○ 

2 － － 2 × 3 × 

※表中の○×は環境基準値の適合状況を示す。市役所屋上測定局は平成 25年度から未計測。 

※下石原交差点前測定局は借用地整備のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで未計測。 

資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 
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表 4-1-29 移動測定 二酸化窒素の 1時間値の平均値（旧クリーンセンター・つつじヶ丘児童館・仙川二丁目交差点） 

（単位：ppm） 

 
つつじヶ丘児童館･旧クリーンセンター･仙川二丁目交差点 

春季 夏季 秋季 冬季 

平成 19 0.033 0.024 0.032 0.037 

20 － － － 0.028 

21 － － － 0.023 

22 － － － 0.027 

23 － － － 0.019 

24 － － － 0.028 

25 － － － 0.023 

26 － － － 0.024 

27 － － － 0.017 

28 － － － 0.017 

29 － － － 0.023 

30 － － － 0.021 

令和元 － － － 0.028 

2 － － － 0.022 

※平成 25，27～29，令和元年度以降はつつじヶ丘児童館，平成 30年度は旧クリーンセンター， 

その他の年度は仙川二丁目交差点にて測定。 

資料：環境政策課 

 
表 4-1-30 移動測定 二酸化窒素の 1時間値の平均値（深大寺児童館・深大寺地域福祉センター・総合体育館） 

（単位：ppm） 

 
深大寺児童館・深大寺地域福祉センター・総合体育館 

春季 夏季 秋季 冬季 

平成 19 0.021 0.017 0.020 0.024 

20 － － － 0.023 

21 － － － 0.020 

22 － － － 0.018 

23 － － － 0.016 

24 － － － 0.019 

25 － － － 0.027 

26 － － － － 

27 － － － 0.021 

28 － － － 0.010 

29 － － － 0.015 

30 － － － 0.017 

令和元 － － － 0.014 

2 － － － 0.012 

※平成 24年度まで総合体育館にて測定。平成 28年度は深大寺地域福祉センターにて測定。 

※平成 26年度は未計測。 

資料：環境政策課 
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表 4-1-31 移動測定 二酸化窒素の 1時間値の平均値（多摩川一丁目鶴川街道） 

（単位：ppm） 

 
多摩川一丁目鶴川街道 

春季 夏季 秋季 冬季 

平成 19 0.032 0.020 0.032 0.028 

20 － － － 0.028 

21 － － － 0.028 

22 － － － 0.031 

23 － － － 0.027 

24 － － － 0.031 

25 － － － 0.036 

26 － － － 0.020 

27 － － － 0.031 

28 － － － 0.028 

29 － － － 0.025 

30 － － － 0.017 

令和元 － － － 0.017 

2 － － － 0.022 

資料：環境政策課 

 

表 4-1-32 移動測定 二酸化窒素の 1時間値の平均値（調布消防署） （単位：ppm） 

 
調布消防署 

春季 夏季 秋季 冬季 

平成 26 － － － 0.029 

27 0.023 0.009 0.021 0.021 

28 0.017 0.013 0.023 0.023 

※下石原交差点前測定局での整備工事完了に伴い，平成 26年度から平成 28年度まで測定。 

資料：環境政策課 

 

表 4-1-33 令和元年度の二酸化窒素月別変化（都立農業高等学校神代農場） 

測定地点 都立農業高等学校神代農場 

測定項目 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 
月平均値 

１時間値 

の最高値 

日平均値

の最高値 

１時間値 

＞0.2ppm

時間数 

１時間値が 

0.1ppm 以上

0.2ppm 以下 

の時間数 

日平均値 

＞0.06ppm

日数 

日平均値が 

0.04ppm以上

0.06ppm以下 

の日数 

（日） (時間) (ppm） （ppm） （ppm） （時間） （時間） （日） （日） 

令和 

元年 

4月 30 710 0.010 0.044 0.019 0 0 0 0 

5月 31 735 0.009 0.029 0.013 0 0 0 0 

6月 30 709 0.008 0.027 0.014 0 0 0 0 

7月 31 730 0.010 0.049 0.018 0 0 0 0 

8月 31 735 0.008 0.026 0.012 0 0 0 0 

9月 30 709 0.009 0.026 0.014 0 0 0 0 

10月 31 733 0.011 0.060 0.020 0 0 0 0 

11月 30 710 0.014 0.056 0.023 0 0 0 0 

12月 28 678 0.016 0.049 0.027 0 0 0 0 

令和

2年 

1月 31 731 0.017 0.053 0.030 0 0 0 0 

2月 29 687 0.016 0.058 0.034 0 0 0 0 

3月 31 733 0.011 0.054 0.022 0 0 0 0 

年 計 363 8,600 0.139 0.060 0.034 0 0 0 0 

資料：東京都環境局 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 
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表 4-1-34 令和 2年度の二酸化窒素月別変化（市役所屋上測定局） 

測定地点 市役所屋上測定局 

測定項目 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 

１時間値 

の平均値 

１時間値 

の最高値 

日平均値

の最高値 

１時間値 

＞0.2ppm

時間数 

１時間値が 

0.1ppm 以上

0.2ppm 以下 

の時間数 

日平均値 

＞0.06ppm

日数 

日平均値が 

0.04ppm以上 

0.06ppm以下 

の日数 

（日） (時間) （ppm） （ppm） （ppm） （時間） （時間） （日） （日） 

令和 

2年 

4月 30 714 0.009 0.037 0.017 0 0 0 0 

5月 31 734 0.007 0.032 0.013 0 0 0 0 

6月 30 713 0.009 0.042 0.016 0 0 0 0 

7月 31 737 0.008 0.034 0.015 0 0 0 0 

8月 31 735 0.006 0.023 0.010 0 0 0 0 

9月 30 714 0.007 0.026 0.012 0 0 0 0 

10月 31 737 0.012 0.042 0.021 0 0 0 0 

11月 28 701 0.016 0.057 0.024 0 0 0 0 

12月 31 738 0.023 0.062 0.044 0 0 0 1 

令和

3年 

1月 31 737 0.020 0.068 0.043 0 0 0 1 

2月 28 665 0.015 0.069 0.031 0 0 0 0 

3月 31 735 0.011 0.045 0.021 0 0 0 0 

年 計 363 8,660 0.012 0.069 0.044 0 0 0 2 

資料：環境政策課 

 

表 4-1-35 令和 2年度の二酸化窒素月別変化（下石原交差点前測定局） 

測定地点 下石原交差点前測定局 

測定項目 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 

１時間値 

の平均値 

１時間値 

の最高値 

日平均値

の最高値 

１時間値 

＞0.2ppm 

時間数 

１時間値が 

0.1ppm 以上 

0.2ppm 以下 

の時間数 

日平均値 

＞0.06ppm 

日数 

日平均値が 

0.04ppm以上 

0.06ppm以下 

の日数 

（日） (時間) (ppm) （ppm） （ppm） (時間) （時間） （日） （日） 

令和 

2年 

4月 30 714 0.013 0.050 0.022 0 0 0 0 

5月 31 737 0.011 0.041 0.018 0 0 0 0 

6月 28 705 0.013 0.044 0.022 0 0 0 0 

7月 31 738 0.011 0.043 0.021 0 0 0 0 

8月 31 736 0.010 0.030 0.017 0 0 0 0 

9月 30 713 0.010 0.037 0.017 0 0 0 0 

10月 31 738 0.015 0.052 0.026 0 0 0 0 

11月 30 713 0.019 0.062 0.031 0 0 0 0 

12月 31 736 0.026 0.068 0.048 0 0 0 2 

令和

3年 

1月 31 738 0.023 0.073 0.048 0 0 0 1 

2月 28 666 0.019 0.076 0.036 0 0 0 0 

3月 31 734 0.015 0.052 0.025 0 0 0 0 

年 計 363 8,668 0.015 0.076 0.048 0 0 0 3 

※下石原交差点前測定局は借用地整備のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで未計測。 

資料：環境政策課 
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4-1-6. 光化学オキシダント(Ox) 

 

光化学オキシダント（Ox）とは，工場や自動車などから排出された窒素酸化物（NOx）や揮発

性有機化合物（VOC），非メタン炭化水素（NMHC）等が，太陽光線により光化学反応を起こして生

じるオゾンなどのことをいいます。いわゆる光化学スモッグを形成する物質の一つです。 

 

これに対し，「大気汚染防止法」では Oxの環境基準値を定め，光化学スモッグの注意報，警報

の基準として，Ox の時間濃度を用いています。また，Ox の原因物質である NOx や VOC に対する

排出規制，VOCに対する事業者の自主的取組による対策なども進められています。 

 

調布市の Ox濃度については，昭和 50年代にはやや減少しましたが，平成以降緩やかに上昇す

る傾向が見られます（図 4-1-13）。 

 

また，下石原交差点前測定局は，借用地整備工事のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月ま

で未計測でしたが，当該工事完了に伴い，平成 29年 6月 1日から供用開始しました（代替措置で

ある年 4回の調布消防署付近での測定は平成 28年度で終了）。 

 

 
資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 

図 4-1-13 光化学オキシダントの長期推移（昼間の 1時間値の年平均値） 
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表 4-1-36 光化学オキシダントの昼間の 1時間値の年平均値  （単位：ppm） 

 
都立農業高校 
神代農場 
(一般局) 

東京都全域 
(一般局) 

東京都全域 
(自排局) 

市役所屋上 
測定局 

(一般局) 

下石原交差点
前測定局 
(自排局) 

昭和 43年度 － 0.045 － － － 

44 － 0.032 － － － 

45 － 0.034 － － － 

46 － 0.029 0.024 － － 

47 － 0.026 0.021 － － 

48 0.032 0.032 － － － 

49 0.032 0.028 0.027 － － 

50 0.034 0.031 0.028 － － 

51 0.034 0.030 0.025 － － 

52 0.034 0.031 0.028 － － 

53 0.024 0.020 0.011 － － 

54 0.025 0.020 0.013 － － 

55 0.029 0.019 0.013 － － 

56 0.022 0.018 0.014 － － 

57 0.020 0.019 0.015 － － 

58 0.021 0.021 0.018 － － 

59 0.022 0.022 0.016 － － 

60 0.023 0.021 0.021 － － 

61 0.019 0.018 0.017 － － 

62 0.019 0.020 0.019 － － 

平成元年度 0.017 0.017 0.013 0.021 － 

2 0.024 0.021 0.018 0.020 － 

3 0.021 0.021 0.020 0.015 － 

4 0.025 0.024 0.021 0.016 0.010 

5 0.022 0.022 0.020 0.018 0.009 

6 0.025 0.024 0.022 0.021 0.013 

7 0.026 0.025 0.022 0.024 0.017 

8 0.026 0.024 0.021 0.024 0.016 

9 0.026 0.025 0.021 0.029 0.018 

10 0.024 0.023 － 0.023 0.015 

11 0.027 0.026 － 0.022 0.013 

12 0.026 0.026 － 0.021 0.013 

13 0.028 0.028 － 0.018 0.016 

14 0.026 0.027 － 0.019 0.014 

15 0.025 0.026 － 0.021 0.012 

16 0.025 0.027 － 0.022 0.012 

17 0.028 0.029 － 0.020 0.012 

18 0.027 0.029 － 0.018 0.013 

19 0.027 0.029 － 0.022 0.014 

20 0.030 0.030 － 0.028 0.015 

21 0.029 0.030 － 0.030 0.016 

22 0.032 0.032 － 0.031 0.017 

23 0.027 0.028 － 0.031 0.018 

24 0.030 0.030 － 0.031 0.020 

25 0.031 0.032 － 0.031 0.020 

26 0.031 0.032 － 0.035 0.022 

27 0.030 0.031 － 0.035 － 

28 0.031 0.031 － 0.034 － 

29 0.031 0.032 － 0.035 0.029 

30 0.032 0.032 － 0.035 0.032 

令和元 0.032 0.032 － 0.033 0.032 

2 － － － 0.030 0.028 

資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 
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過去の Ox 濃度が環境基準を超えた日数の数値を見ると，全ての測定地点で基準を達成してお

らず，平成 29 年度までは下石原交差点前測定局よりも，都立農業高校神代農場と市役所屋上測

定局の日数が多くなっています（図 4-1-14）。Ox の濃度については，自排局と比較し一般局の

方が高くなる傾向があります。これは非メタン炭化水素（NMHC）の濃度が NOxに比べて相対的に

高い場合，Oxの一つであるオゾン(O3)が急速に増加するといわれており，NOxの濃度が高い自排

局の方が O3 の濃度が低くなっていると考えられます（NO2 濃度の一般局，自排局の違いは，図 

4-1-11から図 4-1-12参照）。 

なお，Oxについては，平成 25年度から移動測定を行っていません。 

 

資料：東京都環境局，環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 
図 4-1-14 光化学オキシダント濃度の昼間の 1時間値が 0.06ppmを超えた日数の推移 

 

月別の記録を見ると，昼間の 1時間値の月平均値は春から夏が高く，秋から冬は低くなる傾向

にあります（図 4-1-15）。 

 

 

資料：東京都環境局 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 
図 4-1-15 令和 2年度における光化学オキシダント濃度の推移（昼間の 1時間値の月平均値） 
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表 4-1-37 光化学オキシダントの昼間の 1時間値が 0.06ppmを超えた日数 （単位：日） 

 

都立農業高校 

神代農場 
環境基準 

適合状況 

市役所屋上 

測定局 
環境基準 

適合状況 

下石原交差点前 

測定局 
環境基準 

適合状況 
一般局 一般局 自排局 

平成 20 98 × 111 × 18 × 

21 92 × 126 × 20 × 

22 98 × 130 × 36 × 

23 73 × 91 × 37 × 

24 71 × 63 × 14 × 

25 91 × 111 × 29 × 

26 91 × 112 × 31 × 

27 79 × 113 × － － 

28 70 × 90 × － － 

29 82 × 105 × 59 × 

30 77 － 97 × 82 × 

令和元 79 × 90 × 71 × 

2 － － 86 × 82 × 

※表中の○×は環境基準値の適合状況を示す。 

※下石原交差点前測定局は借用地整備のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで未計測。 

資料：環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 
 

表 4-1-38 光化学オキシダントの昼間の 1時間値が 0.12ppm以上の日数 （単位：日） 

 
都立農業高校神代農場 市役所屋上測定局 下石原交差点前測定局 

一般局 一般局 自排局 

平成 20 5 0 0 

21 3 9 0 

22 10 5 1 

23 1 15 1 

24 2 1 1 

25 11 12 3 

26 4 5 0 

27 8 10 － 

28 2 4 － 

29 1 1 1 

30 3 5 4 

令和元 5 4 3 

2 － 1 1 

※表中の○×は環境基準値の適合状況を示す。 

※下石原交差点前測定局は借用地整備のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで未計測。 

資料：環境政策課 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 
 

表 4-1-39 移動測定 光化学オキシダントの昼間の 1時間値の平均値（仙川二丁目交差点） （単位：ppm） 

 仙川二丁目交差点 

 春季 夏季 秋季 冬季 

平成 16 0.037 0.023 0.019 0.014 

17 0.030 0.020 0.018 0.015 

18 0.031 0.023 0.028 0.019 

19 0.041 0.015 0.021 0.015 

20 － － － 0.022 

21 － － － 0.009 

22 － － － 0.009 

23 － － － 0.021 

24 － － － 0.022 

※平成 25年度から未計測。 

資料：環境政策課  
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表 4-1-40 移動測定 光化学オキシダントの昼間の 1時間値の平均値（総合体育館） 

（単位：ppm） 

 総合体育館 

 春季 夏季 秋季 冬季 

平成 15 0.039 0.018 0.021 0.017 

16 0.038 0.046 0.015 0.014 

17 0.041 0.040 0.020 0.022 

18 0.034 0.029 0.031 0.019 

19 0.045 0.028 0.026 0.020 

20 － － － 0.015 

21 － － － 0.010 

22 － － － 0.012 

23 － － － 0.017 

24 － － － 0.021 

※平成 24 年度まで総合体育館にて測定。平成 25年度から未計測。 

資料：環境政策課  

 

表 4-1-41 移動測定 光化学オキシダントの昼間の 1時間値の平均値（多摩川一丁目鶴川街道） 

（単位：ppm） 

 多摩川一丁目鶴川街道 

 春季 夏季 秋季 冬季 

平成 15 0.043 0.019 0.017 0.015 

16 0.042 0.028 0.015 0.020 

17 0.032 0.023 0.014 0.014 

18 0.032 0.020 0.020 0.012 

19 0.031 0.024 0.019 0.020 

20 － － － 0.017 

21 － － － 0.009 

22 － － － 0.008 

23 － － － 0.013 

24 － － － 0.016 

※平成 25年度から未計測。 

資料：環境政策課  
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表 4-1-42 令和元年度の光化学オキシダント月別変化（都立農業高等学校神代農場） 

測定地点 都立農業高等学校神代農場 

測定項目 

昼間の 

測定 

日数 

昼間の 

測定 

時間 

昼間の 

１時間

値の月

平均値 

昼間の 

１時間値の

最高値 

昼間の 

日最高 1

時間値

の月間

平均値 

昼間の 

１時間値 

＞0.06ppm 

日数 

昼間の 

１時間値 

＞0.06ppm 

時間数 

昼間の 

１時間値 

≧0.12ppm 

日数 

昼間の 

１時間値 

≧0.12ppm 

時間数 

（日） (時間) （ppm） （ppm） （ppm） （日） （時間） （日） （時間） 

令和

元年 

4月 30 446 0.046 0.096 0.059 15 84 0 0 

5月 31 461 0.052 0.131 0.070 19 121 2 2 

6月 30 446 0.038 0.107 0.055 13 51 0 0 

7月 31 459 0.028 0.072 0.046 6 12 0 0 

8月 31 461 0.033 0.141 0.059 14 58 2 3 

9月 30 445 0.032 0.123 0.054 7 26 1 1 

10月 31 458 0.028 0.093 0.042 3 21 0 0 

11月 30 445 0.023 0.053 0.037 0 0 0 0 

12月 30 423 0.018 0.040 0.029 0 0 0 0 

令和

2年 

1月 31 461 0.021 0.044 0.033 0 0 0 0 

2月 29 428 0.027 0.050 0.040 0 0 0 0 

3月 31 460 0.035 0.067 0.046 2 9 0 0 

年 計 365 5,393 0.032 0.141 0.048 79 382 5 6 

資料：東京都環境局 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表   

 

表 4-1-43 令和 2年度の光化学オキシダント月別変化（市役所屋上測定局） 

測定地点 市役所屋上測定局 

測定項目 

昼間の 

測定 

日数 

昼間の 

測定 

時間 

昼間の 

１時間

値の月

平均値 

昼間の 

１時間値の

最高値 

昼間の 

日最高 1

時間値

の月間

平均値 

昼間の 

１時間値 

＞0.06ppm 

日数 

昼間の 

１時間値 

＞0.06ppm 

時間数 

昼間の 

１時間値 

≧0.12ppm 

日数 

昼間の 

１時間値 

≧0.12ppm 

時間数 

（日） (時間） （ppm） （ppm） （ppm） （日） （時間） （日） （時間） 

令和

2年 

4月 30 448 0.047 0.097 0.047 14 68 0 0 

5月 31 463 0.045 0.098 0.045 16 98 0 0 

6月 30 444 0.045 0.108 0.045 16 86 0 0 

7月 31 461 0.026 0.119 0.026 7 23 0 0 

8月 31 462 0.040 0.135 0.040 19 81 1 1 

9月 30 448 0.027 0.067 0.027 2 5 0 0 

10月 31 463 0.029 0.07 0.029 2 8 0 0 

11月 30 439 0.025 0.051 0.025 0 0 0 0 

12月 31 455 0.018 0.04 0.018 0 0 0 0 

令和

3年 

1月 31 462 0.021 0.046 0.021 0 0 0 0 

2月 28 418 0.033 0.065 0.033 3 9 0 0 

3月 31 461 0.04 0.076 0.040 7 39 0 0 

年 計 365 5,424 0.033 0.135 0.033 86 417 1 1 

資料：環境政策課 
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表 4-1-44 令和 2年度の光化学オキシダント月別変化（下石原交差点前測定局） 

測定地点 下石原交差点前測定局 

測定項目 

測定 

日数 

測定 

時間 

１時間

値の月

平均値 

１時間値の

最高値 

日最高 1

時間値

の月間

平均値 

１時間値 

＞0.06ppm 

日数 

１時間値 

＞0.06ppm 

時間数 

１時間値 

≧0.12ppm 

日数 

１時間値 

≧0.12ppm 

時間数 

（日） (時間) （ppm） （ppm） （ppm） （日） （時間） （日） （時間） 

令和 

2年 

4月 30 718 0.042 0.099 0.060 14 78 0 0 

5月 31 736 0.041 0.093 0.057 17 94 0 0 

6月 30 718 0.037 0.105 0.055 14 79 0 0 

7月 31 742 0.022 0.101 0.050 7 23 0 0 

8月 31 741 0.033 0.134 0.060 19 71 1 1 

9月 30 718 0.023 0.068 0.033 1 2 0 0 

10月 31 742 0.025 0.067 0.036 2 5 0 0 

11月 30 714 0.02 0.051 0.034 0 0 0 0 

12月 31 742 0.014 0.040 0.026 0 0 0 0 

令和 

3年 

1月 31 742 0.018 0.047 0.030 0 0 0 0 

2月 28 670 0.028 0.066 0.040 2 4 0 0 

3月 31 741 0.036 0.071 0.056 7 31 0 0 

年 計 365 8,724 0.028 0.134 0.060 83 387 1 1 

※下石原交差点前測定局は借用地整備のため，平成 27年 3月から平成 29年 5月まで未計測。 

資料：環境政策課 

 

 

表 4-1-45 オキシダントが高濃度になる条件 

①気温 日最高気温が 25℃以上 

②日照時間 日照があること（日射量 13MJ/㎡/日以上） 

③海風 東京湾及び相模湾からの海風の進入があること 

④安定度 安定であること 

館野高層気象台 9時の状態曲線 0～1000mの気温差が 7℃以下 

⑤上空の風 館野高層気象台 9時の状態曲線で，1000m以下の風が南よりの風でないこと 

⑥天気図 夏型の気圧配置(鯨の尾型) 

移動性高気圧又は低気圧や前線の間で気圧傾度が緩い場合 

資料：東京都環境局 
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4-1-7. 光化学スモッグ 

光化学スモッグは，窒素酸化物や炭化水素などの汚染物質が太陽光線（紫外線）を受け，光化

学反応により発生します。この化学物質は，目がチカチカする，喉の痛み，咳など，光化学ス

モッグ障害と呼ばれる症状を引き起こします。 

 

光化学反応により生成される酸化性物質のうち，二酸化窒素を除いた物質を「光化学オキダン

ト」と呼んでいます。このオキシダント濃度が高くなり，その状態が継続すると考えられる場合，

東京都では光化学スモッグ注意報等を発令し，これを受けて調布市では，市内各公共施設等に

発令情報を提供しています。 

 

 

表 4-1-46 光化学オキシダントの発令基準 

段階 発令の基準 
措置 

緊急時協力工場・事業場 一般 

学校情報 オキシダント濃度 0.10ppm 以

上で継続するとき 
－ 

・屋外になるべくでない 

・屋外運動は差し控える 

・被害にあったときは保

健所に届ける 

予報 高濃度汚染が予想されるとき 燃料使用量の削減要請 

注意報 オキシダント濃度 0.12ppm 以

上で継続するとき 

通常の燃料使用量より 20%

程度削減勧告 

警報 オキシダント濃度 0.24ppm 以

上で継続するとき 

通常の燃料使用量より 40%

程度削減勧告 

重大緊急報 オキシダント濃度 0.40ppm 以

上で継続するとき 

通常の燃料使用量より 40%

以上削減命令 

資料：東京都環境局 

 

 
資料：東京都環境局 

図 4-1-16 都内多摩中部地域における光化学スモッグ発令状況の推移 
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4-1-8. 炭化水素(HC) 

炭化水素（HC）とは，炭素原子（C）と水素原子（H），あるいはこれらと他の原子から成り立

っている化合物のことをいいます。このうち非メタン炭化水素（NMHC）は揮発性有機化合物（VOC）

に属する一物質であり，自動車や工場などから排出され，光化学オキシダントの原因物質とな

ります。 

メタン（CH4）は天然ガスの主成分であり，廃棄物の最終処分場や下水汚泥などから発生します。

CH4 は光化学的活性が低いため大気汚染の指標からは除外されることが多いです。一方，気候変

動に影響をおよぼす温室効果ガスとして知られており，その効果は二酸化炭素の約 20倍です。 

 

NMHC については，高度成長期のモータリゼーションに伴った大気汚染を受けて実施された，

「道路運送車両法」に基づく保安基準による排出ガス規制によって，炭化水素の規制値が設定

（規制値は逐次改正）されています。 

また，平成 16 年 5 月に「大気汚染防止法」の一部を改正する法律が公布され，これに基づい

て法規制と自主的取組の適切な組み合わせ（ベストミックス）により，VOC の排出抑制が進めら

ています。 

 

調布市の NMHC濃度については，昭和 60年代から増減はあるものの緩やかに減少傾向を示して

います（図 4-1-17）。 
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資料：東京都環境局 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 
図 4-1-17 非メタン炭化水素の長期推移（6～9時の年平均値） 

 

 大気汚染に係る指針（光化学オキシダントの生成防止のための大気中非メタン炭化水素濃度） 

光化学オキシダントの日最高 1 時間値 0.06ppm に対応する午前 6 時から 9 時までの非メタン炭化水素

の 3時間平均値が，0.20ppmC から 0.31ppmCの範囲にある。 
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表 4-1-47 非メタン炭化水素(NMHC)6～9時の年平均値(単位：ppmC) 

 
都立農業高校 

神代農場(一般局) 
東京都全域 
(一般局) 

東京都全域 
(自排局) 

昭和 58年度 0.66 0.49 － 

59 0.42 0.42 － 

60 0.47 0.46 － 

61 0.48 0.47 － 

62 0.46 0.44 － 

63 0.42 0.43 － 

平成元年度 0.42 0.42 － 

2 0.52 0.44 － 

3 0.46 0.42 － 

4 0.41 0.38 － 

5 0.35 0.35 － 

6 0.38 0.36 0.69 

7 0.36 0.36 0.69 

8 0.35 0.35 0.63 

9 0.34 0.33 0.61 

10 0.41 0.34 0.63 

11 0.31 0.30 0.58 

12 0.27 0.30 0.54 

13 0.30 0.30 0.55 

14 0.29 0.28 0.49 

15 0.29 0.28 0.53 

16 0.32 0.28 0.56 

17 0.37 0.28 0.41 

18 0.34 0.26 0.34 

19 0.22 0.24 0.33 

20 0.18 0.21 0.29 

21 0.18 0.20 0.28 

22 0.18 0.19 0.24 

23 0.18 0.19 0.25 

24 0.20 0.18 0.22 

25 0.19 0.18 0.22 

26 0.16 0.17 0.22 

27 0.17 0.16 0.21 

28 0.14 0.14 0.19 

29 0.12 0.13 0.19 

30 0.11 0.12 0.16 

令和元年 0.10 0.11 0.15 

資料：東京都環境局 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 
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表 4-1-48 非メタン炭化水素(NMHC)6～9時 3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数 

（単位：日） 

 

都立農業高校 
神代農場 環境基準指針 

適合状況 
一般局 

平成 19 57 × 

20 31 × 

21 32 × 

22 31 × 

23 35 × 

24 27 × 

25 39 × 

26 15 × 

27 9 × 

28 9 × 

29 8 × 

30 5 × 

令和元年 1 × 

※表中の○×は環境基準指針の適合状況を示す。 
資料：東京都環境局 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 
 
 

表 4-1-49 メタン(CH₄)濃度の推移（1時間値の年平均値） 

（単位：ppmC） 

 

都立農業高校 

神代農場 
多摩部平均 多摩部平均 都内平均 都内平均 

一般局 一般局 自排局 一般局 自排局 

平成 19 1.90 1.87 1.84 1.89 1.89 

20 1.90 1.88 1.86 1.90 1.90 

21 1.91 1.89 1.87 1.91 1.91 

22 1.91 1.91 1.88 1.93 1.92 

23 1.94 1.93 1.93 1.95 1.96 

24 1.94 1.93 1.93 1.95 1.96 

25 1.95 1.94 1.95 1.96 1.97 

26 1.92 1.94 1.95 1.96 1.98 

27 1.93 1.95 1.96 1.97 1.98 

28 1.94 1.95 1.97 1.97 1.99 

29 1.94 1.94 1.97 1.96 2.00 

30 1.95 1.95 1.94 1.96 1.96 

令和元年 1.98 1.97 1.97 1.98 1.98 

資料：東京都環境局 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 

※大気汚染に係る基準値，指針値は無し 
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4-1-9. アスベスト 

アスベスト（石綿）は，天然に存在する繊維状の鉱物のことをいいます。丈夫で変化しにくい

特性を活かして建材製品などに多く使用されていましたが，この繊維が肺に突き刺さると，肺

がんや中皮腫の原因となることが明らかになっています。 

 

これに対し，平成元年に行われた「大気汚染防止法」等の一部改正により，隣接する敷地との

境界における規制基準を 10 本／リットルと定めると共に，建物の解体作業時などにアスベスト

排出作業届を提出することが義務づけられました。 

また，平成 17 年より建物解体時における飛散防止対策（作業基準の遵守）の義務づけ，平成

18年からは石綿をその重量の 0.1％を超えて含有するすべての石綿含有製品の製造，輸入，譲渡，

提供又は使用の禁止などの措置がとられています。この他，平成 26 年 6 月からは，解体等工事

の発注者から解体等工事を請け負う受注者は，当該工事が特定粉じん排出等作業に該当するか否

かの調査を実施し，その結果及び届出事項を発注者に書面で説明するとともに，その結果等を解

体等工事の場所に掲示することが義務付けられました。 

 

調布市では，平成 24年度まで，市内アスベスト濃度を測定していましたが，過去 10年以上い

ずれの測定地点においても，世界保健機関（WHO）が発表している環境保健クライテリアのアス

ベスト濃度「１リットル当たり 1 本から 10 本」までの数値と比較し，十分低い値となっていた

ため，平成 25年度からは計測を行っていません。 

世界保健機関（WHO）が発表している環境保健クライテリアのアスベスト濃度 

「1リットル当たり 1本から 10本」 

 
表 4-1-50 アスベスト濃度の推移 

（単位：本/リットル） 

 

平成 

15 

年度 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 

測定地点数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

測
定
結
果 

最低 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.057 <0.2 

最高 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.057 <0.2 

平均 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.057 <0.2 

資料：環境政策課 
表 4-1-51 平成 24年度におけるアスベスト濃度 

（単位：本/リットル） 

測定地点 住所 濃度 

クリーンセンター前交差点 調布市深大寺東町 7-45 <0.2 

東部児童館屋上 調布市若葉町 1-29-1 <0.2 

多摩川一丁目鶴川街道 調布市多摩川 1-51 <0.2 

下石原大気測定局 調布市小島町 1-1-1 <0.2 

西町公園 調布市西町 717-5 <0.2 

多摩川第一仲よし広場 調布市多摩川 1-36-5 <0.2 

資料：環境政策課 ※測定日：10月 25日 
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4-1-10. 微小粒子状物質（PM2.5） 

微小粒子状物質（PM2.5）とは，大気中に浮遊する粒子状物質のうち，粒径が 2.5μｍ（1μｍは

1ｍの 100万分の 1）以下のものをいいます。 

 

PM2.5は非常に小さいために，呼吸器系の奥深くまで入りやすいことなどから，人の健康に影響

を及ぼすことが懸念されています。PM2.5などの粒子状物質は，生成機構により，発生源から直接

粒子として排出される「一次粒子」と，排出された時は気体であるが，大気中で化学反応などに

よって粒子化する「二次生成粒子」とに大別されます。また，発生源によっても人為起源と自然

起源に大別されます。人為起源としては，ボイラー等のばい煙を発生する施設，自動車や船舶等

の移動発生源，塗装や印刷等の揮発性有機化合物を発生させるものなど，多種多様な発生源があ

ります。また，自然起源としては，火山活動や黄砂のほか，植物から放出される揮発性有機化合

物などもあります。 

 

東京都環境局及び調布市では，平成 25 年度から微小粒子状物質（PM2.5）の測定を行っていま

す。 

 

 

 
 表 4-1-52 令和元年度 都立農業高等学校神代農場 調査結果 

測定地点 都立農業高等学校神代農場 

測定項目 

有効 

測定 

日数 

測定時間 月平均値 

日平均値が

35μg/m3を

超えた日数 

1時間値の

最高値 

日平均値 

の最高値 

日平均値の

98％値 

（日） (時間) (μg/m3） （日） (μg/m3） (μg/m3） (μg/m3） 

令和

元年 

4月 30 717 10.3 0 33 20.8 － 

5月 28 690 11.3 0 42 30.0 － 

6月 30 716 9.5 0 44 23.3 － 

7月 20 482 11.3 0 36 21.8 － 

8月 31 741 12.1 0 39 22.9 － 

9月 30 717 9.2 0 57 16.5 － 

10月 31 740 7.9 0 25 19.9 － 

11月 27 665 8.1 0 24 15.3 － 

12月 31 739 11.5 0 60 21.4 － 

令和

2年 

1月 31 741 9.4 0 45 20.7 － 

2月 29 694 10.9 0 63 21.9 － 

3月 31 738 9.6 0 35 17.0 － 

年 計 349 8,380 10.1 0 63 30.0 21.9 

資料：東京都環境局 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 
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表 4-1-53 令和 2年度 下石原交差点前測定局 調査結果 

測定地点 下石原交差点前測定局 

測定項目 

有効 

測定 

日数 

測定時間 月平均値 

日平均値が

35μg/m3を

超えた日数 

1時間値の

最高値 

日平均値 

の最高値 

日平均値の

98％値 

（日） (時間) (μg/m3） （日） (μg/m3） (μg/m3） (μg/m3） 

令和

2年 

4月 30 719 7.2 0 21 16.8 － 

5月 31 743 8.0 0 38 27.0 － 

6月 28 690 9.5 0 34 24.5 － 

7月 31 743 5.8 0 33 12.7 － 

8月 31 742 11.2 0 46 25.0 － 

9月 30 719 5.6 0 19 10.5 － 

10月 31 743 7.2 0 27 19.1 － 

11月 30 719 8.9 0 39 20.5 － 

12月 31 741 7.9 0 32 18.6 － 

令和 

3 年 

1月 31 743 8.7 0 45 24.3 － 

2月 28 671 7.8 0 38 19.8 － 

3月 31 742 8.5 0 35 27.5 － 

年 計 363 8,715 8.0 0 46 27.5 21.3 

資料：環境政策課 

※下石原交差点前測定局は借用地整備完了に伴い，平成 29年 6月から計測。 

 

表 4-1-54 令和 2年度 つつじヶ丘児童館 調査結果 

 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 

最小値 
単位 

μg/m3 

11 9 8 7 1 0 0 

最大値 49 34 38 67 32 10 29 

1日平均値 24 22 21 30 14 2 7 

環境基準

適合状況 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

期間平均値 
単位 

μg/m3 
17 

環境基準 

適合状況 
 ○ 

資料：環境政策課 

 

 

 

表 4-1-55 令和 2年度 深大寺児童館 調査結果 

 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 

最小値 
単位 

μg/m3 

1 6 5 3 5 4 0 

最大値 17 27 19 20 44 45 19 

1日平均値 10 15 9 11 27 22 4 

環境基準

適合状況 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

期間平均値 
単位 

μg/m3 
14 

環境基準 

適合状況 
 ○ 

資料：環境政策課 
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表 4-1-56 令和 2年度 多摩川一丁目鶴川街道 調査結果 

 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 

最小値 
単位 

μg/m3 

1 0 0 3 0 0 0 

最大値 14 9 32 20 6 28 13 

1日平均値 8 2 10 10 2 10 3 

環境基準

適合状況 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

期間平均値 
単位 

μg/m3 
6 

環境基準 

適合状況 
 ○ 

資料：環境政策課  
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 水 

4-2-1. 生活環境の保全に関する環境基準（環境基本法） 

 

表 4-2-1(1) 生活環境の保全に関する環境基準（環境基本法） 

水域

類型 
利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度(ｐＨ) 

生物化学的 

酸素要求量 

(ＢＯＤ) 

浮遊物質量 

(ＳＳ) 

溶存酸素量 

(ＤＯ) 
大腸菌群数 

ＡＡ 
水道１級，自然環境保全，及び

Ａ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 

1mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

50MPN/ 

100mL以下 

Ａ 
水道２級，水産１級，水浴，及

びＢ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 

2mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1,000MPN/ 

100mL以下 

Ｂ 
水道３級，水産２級，及びＣ以

下の欄に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 

3mg/L 

以下 

25mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 

5,000MPN/ 

100mL以下 

Ｃ 
水産３級，工業用水１級，及び

Ｄ以下の欄に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 

5mg/L 

以下 

50mg/L 

以下 

5mg/L 

以上 
－ 

Ｄ 
工業用水２級，農業用水，及び

Ｅの欄に掲げるもの 

6.0以上 

8.5以下 

8mg/L 

以下 

100mg/L 

以下 

2mg/L 

以上 
－ 

Ｅ 工業用水３級，環境保全 
6.0以上 

8.5以下 

10mg/L 

以下 

ごみ等の浮遊が認

められないこと。 

2mg/L 

以上 
－ 

 

＜利用目的凡例＞ 

１ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２ 水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

  水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

  水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

３ 水産１級：ヤマメ，イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

  水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

  水産３級：コイ，フナ等，β－中腐水性水域の水産生物用 

４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

  工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

  工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの 

５ 環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 

 

表 4-2-1(2) 生活環境の保全に関する環境基準（環境基本法） 

類型 水生生物の生息状況の適応性 

基準値 

全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸 

及びその塩 

生物Ａ 
イワナ，サケマス等比較的低温域を好む水生生

物及びこれらの餌生物が生息する水域 
0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

生物特

Ａ 

生物Ａの水域のうち，生物Ａの欄に掲げる水生

生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場と

して特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.0006mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

生物Ｂ 
コイ，フナ等比較的高温域を好む水生生物及び

これらの餌生物が生息する水域 
0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

生物特

Ｂ 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち，生物Ｂの欄に

掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔

の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.04mg/L 以下 

※多摩川の拝島橋から下流については，平成 18年 6月 30日から，B類型指定されている。 

※平成 25年に直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩が項目に追加された。 
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表 4-2-2 基準項目の解説 

項目 解説 

pH（水素イオン

濃度） 

pHは，水の酸性，アルカリ性の度合いを表す指標で，水素イオン濃度の逆数の常用対数となります。

pHが 7の時中性でそれより大きいときはアルカリ性，小さいとき酸性になります。 

河川水では通常 7付近ですが，海水の混入，温泉水の混入，流域の地質（石灰岩地帯など），人為汚

染（工場排水など），植物プランクトンの光合成（特に夏期）などにより酸性あるいはアルカリ性に

なることがあります。 

BOD（生物化学的

酸素要求量） 

BOD は Biochemical Oxygen Demand の略称です。溶存酸素（DO）が十分ある中で，水中の有機物が

好気性微生物により分解されるときに消費される酸素の量のことをいい，普通 20℃で 5日間暗所で

培養したときの消費量を指します。 

有機物汚染のおおよその指標になりますが，微生物によって分解されにくい有機物や，毒物による

汚染の場合は測定できません。逆にアンモニアや亜硝酸が含まれている場合は微生物によって酸化

されるので，測定値が高くなる場合があります。 

BOD が高いと DO が欠乏しやすくなり，BOD が 10mg/リットル以上になると悪臭の発生などが起こり

やすくなります。 

SS（浮遊物質量） 浮遊物質ＳＳは Suspended Solids の略称です。水中に浮遊又は懸濁している直径 2mm以下の粒子状

物質のことで，粘土鉱物による微粒子，動植物プランクトンやその死骸，下水，工場排水などに由

来する有機物や金属の沈殿物が含まれます。浮遊物質が多いと透明度などの外観が悪くなるほか，

魚類のえらがつまって死んだり，光の透過が妨げられて水中の植物の光合成に影響することがあり

ます。 

DO（溶存酸素量） DOは Dissolved Oxygen の略称で，水中に溶けている酸素の量です。 

酸素の溶解度は水温，塩分，気圧等に影響され，水温が高くなると小さくなります。DOは河川や海

域の自浄作用，魚類などの水生生物の生活には不可欠なものです。一般に魚介類が生存するために

は 3mg/リットル以上，好気性微生物が活発に活動するためには 2mg/リットル以上が必要で，それ以

下では嫌気性分解が起こり，悪臭物質が発生します。 

大腸菌群数 大腸菌群数は，大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数のことをいいます。水中の大腸菌群数

は，し尿汚染の指標として使われています。 

資料：「水質用語集」京浜河川事務所 

 

4-2-2. 人の健康の保護に関する環境基準(環境基本法) 

 

表 4-2-3 人の健康の保護に関する環境基準(環境基本法) 

項目 基準値  項目 基準値 

カドミウム 0.003mg/L 以下  1,1,1-トリクロロエタン １mg/L以下 

全シアン 検出されないこと。  1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

鉛 0.01mg/L 以下  トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下※2 

六価クロム 0.05mg/L 以下  テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下  1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下  チウラム 0.006mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと。  シマジン 0.003mg/L 以下 

ＰＣＢ 検出されないこと。  チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下  ベンゼン 0.01mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下  セレン 0.01mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下※1  ふっ素 0.8mg/L以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下  ほう素 1mg/L以下 

   １，４－ジオキサン 0.05mg/L 以下 

※1 平成 21年に 0.02mg/L から 0.1mg/Lに変更 

※2 平成 26年に 0.03mg/L から 0.01mg/L に変更 

資料：環境省 
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4-2-3. 要監視項目及び指針値 
 

表 4-2-4 要監視項目及び指針値 

項目 指針値  項目 指針値 

クロロホルム 0.06mg/L 以下  ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ（IBP) 0.008mg/L 以下 

ﾄﾗﾝｽ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L 以下  ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ（CNP) － 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛパﾝ 0.06mg/L 以下  トルエン 0.6mg/L以下 

P-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.2mg/L以下  キシレン 0.4mg/L以下 

ｲｿｷｻﾁｵﾝ 0.008mg/L 以下  ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 0.06mg/L 以下 

ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 0.005mg/L 以下  ニッケル － 

ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ（MEP) 0.003mg/L 以下  モリブデン 0.07mg/L 以下 

ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 0.04mg/L 以下  アンチモン  0.02mg/L以下  

ｵｷｼﾝ銅（有機銅） 0.04mg/L 以下  塩化ビニルモノマー 0.002mg/L 以下 

ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN) 0.05mg/L 以下  エピクロロヒドリン 0.0004mg/L 以下  

ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 0.008mg/L 以下  全マンガン 0.2mg/L以下  

EPN 0.006mg/L 以下  ウラン 0.002mg/L 以下  

ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ（DDVP) 0.008mg/L 以下  ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) 

及び 

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)※1 

0.00005mg/Ｌ以下 

(暫定)※2 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC) 0.03mg/Ｌ以下  

※1 令和 2年 5月 28日に新たに追加 

※2 PFOS及び PFOAの指針値(暫定)については，PFOS及び PFOA の合計値とする 

 

4-2-4. 河川水質測定地点図 

図 4-2-1 河川水質測定地点図 

 



 

 
129 

調布市の環境状況 第４章 

4-2-5. 水質：多摩川（類型 B） 

多摩川の水質の推移を見ると，生物化学的酸素要求量（BOD）については，平成 9 年度から実

施している，多摩川流域下水処理場による，アンモニア性窒素等を削減する「硝化促進運転」を

始めたことにより，BOD値が大幅に改善されました（図 4-2-2）。 

 

溶存酸素量(DO)については，指定された水域類型「B」の環境基準を達成しています（図 

4-2-3）。 

 

浮遊物質量(SS)については，過去 10年間においては環境基準を達成しています（図 4-2-4）。 

 

また，水域類型が「B」に改定されたことで新たに加わった大腸菌群数については，基準値を

超える数値で推移しています（表 4-2-7）。大腸菌群数にはふん便性の大腸菌も含まれますが，

その他土壌に含まれる細菌も数値として反映されます。 

なお，多摩川原橋上流に位置する，北多摩一号水再生センターから処理後に放流される大腸

菌群数については，下水道法施行令に基づく放流水の水質基準内となっています（表 4-2-23）。

ただし，雨天時の増水により北多摩一号水再生センターに流入できず，下水道の吐口から直接

多摩川流域の河川に下水がそのまま流れることもあります。これに対して，平成 15 年度の下水

道法施行令改正により，合流式下水道の改善が進められています。 

 

 

※年 2回以上の計測がある,2地点（多摩川原橋,狛江市境）のデータのみ使用 

資料：○多摩川原橋 京浜河川事務所（速報値） 

○狛江市境 環境政策課 
図 4-2-2 多摩川における生物化学的酸素要求量（BOD）の推移（年平均値） 
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※年 2回以上の計測がある,2地点（多摩川原橋,狛江市境）のデータのみ使用 

資料：○多摩川原橋 京浜河川事務所（速報値） 

○狛江市境 環境政策課 
図 4-2-3 多摩川における溶存酸素量（DO）の推移（年平均値） 
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調布市の環境状況 第４章 

表 4-2-5 生物化学的酸素要求量（BOD）および溶存酸素量（DO）の年平均値 

 

多摩川原橋(国土交通省) 狛江市境(調布市) 

BOD 

(mg/L) 

DO 

(mg/L) 

BOD 

(mg/L) 

DO 

(mg/L) 

昭和 63年度 － － 14.1 7.4 

平成元年度 5.1 7.8 5.5 8.5 

2 5.4 8.2 5.5 7.7 

3 5.4 8.1 2.6 10.5 

4 4.6 9.1 4.0 9.5 

5 4.5 8.4 3.1 9.1 

6 5.6 7.9 4.6 8.3 

7 6.4 8.4 3.2 9.3 

8 6.9 7.7 7.8 8.4 

9 3.5 7.7 1.9 9.3 

10 3.2 8.5 1.7 9.6 

11 2.0 9.0 2.7 9.1 

12 2.6 8.5 2.7 9.7 

13 2.6 8.6 3.0 8.2 

14 2.4 8.5 3.2 9.8 

15 2.7 8.5 1.1 8.8 

16 2.6 8.6 1.1 10.2 

17 2.5 8.7 2.5 9.1 

18 3.1 8.1 1.1 10.1 

19 1.9 8.3 1.5 8.4 

20 1.7 8.5 5.1 5.5 

21 1.6 8.7 1.7 9.6 

22 1.3 8.8 0.9 10.0 

23 1.5 8.0 0.9 8.3 

24 1.7 8.3 0.9 10.7 

25 1.8 8.5 1.2 8.4 

26 2.2 8.3 1.2 9.3 

27 1.5 8.2 1.1 10.7 

28 1.7 8.2 0.9 11.1 

29 1.7 8.3 1.5 9.0 

30 1.3 7.8 2.0 9.6 

令和元年度 1.5 9.4 1.1 9.9 

2 1.4 9.2 1.2 9.3 

資料：○多摩川原橋 京浜河川事務所（速報値） 

○狛江市境 環境政策課 
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※年 2回以上の計測がある,2地点（多摩川原橋,狛江市境）のデータのみ使用 

資料：○多摩川原橋「京浜河川事務所管内の水質調査データ」京浜河川事務所ホームページより算出 

○狛江市境 環境政策課 
図 4-2-4 多摩川における浮遊物質量(SS)の推移（年平均値） 

 

表 4-2-6 浮遊物質量(SS)の年平均値 

（単位：mg/L） 

 

平成 

19 

年度 

20 21 22 23 24 25 26 

 

27 

 

28 29 30 

令和 

元 

年度 

 

2 

多摩川原橋 11 4 3 3 5 7 3 3 2 3 2 3 2 5 

狛江市境  13 7 3 3 4 2 4 1 3 3 9 3 8 6 

資料：○多摩川原橋 京浜河川事務所（速報値） 

○狛江市境 環境政策課 

 

 

表 4-2-7 多摩川における大腸菌群数の推移（年平均値） 

（単位：MPN/100mL） 

 

平成 

19 

年度 

20 21 22 23 24 25 26 

 

27 

 

28 29 30 

令和 

元 

年度 

2 

多摩川原橋 12,000 99,000 25,700 11,000 16,000 8,000 14,000 19,000 22,900 22,000 18,500 21,000 15,000 17,500 

狛江市境 35,500 7,450 20,500 12,000 7,050 14,000 8,150 7,200 20,500 15,000 28,450 3,100 2,550 12,500 

資料：○多摩川原橋 京浜河川事務所（速報値） 

○狛江市境 環境政策課 

備考：Ｂ類型の基準値 5,000MPN/100mL 以下 

   大腸菌群数はふん便性の大腸菌も含まれるが，土壌に含まれる細菌も数値として反映される。 
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調布市の環境状況 第４章 

表 4-2-8(1) 令和 2年度測定結果（多摩川：多摩川原橋） 

測定地点名 多摩川原橋 

測定機関 国土交通省 

区分 測定月日 (月/日) 4/8 5/13 6/3 7/21 8/5 9/2 10/7 11/11 12/2 1/6 2/3 3/4 平均 

一
般
項
目 

現
場
測
定
項
目 

流量 （m3/s） 14.75 16.26 16.93 60.62 60.78 18.56 18.36 16.69 12.47 11.67 11.05 11.63 22.48 

全水深 （ｍ） 1.11 1.55 1.54 1.66 2.39 1.43 0.37 1.80 1.72 1.65 1.60 1.30 1.51 

気温 （℃） 15.2 24.8 26.3 27.0 34.2 30.8 24.0 16.6 11.1 5.0 3.5 12.9 19.3 

水温 （℃） 16.2 20.2 22.6 20.7 23.0 24.6 20.8 16.5 16.3 12.7 11.6 14.7 18.3 

透視度 （cm） >100.0 >100.0 >100.0 >100.0 79.0 >100.0 >100.0 >100.0 24.0 >100.0 >100.0 87.3 － 

生
活
環
境
項
目 

ｐＨ  7.6 7.4 7.5 7.6 7.7 7.5 7.7 7.7 7.4 7.3 7.4 7.4 7.5 

ＤＯ （mg/L） 10 8.7 8.6 8.7 8.9 8.7 9.5 10 9.3 8.8 9.2 10 9.2 

ＢＯＤ （mg/L） 1.3 2.0 0.7 0.8 0.6 2.1 1.2 1.8 1.7 1.4 2.1 0.9 1.4 

ＣＯＤ （mg/L） 3.5 3.6 3.0 2.5 2.0 3.9 3.3 3.5 4.3 4.3 4.1 4.7 3.6 

ＳＳ （mg/L） <1 1 1 4 5 5 2 3 30 2 3 5 5 

大腸菌群数

（MPN/100mL） 
1,700 7,000 54,000 7,900 33,000 46,000 33,000 2,100 13,000 2,200 2,300 7,900 17，500 

資料：京浜河川事務所（速報値） 

 

 

表 4-2-8(2)  令和 2年度測定結果（多摩川：狛江市境） 

測定地点名 狛江市境 
 

測定機関 調布市  

区分 採水月日 （月/日） 6/11 11/5 平均 

一
般
項
目 

現
場
測
定
項
目 

流量 （m3/s） 15.5 0.39 7.95 

当日天候  曇後雨 快晴 － 

前日天候  晴後一時曇 晴 － 

前々日天候  薄曇 曇 － 

気温 （℃） 29.5 15.2 22.4 

水温 （℃） 27.3 14.3 20.8 

色相 （m3/s） 淡黄色 淡黄褐色 － 

臭気  弱藻臭 弱藻臭 － 

透視度 （cm） >50.0 >50.0 － 

生
活
環
境
項
目 

ｐＨ  8.0 7.7 7.9 

ＤＯ （mg/L） 7.8 10.8 9.3 

ＢＯＤ （mg/L） 1.4 0.9 1.2 

ＣＯＤ （mg/L） 2.5 1.7 2.1 

ＳＳ （mg/L） 4 7 6 

大腸菌群数 （MPN/100mL） 22,000 3,000 12,500 

全窒素 （mg/L） 3.52 4.62 4.07 

全りん （mg/L） 0.531 0.025 0.278 

その他項目 

ＭＢＡＳ （mg/L） <0.02 <0.02 － 

アンモニア性

窒素 
（mg/L） 0.06 <0.01 0.04 

硝酸性窒素及

び亜硝酸性窒

素 

（mg/L） 3.4 4.3 3.9 

りん酸性りん （mg/L） 0.529 0.023 0.276 

 全シアン （mg/L） <0.1 <0.1 － 

 鉛 （mg/L） <0.002 <0.002 － 

 全クロム （mg/L） <0.01 <0.01 － 

 電気伝導率 （mS/m） 21.5 17.9 19.7 

資料：環境政策課 
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4-2-6. 水質：野川（類型 D） 

過去の野川の水質の推移を見ると，BODについては，昭和63年に，環境基準を超える数値を確

認していますが，その後の BOD値と，DO,SSについては，指定された水域類型「D」の環境基準を

達成し，より厳しい水域類型の基準も達成しています（図 4-2-5から図 4-2-7）。 

 

 

資料：環境政策課 

 
図 4-2-5 野川における生物化学的酸素要求量（BOD）の推移（年平均値） 

 

 

資料：環境政策課 
図 4-2-6 野川における溶存酸素量（DO）の推移（年平均値） 
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調布市の環境状況 第４章 

表 4-2-9 生物化学的酸素要求量（BOD）および溶存酸素量（DO）の年平均値 

 
橋場橋(調布市) 狛江市境(調布市) 

BOD(mg/L) DO(mg/L) BOD(mg/L) DO(mg/L) 

平成 2年度 － － 4.1 13.2 

3 3.0 10.5 2.3 11.5 

4 2.1 10.6 2.4 11.1 

5 2.5 11.5 4.5 11.0 

6 3.1 11.9 2.9 12.0 

7 1.8 11.0 4.2 10.8 

8 3.8 10.8 1.9 6.3 

9 2.1 11.2 1.9 7.5 

10 1.4 10.8 1.4 10.9 

11 2.5 11.6 3.2 10.9 

12 3.4 10.4 2.4 13.6 

13 2.9 9.7 3.0 9.1 

14 3.1 10.6 2.8 9.8 

15 1.7 10.2 1.3 10.2 

16 2.7 10.2 1.7 10.0 

17 1.6 10.6 2.5 10.7 

18 1.5 9.4 2.3 11.5 

19 1.8 10.3 1.7 10.3 

20 0.9 9.8 1.1 10.3 

21 1.4 10.0 1.3 10.4 

22 1.3 9.7 1.2 9.6 

23 1.4 9.1 2.6 9.9 

24 0.8 9.8 1.0 11.1 

25 1.3 10.4 1.2 10.7 

26 1.1 10.1 1.1 10.4 

27 0.7 9.6 2.3 10.6 

28 1.5 9.1 1.4 10.8 

29 0.7 8.5 2.3 9.6 

30 1.0 9.2 0.7 9.9 

令和元年度 1.7 8.8 3.0 9.4 

2 1.0 9.6 1.0 10.4 

資料：環境政策課 
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資料：環境政策課 

図 4-2-7 野川における浮遊物質量(SS)の推移（年平均値） 
 

 

表 4-2-10 浮遊物質量(SS)の年平均値 

（単位：mg/L） 

 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

令和

元年

度 

2 

橋場橋 6 8 4 2 6 6 3 3 6 5 4 5 3 7 6 

狛江市境 3 4 3 4 7 7 2 5 2 8 3 10 2 6 4 

資料：環境政策課 

  
表 4-2-11(1) 令和 2年度測定結果（野川：橋場橋） 

測定地点名 橋場橋   
 

測定機関 調布市    

区分 採水月日 （月/日） 7/16 9/15 12/2 2/16 平均 

一
般
項
目 

現
場
測
定
項
目 

流量 （m3/s） 0.930 0.438 0.627 0.104 0.525 

当日天候  曇 曇 曇時々雨 快晴 － 

前日天候  雨 曇後一時雨 晴 大雨 － 

前々日天候  雨後曇 曇後一時雨 晴 晴時々曇 － 

気温 （℃） 19.8 25.8 7.4 11.8 16.2 

水温 （℃） 19.3 21.2 11.2 9.0 15.2 

色相  無色透明 無色透明 無色透明 淡緑色透明 － 

臭気  無臭 弱藻臭 弱藻臭 弱藻臭 － 

透視度 （cm） 88.5 >100 >100 47.0 － 

生
活
環
境
項
目 

ｐＨ  7.5 7.5 7.6 7.4 7.5 

ＤＯ （mg/L） 8.9 9.2 10.8 9.3 9.6 

ＢＯＤ （mg/L） 1.1 0.9 <0.5 1.6 1.0 

ＣＯＤ （mg/L） － － － － － 

ＳＳ （mg/L） 10 7 2 4 6 

大腸菌群数 （MPN/100mL） 1,400 33,000 3,300 33,000 17,700 

全窒素 （mg/L） 4.35 4.99 6.09 2.17 4.40 

全りん （mg/L） 0.026 0.029 0.016 0.057 0.032 

その他項目 

ＭＢＡＳ （mg/L） <0.02 － － － － 

硝酸性窒素

及び亜硝酸

性窒素 

（mg/L） － 4.6 4.4 1.9 3.6 

電気伝導率 （mS/m） 17.0 18.0 18.0 12.0 16.0 

資料：環境政策課 
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表 4-2-11(2) 令和２年度測定結果（野川：狛江市境） 

測定地点名 狛江市境 
 

  

測定機関 調布市    

区分 採水月日 （月/日） 6/11 9/15 11/5 2/16 平均 

一
般
項
目 

現
場
測
定
項
目 

流量 （m3/s） 0.20 0.538 0.39 0.099 0.307 

当日天候  曇後雨 曇 快晴 快晴 － 

前日天候  晴後一時曇 曇後一時雨 晴 大雨 － 

前々日天候  薄曇 曇後一時雨 曇 晴時々曇 － 

気温 （℃） 27.0 26.4 15.2 13.8 20.6 

水温 （℃） 24.7 24.9 14.3 12.7 19.2 

色相  無色 無色透明 淡黄褐色 淡緑色透明 － 

臭気  無臭 弱藻臭 弱藻臭 弱藻臭 － 

透視度 （cm） >50 95.0 >50 60.0 － 

生
活
環
境
項
目 

ｐＨ  7.9 7.8 7.7 7.5 7.7 

ＤＯ （mg/L） 10.6 9.6 10.8 10.6 10.4 

ＢＯＤ （mg/L） 1.5 0.8 0.9 0.8 1.0 

ＣＯＤ （mg/L） 2.0 － 1.7 － 1.9 

ＳＳ （mg/L） 2 8 3 4 4 

大腸菌群数 （MPN/100mL） 79,000 23,000 33,000 33,000 42,000 

全窒素 （mg/L） 3.80 4.65 4.62 2.77 3.96 

全りん （mg/L） 0.028 0.045 0.025 0.064 0.041 

その他項目 

ＭＢＡＳ （mg/L） <0.02 <0.02 <0.02 － － 

アンモニア性

窒素 
（mg/L） 0.05 － <0.01 － 0.03 

硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素 
（mg/L） 3.6 － 4.3 2.1 3.33 

りん酸性りん （mg/L） 0.022 － 0.023 － 0.022 

全シアン （mg/L） <0.1 － <0.1 － － 

鉛 （mg/L） <0.002 － <0.002 － － 

フェノール類 （mg/L） <0.04 － － － － 

 全クロム （mg/L） <0.01 － <0.01 － － 

 一般細菌 （個/mL） 350 － － － － 

 電気伝導率 （mS/m） 13.7 18.0 17.9 12.0 15.4 

資料：環境政策課 

 



 

 138 

4-2-7. 水質：仙川（類型 D） 

過去の仙川の水質の推移を見ると，BOD については平成 13 年度以降，水域類型「D」基準を達

成しています（図 4-2-8）。 

DO，SS についても，水域類型「D」の環境基準を達成し，より厳しい水域類型の基準も達成し

ています（図 4-2-9，図 4-2-10）。 

 

 
資料：環境政策課 

図 4-2-8 仙川における生物化学的酸素要求量（BOD）の推移（年平均値） 

 

 
資料：環境政策課 

図 4-2-9 仙川における溶存酸素量（DO）の推移（年平均値） 
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表 4-2-12 生物化学的酸素要求量（BOD）および溶存酸素量（DO）の年平均値 

 

東一の橋(調布市) 柳川橋(調布市) 

BOD 

(mg/L) 

DO 

(mg/L) 

BOD 

(mg/L) 

DO 

(mg/L) 

昭和 63年度 20.6 6.4 29.3 5.4 

平成元年度 2.1 7.8 8.9 6.7 

2 3.1 7.2 14.0 6.3 

3 1.4 7.8 7.7 7.8 

4 1.6 7.4 10.2 7.7 

5 2.2 6.9 6.8 8.2 

6 1.6 6.8 14.5 7.3 

7 0.9 7.7 14.1 8.9 

8 8.8 5.9 3.6 7.4 

9 2.0 7.9 5.2 9.0 

10 2.0 7.5 3.3 9.3 

11 2.2 8.8 5.5 9.6 

12 2.0 7.7 8.4 9.0 

13 1.7 7.8 7.5 8.2 

14 1.3 9.9 6.0 9.6 

15 0.9 9.5 3.3 9.4 

16 1.0 11.1 4.7 10.5 

17 1.6 8.2 4.5 8.9 

18 1.0 9.3 4.9 9.0 

19 1.4 10.7 5.2 8.8 

20 3.4 10.1 6.0 8.9 

21 0.9 11.2 3.8 9.1 

22 1.1 10.5 2.6 9.4 

23 1.0 9.6 3.1 8.9 

24 0.6 10.3 3.3 8.9 

25 1.0 8.9 5.9 8.8 

26 1.1 9.2 3.6 9.1 

27 0.7 11.2 2.7 8.2 

28 1.1 10.1 3.4 8.7 

29 0.8 10.9 5.0 7.4 

30 0.6 9.7 2.6 8.3 

令和元年度 1.5 8.1 1.9 7.9 

2 0.9 9.7 4.3 8.3 

資料：環境政策課 
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資料：環境政策課 

図 4-2-10 仙川における浮遊物質量(SS)の推移（年平均値） 

 

表 4-2-13 浮遊物質量(SS)の年平均値 

（単位：mg/L） 

 

平成

19 

年度 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

令和

元年

度 

2 

東一の橋 5 3 3 5 6 2 2 5 5 3 3 3 3 3 

柳川橋 5 2 1 2 3 1 2 2 2 1 3 2 3 4 

資料：環境政策課 
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表 4-2-14(1) 令和 2年度測定結果（仙川：東一の橋） 

測定地点名 東一の橋   
 

測定機関 調布市    

区分 採水月日 （月/日） 7/16 9/15 12/2 2/16 平均 

一
般
項
目 

現
場
測
定
項
目 

流量 （m3/s） 0.802 0.188 0.139  0.376 

当日天候  曇 曇 曇時々雨  － 

前日天候  雨 曇後一時雨 晴  － 

前々日天候  雨後曇 曇後一時雨 晴  － 

気温 （℃） 26.5 25.0 8.5  20.0 

水温 （℃） 22.1 22.1 14.8  19.7 

色相  無色透明 無色透明 無色透明  － 

臭気  無臭 弱藻臭 無臭  － 

透視度 （cm） >100 >100 >100  － 

生
活
環
境
項
目 

ｐＨ  6.8 6.9 6.9  6.9 

ＤＯ （mg/L） 10.2 9.9 8.9  9.7 

ＢＯＤ （mg/L） 0.6 1.1 1.0  0.9 

ＣＯＤ （mg/L） － － －  － 

ＳＳ （mg/L） 2 3 4  3 

大腸菌群数 （MPN/100mL） 1,300 17,000 7,900  8,700 

全窒素 （mg/L） 5.9 5.78 6.62  6.1 

全りん （mg/L） 0.020 0.020 0.028  0.023 

その他項目 ＭＢＡＳ （mg/L） <0.02 － －  － 

 
硝酸性窒素及び 
亜硝酸性窒素 

（mg/L） － 5.7 5.9  5.8 

 電気伝導率 （mS/m） 20.0 20.0 21.0  20.3 

資料：環境政策課 
表 4-2-14(2) 令和 2年度測定結果（仙川：柳川橋） 

測定地点名 柳川橋   

測定機関 調布市  

区分 採水月日 （月/日） 6/11 9/15 11/5 2/16 平均 

一
般
項
目 

現
場
測
定
項
目 

流量 （m3/s） 0.41 0.447 0.40 0.469 0.432 

当日天候  曇後雨 曇 快晴 快晴 － 

前日天候  晴後一時雨 曇後一時雨 晴 大雨 － 

前々日天候  薄曇 曇後一時雨 曇 晴時々曇 － 

気温 （℃） 29.0 25.8 14.6 13.2 20.6 

水温 （℃） 25.4 25.9 18.9 15.6 21.5 

色相  淡黄色 
淡黄緑色透

明 
淡黄色 淡緑色透明 － 

臭気  弱藻臭 弱藻臭 弱藻臭 弱藻臭 － 

透視度 （cm） >50 >100 >50 >100 － 

生
活
環
境
項
目 

ｐＨ  7.3 7.3 7.3 7.4 7.3 

ＤＯ （mg/L） 7.3 8.8 8.2 8.7 8.3 

ＢＯＤ （mg/L） 5.0 5.8 1.7 4.5 4.3 

ＣＯＤ （mg/L） 5.3 － 4.9 － 5.1 

ＳＳ （mg/L） 2 7 3 3 4 

大腸菌群数 （MPN/100mL） 330 79 680 2 273 

全窒素 （mg/L） 8.89 － 7.33 7.78 8.00 

全りん （mg/L） 0.110 0.109 0.096 0.128 0.111 

その他項目 

ＭＢＡＳ （mg/L） <0.02 － <0.02 － － 

アンモニア性窒素 （mg/L） 2.71 － 1.39 － 2.05 

硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素 

（mg/L） 6.0 － 5.9 3.8 5.2 

りん酸性りん （mg/L） 0.108 － 0.094 － 0.101 

全シアン （mg/L） <0.1 － <0.1 － － 

鉛 （mg/L） <0.002 － <0.002 － － 

全クロム （mg/L） <0.01 － <0.01 － － 

電気伝導率 （mS/m） 23.8 30.0 30.9 30.0 28.7 

資料：環境政策課 
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4-2-8. 水質：その他の河川等（類型なし） 

その他の河川，用水については，水域類系の指定がないため，調布市の調査も環境基準で示

された項目全ての調査を行っているわけではありません。参考までに，過去の BODの水質の推移

を見ると，平成 14年度以降は水域類型「B」の基準を達成しています。 

 

 

資料：環境政策課 
図 4-2-11 その他の河川等における生物化学的酸素要求量（BOD）の推移（年平均値） 
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表 4-2-15 生物化学的酸素要求量（BOD）の年平均値 

 

都橋 

(入間川) 

多摩川流入前

(府中用水) 

野川流入前 

（深大寺の用水） 

野川流入前 

（佐須の用水） 

BOD(mg/L) 

昭和 63年度 17.0 8.0 － － 

平成元年度 3.7 7.8 － － 

2 2.8 2.5 3.7 3.2 

3 3.2 1.7 3.0 1.4 

4 4.6 1.9 3.2 1.8 

5 1.0 2.4 2.5 1.8 

6 － 10.6 5.5 2.1 

7 － 1.0 － － 

8 － 5.1 － － 

9 － 0.6 － － 

10 6.8 0.8 0.9 0.9 

11 3.0 2.3 2.4 2.3 

12 2.0 0.9 1.5 0.9 

13 2.0 1.5 2.5 4.2 

14 1.1 1.1 2.1 1.2 

15 0.8 0.6 1.1 0.9 

16 1.6 0.6 0.9 1.4 

17 1.4 1.2 1.5 1.9 

18 <0.5 0.5 1.1 0.9 

19 － 0.8 1.0 1.3 

20 <0.5 0.6 0.8 <0.5 

21 2.4 1.0 1.0 1.2 

22 2.4 0.8 1.0 0.8 

23 <0.5 <0.5 0.7 1.0 

24 0.7 0.7 0.8 <0.5 

25 1.1 <0.5 0.9 0.6 

26 0.7 1.1 1.4 0.5 

27 <0.5 0.5 0.6 0.5 

28 0.7 <0.5 0.9 0.8 

29 0.6 0.6 0.7 0.6 

30 0.7 0.6 0.8 <0.5 

令和元年度 1.4 0.5 1.5 1.1 

2 <0.5 0.9 0.6 <0.5 

資料：環境政策課 
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表 4-2-16(1) 令和 2年度測定結果（入間川，府中用水，深大寺の用水） 

   河川名 入間川  府中用水  深大寺の用水 
   測定地点名 都橋  多摩川流入前  野川流入前 
   測定機関 調布市  調布市  調布市 

区分 採水月日 （月/日） 9/15  6/11 11/5 平均  7/16 9/15 平均 

 

現
場
測
定
項
目 

流量 （m３/s） 0.009  0.260 0.250 0.255  0.077 0.058 0.068 

当日天候  曇  曇後雨 快晴 －  曇 曇 － 

前日天候  曇後一時雨  晴後一時曇 晴 －  雨 曇後一時雨 － 

前々日天候  曇後一時雨  薄曇 曇 －  雨後曇 曇後一時雨 － 

気温 （℃） 25.8  29.5 17.8 23.7  22.7 22.4 22.6 

水温 （℃） 22.1  22.4 18.4 20.4  19.6 21.1 20.4 

色相   無色透明  無色 無色 －  淡緑色透明 無色透明 － 

臭気   無臭  無臭 弱藻臭 －  弱藻臭 無臭 － 

透視度 （cm） >100  >50 >50 －  93.0 88.0 90.5 

生
活
環
境
項
目 

ｐＨ   8.0  7.9 7.3 7.6  7.6 7.7 7.7 

ＤＯ （mg/L） 10.7  13.3 9.1 11.2  9.2 9.4 9.3 

ＢＯＤ （mg/L） <0.5  0.8 0.9 0.9  0.6 <0.5 0.6 

ＣＯＤ （mg/L） －  <0.5 1.5 1.0  － － － 

ＳＳ （mg/L） －  <1 9 5  － － － 

大腸菌群数
（MPN/100mL） 

（MPN/100mL） －  490 17,000 8,745  － － － 

  全窒素 （mg/L） －  3.33 3.67 3.50  5.08 － － 

  全りん （mg/L） －  0.130 0.278 0.204  0.029 － － 

その他
項目 

ＭＢＡＳ （mg/L） －  <0.02 <0.02 －  <0.02 － － 

アンモニア性窒素 （mg/L） －  0.02 <0.01 －  － － － 

硝酸性窒素及び 
亜硝酸性窒素 

（mg/L） －  3.1 3.6 3.4  － － － 

りん酸性りん （mg/L） －  0.127 0.178 0.153  － － － 

 全シアン （mg/L） －  <0.1 <0.1 －  － － － 

 鉛 （mg/L） －  <0.002 <0.002 －  － － － 

 全クロム （mg/L） －  <0.01 <0.01 －  － － － 

 ホウ素 （mg/L） －  － <0.01 －  － － － 

 電気伝導率 （mS/m） 25.0  19.9 26.0 23.0  17.0 18.0 17.5 

資料：環境政策課 
表 4-2-16(2) 令和 2年度測定結果（佐須の用水） 

   河川名 佐須の用水  佐須の用水 
   測定地点名 野川流入前  農場下 
   測定機関 調布市  調布市 
区分 採水月日 (月/日) 7/16 9/15 平均  7/16 9/15 平均 

一
般
項
目 

現
場
測
定
項
目 

流量 (m３/s) 0.081 0.048 0.065  0.071 0.038 0.055 

当日天候  曇 曇 －  曇 曇 － 

前日天候  雨 曇後一時雨 －  雨 曇後一時雨 － 

前々日天候  雨後曇 曇後一時雨 －  雨後曇 曇後一時雨 － 

気温 （℃） 25.1 25.3 25.2  19.5 23.6 21.6 

水温 （℃） 20.0 22.0 21.0  18.3 19.2 18.8 
色相  淡緑色透明 無色透明 －  淡緑色透明 無色透明 － 
臭気  弱藻臭 無臭 －  無臭 無臭 － 
透視度 （cm） >100 >100 －  >100 >100 － 

生
活
環
境
項
目 

ｐＨ  7.7 7.7 7.7  7.1 7.3 7.2 
ＤＯ （mg/L） 10.4 10.1 10.3  9.0 9.0 9.0 
ＢＯＤ （mg/L） <0.5 <0.5 <0.5  0.9 0.7 0.8 
ＣＯＤ （mg/L） － － －  － － － 
ＳＳ （mg/L） － － －  － － － 
大腸菌群数 （MPN/100mL） － － －  － － － 
全窒素 （mg/L） 6.20 － －  6.06 － － 
全りん （mg/L） 0.010 － －  0.008 － － 

その他 
項目 

ＭＢＡＳ （mg/L） <0.02 － －  <0.02 － － 
電気伝導率 (mS/m) 19.0 19.0 19.0  17.0 18.0 17.5 

資料：環境政策課 
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表 4-2-17 令和 2年度における「人の健康の保護に関する環境基準」項目調査結果 

 

課 

 

資料：環境政策課 

（単位：mg/L） 採水日 
多摩川 府中用水 野川 仙川 

狛江市境 多摩川流入前 狛江市境 柳川橋 

カドミウム 6/11 <0.0003 － <0.0003 － 

全シアン 
6/11 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

11/5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

鉛 
6/11 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

11/5 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

六価クロム 6/11 <0.01 － <0.01 － 

砒素 6/11 <0.005 － <0.005 － 

総水銀 6/11 <0.0005 － <0.0005 － 

アルキル水銀 6/11 <0.0005 － <0.0005 － 

ＰＣＢ 6/11 <0.0005 － <0.0005 － 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 6/11 <0.001 － <0.001 － 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 6/11 <0.0002 － <0.0002 － 

四塩化炭素 6/11 <0.0002 － <0.0002 － 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 6/11 <0.0002 － <0.0002 － 

ジクロロメタン 6/11 <0.0002 － <0.0002 － 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 6/11 <0.0002 － <0.0002 － 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 6/11 <0.0002 － <0.0002 － 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 6/11 <0.0002 － <0.0002 － 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 6/11 <0.0002 － <0.0002 － 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛぺﾝ 6/11 <0.0002 － <0.0002 － 

ベンゼン 6/11 <0.0002 － <0.0002 － 

チウラム 6/11 <0.0006 － <0.0006 － 

セレン 6/11 <0.002 － <0.002 － 

硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 

6/11 3.4 3.1 3.6 6.0 

11/5 3.8 3.6 4.3 5.9 

ふっ素 6/11 0.03 － <0.02 － 

ホウ素 
6/11 <0.01 － － － 

11/7 － <0.01 － － 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 6/11 <0.005 － <0.005 － 

ノニルフェノール 6/11 <0.00006 － － － 

ＬＡＳ 6/11 0.0006 － － － 

全亜鉛 6/11 0.013 － － － 

シマジン 6/11 <0.0003 － － － 

チオベンカルブ 6/11 <0.0003 － － － 
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4-2-9. 自治体合同水質調査 

1) 令和 2年度の各河川等の流域における水質 

令和 2年度調査の結果，多摩川全体の BODについては，各観測地点において指定された環境基

準を一部達成できませんでした（図 4-2-13）。 

大腸菌群数については，基準を達成していない地点が複数ありました（図 4-2-14）。 

なお，多摩川，野川，仙川，府中用水の水質データについては，表 4-2-18(1)から表 

4-2-18(4)に掲載しています。 

 

 

 

 

図 4-2-12 多摩川における調査地点図 

 

資料：「令和 2年度多摩川及び関連河川水質合同調査結果」多摩川水系水質監視連絡協議会 

図 4-2-13 多摩川における生物化学的酸素要求量（BOD） 
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資料：「令和 2年度多摩川及び関連河川水質合同調査結果」多摩川水系水質監視連絡協議会 
図 4-2-14 多摩川における大腸菌群数 
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表 4-2-18(1) 令和 2年度の各河川等の流域における水質（多摩川） 

区分 

 

区市名 

採水位置 
採水 

月日 

ＤＯ ＢＯＤ ＳＳ 大腸菌群数 

mg/L mg/L mg/L MPN/100mL 

奥多摩町 梅沢橋 
7/2 10.3 1.5 1 2,400 

11/5 11.4 <0.5 <1 330 

青梅市 多摩川橋 
6/11 9.8 0.8 1 490 

11/5 11.5 0.9 <1 330 

羽村市 
羽村地区 

最下流 

6/11 10.0 0.6 1 170 

11/5 11.6 <0.5 <1 33 

福生市 
つくし保育

園下流心 

6/11 11.7 2.4 3 33 

11/5 13.4 0.6 <1 23 

昭島市 立川市境 
6/11 8.0 1.6 2 28,000 

11/5 10.0 0.9 1 17,000 

立川市 日野橋下流 
6/11 8.6 0.9 2 22,000 

11/5 11.1 0.5 <1 22,000 

国立市 

中央高速道

路高架下下

流 

6/11 8.2 1.5 2 4,900 

11/5 9.9 1.0 2 7,800 

日野市 
日野市 

下流端 

6/11 8.6 1.3 2 28,000 

11/5 10.6 <0.5 <1 22,000 

多摩市 稲城市境 
6/11 8.3 1.3 1 17,000 

11/5 11.3 0.5 1 3,300 

府中市 
稲城大橋 

上流 

6/11 8.1 1.4 1 11,000 

11/5 11.7 1.4 <1 4,000 

稲城市 多摩川原橋 
6/11 8.3 0.9 1 3,300 

11/5 10.3 0.6 1 4,900 

調布市 狛江市境 
6/11 7.8 1.4 4 22,000 

11/5 9.3 1.0 2 7,800 

狛江市 世田谷区境 
6/11 8.5 1.0 5 54,000 

11/5 10.2 0.8 3 28,000 

世田谷区 丸子橋 
6/11 8.7 0.8 3 1,100 

11/5 10.2 0.8 3 17,000 

大田区 多摩川大橋 
6/11 7.7 1.5 2 7,900 

11/5 7.8 1.0 2 490 

資料：「令和 2年度多摩川及び関連河川水質合同調査結果」多摩川水系水質監視連絡協議会 
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表 4-2-18(2) 令和 2年度の各河川等の流域における水質（野川） 

区分 

 

区市名 

採水位置 採水月日 
ＤＯ 

mg/L 

ＢＯＤ 

mg/L 

ＳＳ 

mg/L 

大腸菌群数 

MPN/100mL 

国分寺市 鞍尾根橋 
6/11 9.6 <0.5 5 24,000 

11/5 11.0 <0.5 3 800 

小金井市 柳橋 
6/11 8.4 0.9 6 7,900 

11/5 10.4 0.5 4 4,900 

三鷹市 御塔坂橋 
6/11 8.1 1.3 7 9,400 

11/5 10.4 0.7 3 23,000 

調布市 狛江市境 
6/11 10.6 1.5 2 79,000 

11/5 10.8 0.9 3 33,000 

狛江市 谷戸橋 
6/11 7.8 1.1 6 17,000 

11/5 10.6 0.6 <1 11,000 

世田谷区 兵庫橋 
6/11 8.2 2.0 4 7,900 

11/5 10.4 0.8 3 4,900 

資料：「令和 2年度多摩川及び関連河川水質合同調査結果」多摩川水系水質監視連絡協議会 

 

表 4-2-18(3) 令和 2年度の各河川等の流域における水質（仙川） 

区分 

 

区市名 

採水位置 採水月日 
ＤＯ 

mg/L 

ＢＯＤ 

mg/L 

ＳＳ 

mg/L 

大腸菌群数 

MPN/100mL 

三鷹市 中条橋 
6/11 7.9 4.4 2 7,900 

11/5 8.6 4.3 2 7,800 

調布市 柳川橋 
6/11 7.3 5.0 2 3,300 

11/5 8.2 1.7 3 6,800 

世田谷区 鎌田橋 
6/11 8.5 2.9 3 7,900 

11/5 11.0 1.4 5 11,000 

資料：「令和 2年度多摩川及び関連河川水質合同調査結果」多摩川水系水質監視連絡協議会 

 

表 4-2-18(4) 令和 2年度の各河川等の流域における水質（府中用水） 

区分 

 

区市名 

採水位置 採水月日 
ＤＯ 

mg/L 

ＢＯＤ 

mg/L 

ＳＳ 

mg/L 

大腸菌群数 

MPN/100mL 

立川市 多摩川 

取水後 

6/11 7.9 1.3 4 7,000 

11/5 9.3 1.0 1 4,900 

国立市 寿流通㈱脇

付近 

6/11 8.2 2.0 3 24,000 

11/5 10.9 0.9 4 17,000 

調布市 多摩川前 
6/11 13.3 0.8 <1 4,900 

11/5 9.1 0.9 9 17,000 

資料：「令和 2年度多摩川及び関連河川水質合同調査結果」多摩川水系水質監視連絡協議会 
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2) 水生生物調査 

水生生物による水質調査の結果，調査年度で多少の変動はありますが，各調査地点での水質

に大きな変化は見られません（表 4-2-20）。 

 

魚類調査では，「オイカワ」「モツゴ」「コイ」「タモロコ」「メダカ」などがよく観察されてい

ます（表 4-2-21,表 4-2-22）。 

 

 

表 4-2-19 生物学的水質判定の目安 

生物学的 

水質等級 
底生生物（例） 付着藻類（例） 

相当する水域類型

（参考） 

Ｏｓ 
 

・貧腐水性 

・きれい 

ヒラタカゲロウ類 

カワゲラ 

ナガレトビゲラ 

ヘビトンボ 

サワガニ 

プラナリア 

 

 

ＡＡ 

Ａ 

βｍ 
 

・β－中腐水性 

・わりあいきれい 

コカゲロウ 

コガタシマトビゲラ 

ヒラタドロムシ 

 

シジミ 

モノアライガイ 

ヌマエビ 

 

Ｂ 

Ｃ 

αｍ 
 

・α－中腐水性 

・汚れている 

サホコカゲロウ 

ミズムシ 

シマイシビル 

 

ヒメタニシ 

 

Ｄ 

Ｅ 

Ｐｓ 
 

・超腐水性 

・とても汚れている 

イトミミズ 

赤色ユスリカ 

ホシチョウバエ 

サカマキガイ 

 

該当する 

類型無し 

※生物学的な水質の判定方法として，調布市では優先種法，Beck-Tsuda 法，Kolkwits 法及び汚濁指数法の４

つから総合的な判定を行っている。 
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図 4-2-15 水生生物調査地点図 

 

※仙川の魚類調査は，奇数年度

は東一の橋，偶数年度は柳川橋

にて測定 
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表 4-2-20 水生生物による河川の生物学的水質判定の推移 

調査

年度 

調査

日 
調査項目 

多摩川 野川 仙川 佐須の用水 

狛江市境 
中耕地橋 

（橋場橋） 
狛江市境 東一の橋 柳川橋 野草園 

野川 

流入前 

16 8/20 
底生生物 βm ― ― αm αm Ps ― 

付着藻類 αm ― ― βm ― αm ― 

17 9/14 
底生生物 βm βm αm αm Ps βm αm 

付着藻類 αm βm βm Ｏs～βm αm βm βm 

18 9/15 
底生生物 βm βm～αm βm～αm βm αm Os βm 

付着藻類 βm Ｏs～βm βm βm βm βm Ｏs～βm 

19 
9/21      

11/16 

底生生物 βm βm βm βm αm Ｏs～βm βm 

付着藻類 βm βm βm βm βm Ｏs～βm Ｏs～βm 

20 
9/5 

10/11 

底生生物 Os βm βm βm～αm αm Os αm 

付着藻類 βm βm βm βm～αm αm αm βm 

21 9/15 
底生生物 βm βm βm βm αm Os Os 

付着藻類 βm βm βm βm βm βm βm 

22 8/26 
底生生物 βm βm βm βm～αm αm Os － 

付着藻類 βm βm βm βm βm βm － 

23 10/13 
底生生物 Ｏs～βm βm～αm βm～αm αm αm Ｏs～βm βm 

付着藻類 βm βm βm βm βm βm βm 

24 10/19 
底生生物 αm βm～αm βm～αm αm αm αm αm 

付着藻類 βm βm βm βm βm βm Ｏs 

25 10/3 
底生生物 βm～αm αm αm αm αm～ps － βm～αm 

付着藻類 βm βm βm βm αm － Ｏs 

26 9/30 
底生生物 Ｏs～βm Ｏs～βm Ｏs～βm βm αm － Ｏs～βm 

付着藻類 βm βm βm βm βm βm βm 

27 10/5 
底生生物 Οs～βm αm βm αm αm － Οs 

付着藻類 βm βm βm βm βm βm βm 

28 10/12 
底生生物 αm βm βm αm αm － Ｏs～βm 

付着藻類 βm βm βm βm～αm βm βm βm 

29 10/12 
底生生物 βm βm βm βm～αm Ps － αm 

付着藻類 βm βm βm βm Ps Ｏs～βm Ｏs 

30 10/30 
底生生物 Ｏs～βm βm Ｏs βm αm － Ｏs～βm 

付着藻類 βm βm βm βm βm βm βm 

令和 

元 

年度 

12/5 
底生生物 Ｏs～βm Ｏs～βm Ｏs～βm βm～αm αm － Ｏs 

付着藻類 βm Ｏs～βm βm βm βm Ｏs～βm Ｏs～βm 

2 11/17 
底生生物 Ｏs Ｏs～βm Ｏs～βm βm～αm αm～Ｐs － Ｏs 

付着藻類 βm βm βm βm βm βm βm 

※平成 19，20年度については，多摩川の濁りのため，多摩川狛江市境調査のみ，各調査日の下段の日程に調査を実施 

※Os：きれいな水域，βm：わりあいきれいな水域，αm：汚れている水域，Ps：とても汚れている水域（水質判定の目安

を参照） 

※平成 22年度の佐須の用水野川流入前については，渇水のため欠測 

※平成 21年度から調査箇所を野川の中耕地橋から橋場橋に変更 

資料：環境政策課  
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表 4-2-21 魚類調査結果の推移（仙川） 

生物名 

平成 

19 

年度 

20 21 22 23 24 26 

 

27 

 

28 29 30 

令和

元年

度 

2 

コ

イ

目 

コイ科 オイカワ ○ ○            

モツゴ ○ ○   ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

タモロコ     ○  ○   ○ ○ ○ ○ 

コイ ○ ○   ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ギンブナ              

フナ属          ○    

ドジョ

ウ科 

ドジョウ       ○       

シマドジョウ ○ ○            

ダ

ツ

目 

メダカ

科 
メダカ ○ ○ ○ ○  ○     ○ ○ ○ 

※令和 2年度調査日：令和 2年 11月 17日 

※当日調査で確認された魚類に○を付けている（確認できなかった魚類が存在していないというわけではない）。 

※東一の橋にて調査（仙川の魚類調査は，奇数年度は東一の橋，偶数年度は柳川橋にて測定） 

※平成 25年度は未調査 

資料：環境政策課 

 
表 4-2-22 魚類調査結果の推移（野川：狛江市境） 

生物名 

平

成 

19 

年

度 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

令

和 

元 

年

度 

2 

コイ目 コイ科 オイカワ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

シマドジ

ョウ 
 ○             

モツゴ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

タモロコ ○  ○ ○   ○ ○  ○ ○ ○  ○ 

コイ ○ ○  ○   ○  ○ ○ ○    

ギンブナ ○   ○   ○        

カマツカ        ○       

ウグイ      ○ ○  ○   ○   

ニゴイ            ○ ○  

フナ属               

ダツ目 
メダカ

科 
メダカ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

サケ目 アユ科 アユ        ○       

スズキ

目 
ハゼ科 

スミウキ

ゴリ 
     ○       ○  

ヨシノボ

リ属 
      ○        

ナマズ

目 

ナマズ

科 
ナマズ         ○   ○   

※令和２年度調査日：令和２年 11月 17日 

※当日調査で確認された魚類に○を付けている（確認できなかった魚類が存在していないというわけではない）。 

資料：環境政策課 
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3) 北多摩一号水再生センターの放流水水質（抜粋）通日試験平均値 

北多摩一号水再生センターの放流水水質は，継続して基準を達成しています。 

 

表 4-2-23 北多摩一号水再生センターの放流水水質（抜粋）通日試験平均値 

 基準値 

平成 

22 

年度 

23 24 25 26 27 

 

28 

 

29 

 

30 

令和 

元 

年度 

ＢＯＤ（mg/L） 25以下 1 1 6 6 5 6 5 7 4 3 

ＣＯＤ（mg/L） － 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 

全窒素（mg/L） 30以下 10 9 8.8 9.9 8.7 8.3 8.6 8.7 7.8 8.1 

全燐（mg/L） 3以下 0.6 0.9 0.7 0.7 1.1 1.2 1.0 1.2 1.1 1.2 

大腸菌群数 
（個／cm3） 

3,000以下 24 51 65 71 260 300 180 380 170 220 

資料：東京都下水道局 ※令和 2年度分データの東京都データは作成時未公表 

 

 

 

 

 

資料：「地域で育む水環境 北多摩一号水再生センター」リーフレット 東京都下水道局 
図 4-2-16 北多摩一号水再生センター位置図 
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4-2-10. 地下水質 

1) 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

 
表 4-2-24 地下水の水質汚濁に係る環境基準と調布市の調査対象項目（環境基本法） 

分類 項目 基準値 主な毒性※1 
調布市 
調査 

VOC 
（揮発
性有機
化合物） 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 
意識喪失，慢性脳障害，発ガン性の疑い
（IARC2B） 

○ 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 肺炎・肝障害，発ガン性の疑い（IARC2B）  

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下※2 肺炎，肝障害，変異原性  

シス 1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 意識低下，皮膚脱脂  

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 皮膚・気道刺激，発ガン性の疑い（IARC2B）  

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 肺炎，肝障害，発ガン性の疑い（IARC2B）  

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 
肝臓・腎臓への影響，人の発ガン性の疑い
（IARC2A） 

○ 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下 呼吸困難，意識喪失，肝障害 ○ 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 肝腎障害  

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下※3 
神経障害，肝腎障害，変異原性，人の発ガン性
の疑い（IARC2A） 

○ 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 肺炎，意識喪失，人の発ガン性（IARC1）  

 

重金属 

カドミウム 0.003mg/L 以下 嘔吐，めまい，腎不全，人の発ガン性（IARC1）  

六価クロム 0.05mg/L 以下 嘔吐，下痢，肝炎，人の発ガン性（IARC1）  

全シアン 検出されないこと 呼吸麻痺，失神，痙攣  

総水銀 0.0005mg/L 以下 手指の震え，腎障害  

アルキル水銀 検出されないこと 知覚言語障害，運動障害  

セレン 0.01mg/L 以下 嘔吐，胃腸障害，貧血  

鉛 0.01mg/L 以下 嘔吐，下痢，感覚障害，発ガン性の疑い（IARC2B）  

砒素 0.01mg/L 以下 嘔吐，下痢，黒皮症，人の発ガン性（IARC1）  

ふっ素 0.8mg/L以下 呼吸器障害，歯骨への影響  

ほう素 1mg/L以下 嘔吐，神経障害，下痢  

シマジン 0.003mg/L 以下 頭痛，神経障害  

チウラム 0.006mg/L 以下 頭痛，咳，肝肺への影響  

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 急性毒性あり  

ＰＣＢ 検出されないこと 
手足のしびれ，肝臓障害，人の発ガン性の疑い
（IARC2A） 

 

 
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒
素 

10mg/L以下 メトヘモグロビン血症  

※1 IARC1：人への発ガン性データが充分ある。 IARC2A：人への発ガン性が疑われる物質 IARC2B：発ガン性の可能性

のある物質 ともに国際ガン研究機関による発ガン性評価 

※2 平成 21年に 0.02m/Lから 0.1mg/L以下に変更 ※3 平成 26年に 0.03mg/Lから 0.01mg/L 以下に変更 

備考 

1．基準値は年間平均とする。ただし，全シアンに係る基準値については，最高値とする。 

2．「検出されないこと」とは，規定の測定方法により測定した場合において，その結果が測定方法の定量限界を下回

ることをいう。 

参考：環境省 揮発性有機化合物による地下水汚染対策に関するパンフレット「地下水をきれいにするために」 
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2) 地下水調査結果の推移 

過去の地下水調査結果の推移を見ると，対象物質を検出した井戸は 10 か所前後で推移してい

ますが，そのうち基準に適合しなかった井戸は 1～2か所程度で推移しています（表 4-2-25）。 

環境基準不適合の井戸については，できる限り翌年度も経過観察を行っています。 
 

表 4-2-25 地下水調査結果の推移 

 調査井戸数 
有機塩素系化学
物質検出井戸数 

地下水の水質汚濁に係る環境
基準不適合井戸数 

環境基準不適合井戸の町丁目 

平成 19年度 20 11 1 染地 2 丁目 

20 20 8 2 染地 2 丁目，緑ケ丘 2 丁目 

21 16 0 1 緑ケ丘 2丁目 

22 20 7 2 染地 2丁目,緑ケ丘 2丁目 

23 17 12 2 染地 2丁目,緑ケ丘 2丁目 

24 18 13 2 染地 2丁目,緑ケ丘 2丁目 

25 12 9 1 染地 2丁目 

26 20 14 1 染地 2丁目 

27 18 15 2 染地 2丁目,緑ケ丘 2丁目 

28 14 12 2 染地 2丁目,緑ケ丘 2丁目 

29 15 6 2 染地 2丁目，緑ケ丘 2丁目 

30 13 10 1 染地 2丁目 

令和元年度 14 7 0 － 

2 14 10 1 染地 2丁目 

資料：環境政策課 
 

3) 地下水原水濃度測定結果の推移 

東京都が実施した調査により，多摩川３丁目付近の井戸から環境基準値を大幅に超える有機

塩素系化学物質が検出され，東京都は汚染機構解明調査を行い，除去手法研究を行いました。

その後，平成 12年に東京都と調布市で協議の上，浄化対策を市が行うこととなり，平成 13年に

浄化計画を立て，平成 14年 6月から，本格的な浄化作業に着手しています。 

浄化対策を実施してから，地下水の化学物質濃度は減少する傾向が見られます（表 4-2-26）。 
 

表 4-2-26 多摩川３丁目付近井戸における地下水揚水原水濃度の推移 

 
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

地下水の水質汚濁に係る環境基準 0.01未満 0.03未満 0.04未満 0.002未満 

平成 15年度 平成 16年 1月 8日 12 7.0 1.0 - 

16 平成 17年 2月 9日 8.1 5.0 0.89 - 

17 平成 18年 1月 10日 6.3 4.8 1.0 - 

18 平成 19年 2月 7日 3.8 3.0 0.72 - 

19 平成 20年 2月 5日 3.8 3.1 0.94 - 

20 平成 21年 2月 12日 2.5 2.7 1.3 - 

21 平成 22年 3月 17日 2.1 1.9 0.74 - 

22 平成 23年 3月 11日 1.7 1.8 1.0 - 

23 平成 24年 3月 1日 0.72 1.3 1.2 - 

24 平成 25年 3月 13日 0.77 1.3 1.3 - 

25 平成 26年 3月 10日 0.55 1.1 1.3 - 

26 平成 27年 3月 9日 0.38 0.87 1.2 - 

27 平成 28年 3月 7日 0.22 0.63 0.98 - 

28 平成 29年 3月 6日 0.16 0.59 1.1 - 

29 平成 30年 3月 9日 0.10 0.47 1.0 - 

30 平成 31年 3月 20日 0.093 0.47 1.1 0.0011 

令和元年度 令和 2年 3月 10日 0.061 0.36 1.0 0.0010 

2 令和 3年 3月 9日 0.038 0.32 1.0 0.0011 

※地下水浄化後の数値は定量未満となっている。測定は公定法による。 ※平成 30年度よりｸﾛﾛｴﾁﾚﾝを調査項目に追加。 

資料：環境政策課 
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4-2-11. 湧水 

1) 湧水調査 

市内の湧水に関する情報・事例を収集し，実態を把握することによって，減少傾向にあると

される市内の湧水の保全及び回復の具体的な方策を検討するため，湧水調査を行いました。 

 

調査は豊水期と渇水期に，市内 54 か所（図 4-2-17）を調査しました。平成 30 年度調査の結

果では，豊水期 29か所，渇水期 22か所において湧水が確認されました（表 4-2-27）。 

湧水箇所数は，前回調査（平成 26年度比）とほぼ同様でした。 

 

 

 

図 4-2-17 湧水調査地点図 
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表 4-2-27 湧水調査結果 

No 住所 名称等 

湧水状況調査結果 

湧水を確認

できなく 

なった年度 

平成23年度 平成26年度 平成30年度 

豊水

期 

渇水

期 

豊水

期 

渇水

期 

豊水

期 

渇水

期 

1 飛田給2-29 布田崖線下 平成19年度  － － － － － － 

2 上石原2-18 旧警察庁第七機動隊北側（府中用水）  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3 上石原2-19 市立第三小学校南側（府中用水）  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4 上石原2-47 社会教育施設用地南側（府中用水）  － － － － ○ － 

5 下石原3-23 石原橋上流部（府中用水）  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

6 下石原3-5 若宮八幡神社南側（府中用水）   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

7 深大寺元町2 民家 平成10年度  － － － － － － 

8 深大寺元町2 民家 平成10年度  － － － － － － 

9 深大寺元町2 民家 平成19年度  － － － － － － 

10 深大寺元町2-12 池上院北側  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

11 深大寺元町2-33 深大寺通り民家周辺 平成12年度  - - - - － － 

12 深大寺元町3 民家 平成19年度  - - - - － － 

13 深大寺元町3 民家 平成12年度  - - - - － － 

14 深大寺元町3 民家 平成10年度  - - - - － － 

15 深大寺元町5-9 水神苑大師茶屋北側駐車場擁壁  平成19年度 - - - - － － 

16 深大寺元町5-9 そば処湧水北側  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

17 深大寺元町5-10 水神苑北西側水路  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

18 深大寺元町5-11 深大寺深沙大王堂北側  ○ ○ ○ ○ ○ － 

19 深大寺元町5-11 深大寺深沙大王堂北側 平成19年度  － － － － － － 

20 深大寺元町5-11 境内水路  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

21 深大寺元町5-11 深大寺延命観音堂南側  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

22 深大寺元町5-14 深大寺境内 平成12年度 － － － － － － 

23 深大寺元町5-15 深大寺本堂  － － － － ○ － 

24 深大寺元町5-15 深大寺釈迦堂階段下  ○ － ○ ○ ○ － 

25 深大寺元町5-15 深大寺本坊通用門東側  ○ ○ ○ ○ ○ － 

26 深大寺元町5-15 深大寺不動堂滝口  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27 深大寺南町1-25 深大寺自然広場野草園  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 深大寺南町1-25 深大寺自然広場カタクリ群生地下 平成19年度  － － － － － － 

29 深大寺南町2-17 カニ山キャンプ場広場 平成19年度  － － － － － － 

30 深大寺南町2-18 カニ山キャンプ場西側 平成19年度  － － － － － － 

31 深大寺南町4-16 神代農場ワサビ田  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

32 深大寺南町4-16 神代農場上部流入  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

33 深大寺南町4-16 神代農場養鱒池下流  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

34 深大寺南町4-16 神代農場左岸池  ○ ○ ○ ○ ○ － 
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表 4-2-27 湧水調査結果（続き） 

No 住所 名称等 

湧水状況調査結果 

湧水を確認

できなく 

なった年度 

平成23年度 平成26年度 平成30年度 

豊水
期 

渇水
期 

豊水
期 

渇水
期 

豊水
期 

渇水
期 

35 深大寺南町4-17 深大寺自然広場西斜面 平成19年度 － － － － － － 

36 深大寺南町4-17 深大寺自然広場農場境界  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

37 深大寺南町4-17 深大寺自然広場東斜面  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

38 深大寺南町4-17 神代農場 平成19年度 － － － － － － 

39 佐須町5 民家  － － ○ ○ ○ ○ 

40 佐須町5 民家 平成19年度 － － － － － － 

41 佐須町5 民家  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

42 多摩川1-29 石原橋下流  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

43 多摩川4-7 京王ﾌﾛｰﾗﾙｶﾞｰﾃﾞﾝｱﾝｼﾞｪ西側水底（府中用水）   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

44 多摩川4-38 京王ﾌﾛｰﾗﾙｶﾞｰﾃﾞﾝｱﾝｼﾞｪ内水底（府中用水）   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

45 上布田町 多摩川府中用水合流点上流ワンド  ○ ○ ○ ○ ○ 不明 

46 国領町6 民家 平成19年度 － － － － － － 

47 国領町7 マンション南側（府中用水） 平成19年度 － － － － － － 

48 染地1-2 布田崖線下用水① 平成19年度 － － － － － － 

49 染地1-14 布田崖線下用水② 平成12年度 － － － － － － 

50 染地1-15 布田崖線下用水③ 平成19年度 － － － － － － 

51 染地2-19 布田崖線下用水④ 平成12年度 － － － － － － 

52 若葉町1-23 実篤公園  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

53 入間町1-8 NTT入間樹林① 昭和60年度 － － － － － － 

54 入間町1-9 NTT入間樹林② 昭和60年度 － － － － － － 

  湧水確認箇所数 － 26 25 27 27 29 22 

※調査時期 

平成 23年度 （豊水期）平成 23年 11月 18，21，22日，（渇水期）平成 24年 2月 15，16日 

平成 26年度 （豊水期）平成 26年 9月 16，17，18日，（渇水期）平成 27年 2月 3，4，10日 

平成 30年度 （豊水期）平成 30年 10月 9，10，11日，（渇水期）平成 31年 2月 2，5，7日 

※表中の「○」は，湧水が確認された箇所を示す。 

資料：環境政策課 

 



 

 160 

 騒音 

4-3-1. 騒音に係る環境基準 

 

表 4-3-1 騒音に係る環境基準（一般地域） 

地域の類型 当てはめ地域 

基準値（ＬＡｅｑ） 

昼間 

（6時～22時） 

夜間 

（22時～6時） 

ＡＡ 

療養施設，社会福祉施

設等が集合して設置

される地域など特に

静穏を要する地域 

50 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 40 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

Ａ及びＢ 

Ａ：専ら住居の用に供

される地域 

Ｂ：主として住居の用

に供される地域 

55 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 45 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

Ｃ 

相当数の住居と併せ

て商業，工業等の用に

供される地域 

60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 50 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

 

 
表 4-3-2 騒音に係る環境基準（道路に面する地域） 

地域の類型 

基準値（ＬＡｅｑ） 

昼間 

（6時～22時） 

夜間 

（22時～6時） 

Ａ地域のうち 2車線以上の車線

を有する道路に面する地域 
60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 55 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

Ｂ地域のうち 2車線以上の車線

を有する道路に面する地域及

びＣ地域のうち車線を有する

道路に面する地域 

65 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 60 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

 

 
表 4-3-3 騒音に係る環境基準（幹線交通を担う道路に近接する空間） 

基準値（ＬＡｅｑ） 

昼間 

（6時～22時） 

夜間 

（22時～6時） 

70 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 65 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下 

備考：個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉め

た生活が営まれるとみとめられるときは，屋内へ透過する騒音に係る基準

（昼間にあっては 45 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下，夜間にあっては 40 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下）によるこ

とができる。 

 

※ 幹線交通を担う道路：高速自動車道，一般国道，都道府県道及び市町村道（市町村道にあっては 4 車線以上

の区間に限る。）等を表し，「幹線交通を担う道路に近接する空間とは，以下のように車線数の区分に応じて道

路端からの距離によりその範囲を特定する。 

・2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路：15ｍ 

・2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路：20ｍ 

 

資料：環境省「交通騒音問題の未然防止のための沿道・沿線対策に関するガイドライン（別添）」 
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4-3-2. 騒音規制法の自動車騒音に係る要請限度 

 

表 4-3-4 騒音規制法の自動車騒音に係る要請限度 

（単位：デシベル）   

区域の

区分 
当 て は め 地 域 車 線 等 

時 間 の 区 分 

昼間 

（6時～22時） 

夜間 

（22時～翌 6時） 

a区域 

第 1種低層住居専用地域  

第 2種低層住居専用地域  

第 1種中高層住居専用地域  

第 2種中高層住居専用地域 

（AA地域を含む） 

1車線 65 55 

2車線以上 70 65 

近接区域 75 70 

ｂ区域 

第 1種住居地域  

第 2種住居地域  

準住居地域  

用途地域の定めのない地域 

1車線 65 55 

2車線以上 

近接区域 
75 70 

区域の

区分 
当 て は め 地 域 車 線 等 

時 間 の 区 分 

昼間 

（6時～22時） 

夜間 

（22時～翌 6時） 

c区域 

近隣商業地域  

商業地域  

準工業地域  

工業地域 

1車線 

2車線以上 

近接区域 

75 70 

記事 

・車線とは 1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道部

分をいう。 

・近接区域とは，幹線交通を担う道路に近接する区域をいい，幹線交通を担う道路とは，高速

自動車国道，一般国道，都道府県道及び 4車線以上の区市町村道をいう。近接する区域とは，

車線の区分に応じた道路端からの距離が 2 車線以下の車線を有する道路は 15m，2 車線を超え

る車線を有する道路は 20mの範囲とする。 

備考 1 測定評価の地点  

 (1)道路に接して住居等が立地している場合は，道路端における騒音レベルとする。 

(2)道路に沿って非住居系の土地利用がなされ，道路から距離をおいて住居等が立地している場合は住 

居等に到達する騒音レベルを測定評価する。 

 2 騒音の測定は当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を対象とし，測定日数は，

連続する 7日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる 3日間について行うものとする。 

 3 騒音の測定方法は，原則として JIS Z8731 に定める騒音レベル測定法による。 

 4 騒音の評価手法は，等価騒音レベルによるものとする。 

 5 騒音の大きさは，測定した値を時間の区分ごとに 3 日間の原則として，全時間を通じてエネルギーに

平均した値とする。 

 

資料：東京都環境局ホームページ 
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4-3-3. 道路交通騒音レベルの測定結果 

令和元年度は，道路交通騒音レベルの測定を市内 5か所で行いました(図 4-3-1)。昼間の環境

基準を達成できなかった地点は 2か所，夜間の環境基準を達成できなかった地点は 2か所でした。

また，要請限度を達成できなかった地点はありませんでした。 

 

 

 

図 4-3-1 騒音測定地点図 

 

表 4-3-5 測定地点の道路交通騒音に係る環境基準値と要請限度 

（単位：デシベル）  

測定地点 
環境基準 

類型 

要請

限度 
路線名（通称名） 車線数 

環境基準 要請限度 

昼間 夜間 昼間 夜間 

①深大寺北町 7-6-10地先 Ａ a 
都道調布田無線 

（武蔵境通り） 
4 

70 65 75 70 

②富士見町 2-16-33地先 Ａ a 
都道調布田無線 

（武蔵境通り） 
2 

③西つつじケ丘 3-19-1地先 Ｂ b 
国道 20号線 

（甲州街道） 
4 

70 65 75 70 ④仙川町 2-6-5地先 Ｃ c 
国道 20号線 

（甲州街道） 
4 

⑤多摩川 2-26地先 Ｃ c 
都道町田調布線 

（鶴川街道） 
4 

資料：環境政策課 

 

 

  

① ① 

② 

⑤ 

③ 

④ 
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表 4-3-6 測定結果（令和 2年度） 

測定地点 
測定

日 

昼 夜 

測定

結果 

環境

基準 

環境

基準

達成

状況 

要請 

限度 

要請

限度

達成

状況 

測定

結果 

環境

基準 

環境

基準

達成

状況 

要請 

限度 

要請

限度

達成

状況 
単位：dB 単位：dB 単位：dB 単位：dB 

①深大寺北町 7-6-10地先 
1/14- 

1/15 
59 70 ○ 75 ○ 54 65 ○ 70 ○ 

②富士見町 2-16-33地先 
1/14- 

1/15 
62 70 ○ 75 ○ 57 65 ○ 70 ○ 

③西つつじケ丘 3-19-1地先 
1/14- 

1/15 
71 70 × 75 ○ 67 65 × 70 ○ 

④仙川町 2-6-5地先 
1/14- 

1/15 
72 70 × 75 ○ 70 65 × 70 ○ 

⑤多摩川 2-26地先 
1/14- 

1/15 
64 70 ○ 75 ○ 58 65 ○ 70 ○ 

 

 

表 4-3-7 測定結果 

（単位：デシベル） 

 

①深大寺北町

7-6-10先 

②富士見町

2-16-33 

③西つつじケ丘

3-19-1 
④仙川町 2-6先 

⑤多摩川 1-51

先 

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

平成 19年度 61 60 66 64 68 65 73 72 68 65 

20 61 60 66 64 68 65 72 71 70 66 

21 60 57 65 62 66 66 74 73 67 64 

22 63 57 62 62 67 63 71 70 64 60 

23 61 56 66 64 66 64 70 68 68 64 

24 61 57 67 65 69 65 72 70 69 65 

25 63 65 67 66 72 70 71 69 69 65 

26 63 60 67 65 72 69 74 72 70 66 

27 61 58 68 68 71 69 72 71 70 65 

28 63 61 68 67 73 70 74 73 69 65 

29 57 52 67 66 72 68 71 71 68 64 

30 57 53 66 64 72 69 72 71 67 62 

令和元年度 58 54 66 65 72 69 72 70 65 60 

2 59 54 62 57 71 67 72 70 64 58 

資料：環境政策課 
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1) 道路交通騒音の常時監視結果 

    自動車騒音の状況の常時監視は，自動車騒音対策を計画的総合的に行うために，地域の騒音暴

露状況を経年的に系統立てて監視することが必要不可欠であるとして，地方自治法第 245 条の 9

の規定に基づき，都道府県及び市が行う法定受託事務です。常時監視は，当該法定受託事務を処

理するに当たりよるべき基準として通知された「騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音

の状況の常時監視に係る事務の処理基準について（平成 23年 7月改正）」により実施しています。  

なお，自動車騒音の状況の常時監視とは，状況把握を継続的に行うことであり，365日 24時間

連続的に監視するということではありません。 

調布市では，道路周辺地域の環境改善を図るため，市内の主要幹線道路を対象として，環境省

の面的評価支援システム（一定の住居範囲におけるある 1 点（A）で測定した騒音から，当該居

住範囲の全戸（B）の騒音を推計する新たな騒音の計測方法）により，計画的に自動車騒音を測

定しています。 

 
表 4-3-8 各区間の評価結果（令和 2年度） 

道路名 

（通称名） 
評価区間番号 

基準点騒音 

レベル(dB)※A 

残留騒音 

レベル(dB)※A 

環境基準 

達成率(%) 

環境基準 

達成戸数(戸) 
全戸数(戸) 

※B 
昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

一般国道 20号 17010 71 67 46 36 94.7 92.2 6,216 6,048 6,561 

大田調布線 40640 63 59 42 36 99.9 99.3 4,110 4,084 4,114 

調布田無線 40680 59 54 35 34 100.0 100.0 717 717 717 

調布田無線 40720 62 57 43 41 86.6 85.1 576 566 665 

町田調布線 41180 64 58 42 39 99.6 99.3 1,331 1,327 1,336 

武蔵野狛江線 60130 63 58 42 38 99.1 99.1 224 224 226 

武蔵野狛江線 60140 67 65 41 39 100.0 98.5 685 675 685 

武蔵野狛江線 60170 61 57 38 35 99.9 99.9 873 873 874 

調布経堂停車

場線 
60240 65 58 49 40 99.9 99.9 784 784 785 

資料：環境政策課 

  



 

 
165 

調布市の環境状況 第４章 

 振動 

4-4-1. 道路交通振動に係る要請限度 

 

表 4-4-1 道路交通振動に係る要請限度（振動規制法） 

（単位：デシベル）    

区域の区分 当てはめ地域 時間の区分 基準値 

第 1種区域 

第 1種低層住居専用地域 

第 2種低層住居専用地域 

第 1種中高層住居専用地域 

第 2種中高層住居専用地域 

第 1種住居地域・第 2種住居地域 

準住居地域・用途地域の定めのない地域 

昼間（8時～19時） 65 

夜間（19時～翌日 8時） 60 

第 2種区域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

昼間（8時～20時） 70 

夜間（20時～翌日 8時） 65 

 

備考 1 振動の測定場所は，道路の敷地の境界線とする。 

 2 振動の測定は，当該道路に係る道路交通振動を対象とし，当該道路振動の状況を代表すると認めら

れる 1 日について，昼間及び夜間の区分ごとに 1 時間当たり 1 回以上の測定を 4 時間以上行うもの

とする。 

 3 振動の測定方法は，次のとおりとする。 

 (1) 振動ピックアップの設置場所は，次のとおりとする。 

  イ 緩衝物がなく，かつ，十分踏み固め等の行われている固い場所。 

  ロ 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所。 

  ハ 温度，電気，磁気等の外囲条件の影響を受けない場所。 

 (2) 暗振動の影響の補正は，次のとおりとする。 

  測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動（当該測定場所において発生する振動で当該測定の対

象とする振動以外のものをいいます。）の指示値の差が 10 デシベル未満の場合は，測定対象とする

振動に係る指示値から次の表の上覧に掲げる指示値の差ごとに，同表の下欄に掲げる補正値を減ず

るものとする。 

指示値の差(デシベル) 3 4 5 6 7 8 9 

補 正 値(デシベル) 3 2 1 

 4 振動レベルは，5秒間隔，100個又はこれに準ずる間隔，個数の測定値の 80%レンジの上端の数値を，

昼間及び夜間の区分ごとにすべてについて平均した数値とする。 

資料：「道路交通騒音振動調査報告書」東京都環境局 
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4-4-2. 測定結果 

市内 3か所で測定を行っています（図 4-4-1）。測定地点ごとの要請限度区分は表 4-4-2のと

おりです。 

振動の推移を見ると，過去 10年間を通して要請限度の数値を達成しています（表 4-4-4）。 

 

 
図 4-4-1 振動測定地点図 

 

表 4-4-2 測定地点の道路交通振動に係る要請限度 

（単位：デシベル）    

測定地点 区域の区分 
要請限度 

昼間 夜間 

①深大寺北町 7-6-10地先 

第 1種区域 65 60 ②富士見町 2-16-33地先 

③西つつじヶ丘 3-19-1地先 

資料：環境政策課 

 

① 
① 

② 
③ 
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表 4-4-3 測定結果（令和 2年度） 

測定地点 測定日 

昼 夜 

測定 

結果 

要請 

限度 

要請

限度

達成

状況 

測定 

結果 

要請 

限度 

要請

限度

達成

状況 
単位：dB 単位：dB 単位：dB 単位：dB 

①深大寺北町 7-6-10地先 1/14-1/15 46 65 ○ 40 60 ○ 

②富士見町 2-16-33地先 1/14-1/15 41 65 ○ 38 60 ○ 

③西つつじヶ丘3-19-1地先 1/14-1/15 45 65 ○ 40 60 ○ 

 

 

表 4-4-4 測定結果 

（単位：デシベル） 

 つつじヶ丘児童館付近 希望の家授産場前 
神代植物公園前駐在所

付近 
仙川キユーポート付近 

 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

平成 19

年度 
48 47 55 51 37 33 － － 

20 50 48 51 50 38 32 － － 

21 47 45 53 50 37 32 － － 

22 40 34 44 47 35 31 － － 

23 45 42 54 49 36 30 － － 

24 43 41 55 50 37 30 － － 

25 53 50 52 50 43 38 － － 

26 43 41 54 50 46 41 － － 

27 41 40 53 51 47 42 － － 

28 44 41 56 51 47 42 － － 

29 － － 48 44 46 40 54 52 

30 46 40 48 44 43 40 － － 

令和元

年度 
51 47 50 46 45 40 － － 

2 46 40 41 38 45 40 － － 

※平成 29年度について，つつじヶ丘児童館付近は現地踏査の結果により測定せず，仙川キユーポート付近を測定

地点とした。 

資料：環境政策課 
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 放射線 

4-5-1. 測定の背景 

東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射能拡散の影響が懸念され，各地で放射線量

が測定されています。東京都内における放射線量については，東京都健康安全研究センターが，

モニタリングポストによる測定を実施し，結果が公表されています。 

調布市の取組として，こうした各専門機関が公表する情報について，市のホームページで紹

介するほか，安心安全を確保する観点から，平成 23 年 6 月 3 日から簡易測定器により，市独自

での空間放射線量の測定を開始しました。 

定点測定場所は，子どもが利用する施設のうち，市内の地域のバランスを考え，10 箇所選定

しました（図 4-5-1）。 

      

なお，その他の場所における測定結果等詳細は，市のホームページに掲載しています。 

    

図 4-5-1 定点測定場所 

 

4-5-2.  測定方法等 

1） 測定器：堀場製作所製 PA-1000Radi（環境放射線モニタ）（図 4-5-2） 

2)  測定方法：60秒ごと 5回の繰り返しによる平均 

3） 測定高さ：地表から 5cm，50cm，100cmをそれぞれ測定（電気通信大学放射能専任教授の指導，

助言による） 

4)  測定器の特徴 

 ① γ（ガンマ）線のみを測定 

 ② 環境放射線(人工放射線だけでなく，宇宙や岩石等から放出される自然放射線を含む)を測定 

   ③ 雨天時には測定値が高くなる傾向がある 
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図 4-5-2 測定器 

 

4-5-3.  測定結果等 

    環境省の「除染関係ガイドライン」では，地表から 50cm～1mの高さで放射線量を測定し，1時

間あたり 0.23 マイクロシーベルト（μSV）以上の地域について除染を必要としています。調布

市では，これを超える測定値が確認された場合，このガイドラインに沿って除染措置を取り，再

測定を行い，経過及び結果については，市のホームページにおいて公表することとしています。  

調布市では令和元年度末現在において，除染関係ガイドラインで示す値を超える測定値は確認

されませんでした。 

なお，空間放射線量の測定結果（市報掲載分）については，表 4-5-1のとおりです。 
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表 4-5-1 空間放射線量の測定結果（市報掲載分） 

                                                                                                   （単位：µSV/時間） 

 地点名 
測定 

高さ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

① 上布田 5cm 0.068 0.066  0.070 0.069 0.061  0.067 0.071 0.061 0.068  0.057  0.058 0.057  

 保育園 50cm 0.066 0.051  0.051  0.069 0.046 0.048 0.063 0.060 0.056 0.059 0.057 0.057 

  100cm 0.071 0.049  0.064 0.071 0.046 0.049 0.066 0.056 0.061  0.067 0.056 0.054 

② 東部保育園 5cm 0.075 0.066  0.074 0.077 0.080 0.077  0.078 0.075 0.076 0.076 0.074 0.080 

  50cm 0.067 0.073  0.074 0.070 0.071 0.066 0.075 0.068 0.069 0.073 0.072 0.066 

  100cm 0.065 0.075 0.063 0.063 0.062 0.062 0.064 0.061 0.064 0.066 0.067 0.054 

③ 上石原 5cm 0.051 0.058 0.074 0.050 0.054 0.060 0.067 0.067 0.071 0.071 0.069 0.075 

 保育園 50cm 0.066 0.053 0.068 0.050 0.050 0.060 0.062 0.069 0.068 0.067 0.065 0.071 

  100cm 0.068 0.051 0.063 0.053 0.045 0.061 0.065 0.068 0.068  0.068 0.069 0.070 

④ 第一小学校 5cm - - 0.061 0.087 0.062 0.065 0.078 0.060 0.068 0.068 0.070 0.069  

  50cm - - 0.060 0.084 0.062 0.062 0.076 0.056 0.062 0.065 0.065 0.069 

  100cm - - 0.058 0.085 0.057 0.058 0.073 0.054 0.060 0.067  0.069 0.063 

⑤ 北ノ台 5cm - - 0.071 0.043 0.056 0.057 0.047 0.046 0.059  0.061 0.043 0.042 

 小学校 50cm - - 0.062 0.046 0.050 0.050 0.044 0.043 0.057 0.058 0.046 0.041 

  100cm - - 0.067 0.041 0.055 0.047 0.041 0.042 0.056 0.062 0.041 0.041 

⑥ 緑ケ丘 5cm - - 0.048 0.048 0.052 0.049 0.044 0.065 0.062 0.056 0.052 0.064 

 小学校 50cm - - 0.047 0.045 0.048 0.041 0.043 0.052  0.055  0.059 0.056 0.056 

  100cm - -  0.044 0.045 0.045 0.044 0.046 0.053 0.049 0.054 0.050 0.053 

⑦ 調布ケ丘 5cm 0.058 0.077  0.087 0.057 0.078 0.066 0.066 0.059 0.086 0.080 0.057 0.050 

 児童館 50cm 0.064 0.071  0.083 0.060 0.062 0.063 0.066 0.062 0.073 0.082 0.054  0.050 

  100cm 0.066 0.073  0.083 0.066 0.071 0.052 0.067 0.066 0.080 0.077 0.055 0.051 

⑧ 染地児童館 5cm 0.039 0.039 0.041 0.040 0.044 0.043 0.039 0.041 0.041  0.054 0.050 0.059 

  50cm 0.043 0.046 0.044 0.042 0.037 0.040 0.043 0.043 0.046 0.040 0.046 0.049 

  100cm 0.043 0.040 0.039 0.042 0.047 0.041 0.040 0.039 0.040 0.043 0.043 0.045 

⑨ 上布田公園 5cm 0.062 0.072 0.066 0.066 0.066 0.051 0.058 0.063 0.071 0.066  0.062 0.069 

  50cm 0.058 0.061 0.064 0.053 0.060 0.052 0.052 0.052 0.066 0.059 0.044 0.065 

  100cm 0.050 0.051 0.058 0.053 0.050 0.049 0.045 0.049 0.054 0.052 0.052 0.058 

⑩ 八雲台公園 5cm 0.042 0.039 0.064 0.042 0.037 0.041 0.043 0.045 0.049 0.047 0.042 0.047 

  50cm 0.040 0.039 0.052 0.040 0.037 0.038 0.037 0.040 0.043 0.046 0.043 0.046 

  100cm 0.038 0.037 0.049 0.032 0.035 0.035 0.039 0.035 0.039 0.041 0.040 0.041 

 

※各回の測定日は以下の通り。 

  (1)：令和 2年 4月 ※市報ちょうふ令和 2年 5月 5日号 

  (2)：令和 2年 5月 ※市報ちょうふ令和 2年 6月 5日号 

  (3)：令和 2年 6月 ※市報ちょうふ令和 2年 7月 5日号 

  (4)：令和 2年 7月 ※市報ちょうふ令和 2年 8月 5日号 

  (5)：令和 2年 8月 ※市報ちょうふ令和 2年 9月 5日号 

  (6)：令和 2年 9月 ※市報ちょうふ令和 2年 10月 5日号 

  (7)：令和 2年 10月 ※市報ちょうふ令和 2年 11月 5日号 

  (8)：令和 2年 11月 ※市報ちょうふ令和 2年 12月 5日号 

  (9)：令和 2年 12月 ※市報ちょうふ令和 3年 1月 20日号 

  (10)：令和 3年 1月 ※市報ちょうふ令和 3年 2月 5日号 

  (11)：令和 3年 2月 ※市報ちょうふ令和 3年 3月 5日号 

  (12)：令和 3年 3月 ※市報ちょうふ令和 3年 4月 5日号 

※(1)および(2)における，第一小学校，北ノ台小学校，緑ケ丘小学校については，新型コロナウイルス等対策特別措置法

に基づく緊急事態宣言の発令に伴い，事務の休止・縮小を実施していたため，未計測。 

資料：環境政策課  
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 調布市環境モニターの植生調査結果  

4-6-1. 調布市環境モニターの概要 

市民と市が協働で調布の自然を見守り，自然環境の保全に役立てるため，植物観察を中心に，調

布の地形，鳥，昆虫などの自然観察を行っている活動です。この活動の一つとして，多摩川の河川

敷の植生調査を行っています。 

 

4-6-2. 植生調査結果の総括 

多摩川河川敷における令和 2年度の植生調査（9月実施）では，2地点の定点調査地点で合計 31

種の植物の生息を確認することができました。例年観測していた高茎草地（観察ポイント②）は，

令和元年9月の台風被害により流失したため，令和2年度から観察ポイント②の代替地として，新

たにできた河原（観察ポイント③）を設定し植生調査を実施しました。 

新たにできた河原（観察ポイント③）は，元々水域であった所が令和元年 9月の台風の影響で河

原となった地点です。この地点に 1 辺 2m の方形枠を設定し，その中に出現する植物種の調査を行

いました。 

内訳は，低茎草地（観察ポイント①）では 15種，新たにできた河原（観測ポイント③）では 23

種でした。両地点で共通して生息が確認された種はメヒシバ、コセンダングサ，ヘラオオバコ，エ

ノコログサ，オオブタクサ，ヒメムカシヨモギ，ツユクサの 7種が確認されました。両地点とも外

来種の構成割合が 60～70％となり在来種の生息を外来種が凌いでいることが分かりました。 

 

4-6-3. 調査結果の詳細 

 

図 4-6-1 調査地位置図 
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表 4-6-1 調査日と調査地の特徴 

観察ポイント①の特徴 観察ポイント②の特徴 

用水に隣接する堤防の裏面下部の平地で，遮蔽物がな

いため日当たりがよく，風当たりが強い地点である。

本地点は定期的な草刈が行われているため，植生環境

が安定しない地点となっている。 

令和元年度 9月の台風により流失し，調査不能になったた

め，代替として観察ポイント③を設定した。 

観察ポイント③の特徴  

令和元年度 9月の台風以降に植物が混入した新しい河

原で，礫の間に少しの砂がある程度の河原である。今

後，短期間に多様な植物種の侵入が繰り返されること

が予想される。 
  

 観察ポイント① 観察ポイント③ 

調査日 地形 平地 郡系 草 面積 2m×2m 地形 平地 郡系 草 面積 1m×3 m 

2020/9/12 風当 強 日当 陽 土湿 適 風当 中 日当 陽 土湿 適 
 

表 4-6-2 草地確認種の比較結果     

  

観察ポイント① H30 

7/1 

R1 

7/6 

R2 

9/12 

メヒシバ ○ ○ ○ 

キンエノコロ    

シマスズメノヒエ ○ ○ ○ 

コセンダングサ ○ ○ ○ 

ヘラオオバコ ○ ○ ○ 

シロツメクサ ○ ○ ○ 

オッタチカタバミ   ○ 

チカラシバ    

カゼクサ ○ ○  

カラスノエンドウ    

ヒメジョオン ○ ○  

アカツメクサ ○ ○  

カタバミ ○ ○  

マメグンバイナズナ ○ ○  

セイバンモロコシ ○ ○ ○ 

ヤハズノエンドウ ○ ○  

アオカモジグサ ○ ○  

ネズミムギ ○ ○ ○ 

エノコログサ sp. ○ ○  

コメツブツメクサ ○ ○  

アレチハナガサ   ○ 

コマツヨイグサ   ○ 

キシュウスズメノヒエ   ○ 

オブタクサ   ○ 

ムラサキカタバミ   ○ 

ヒメムカシヨモギ   ○ 

ツユクサ   ○ 

種数合計 16 16 15 

 観察ポイント② H30 

7/1 

R1 

7/6 

R2 

9/12 

コセンダングサ   

※
令
和
元
年
９
月
の
台
風
に
よ
り
調
査
不
能 

メヒシバ   

キンエノコロ   

シマスズメノヒエ   

ヘラオオバコ   

シロツメクサ   

オッタチカタバミ   

チカラシバ   

カゼクサ   

カラスノエンドウ   

アカツメクサ   

アレチノハナガサ ○ ○ 

オギ ○ ○ 

ヨモギ ○ ○ 

キクイモ ○ ○ 

ハルシャギク ○ ○ 

オカブジラミ ○ ○ 

ナガバギシギシ ○ ○ 

マメグンバイナズナ ○ ○ 

ユウゲショウ ○ ○ 

コマツヨイグサ ○ ○ 

クスダマツメクサ ○ ○ 

シナダレスズメガヤ ○ ○ 

コセンダングサ ○ ○ 

種数合計 13 13 

 観察ポイント③ R2 

9/12 

コセンダングサ ○ 

メヒシバ ○ 

キンエノコロ  

シマスズメノヒエ  

ヘラオオバコ ○ 

シロツメクサ  

オッタチカタバミ  

チカラシバ  

カゼクサ  

カラスノエンドウ  

アカツメクサ  

アレチノハナガサ  

オギ  

ヨモギ ○ 

キクイモ  

ハルシャギク  

オカブジラミ  

ナガバギシギシ  

マメグンバイナズナ  

ユウゲショウ  

コマツヨイグサ  

クスダマツメクサ  

シナダレスズメガヤ ○ 

コセンダングサ  

オオイヌタデ ○ 

エノコログサ ○ 

ヒメムカシヨモギ ○ 

オオブタクサ ○ 

シロザ ○ 

コスズメガヤ ○ 

コツブキンエノコログサ ○ 

スベリヒユ ○ 

オヒシバ ○ 

ジャノメギク ○ 

ツユクサ ○ 

エノキグサ ○ 

オオニシソウ ○ 

コニシキソウ ○ 

メマツヨイグサ ○ 

マルバヤハズソウ ○ 

クルマバザクロソウ ○ 

イネ科 sp. ○ 

種数合計 23 
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 用語集 

   アスベスト（大気） 

天然の繊維状鉱物の総称で，石綿ともいいます。絶縁性，保温・断熱性，耐磨性，耐熱性にすぐれているた

め，電気製品，自動車部品，建築内装材を中心に幅広く使用されてきました。アスベストの粉じんは針状であり，

肺に達すると肺繊維症，悪性中皮腫，肺ガンなど呼吸器系障害を引き起こします。 
 

   アルキル水銀（水） 

水銀を含む有機化合物の総称を有機水銀化合物といいますが，そのうち，水銀がメチル基（CH3），エチル基

（C2H5）等のアルキル基と結びついた物質の総称をアルキル水銀といいます。アルキル水銀は吸収されやすく，

諸臓器特に脳に蓄積して，知覚障害，運動失調，視野狭窄等の中枢神経症害，いわゆる水俣病を引き起こす要因

とされています。アルキル水銀は無機水銀に比べて生物による濃縮率が高く，汚染地区では魚介類に高濃度に蓄

積されているといわれています。 
 

   一酸化炭素(CO) （大気） 

無色無臭のきわめて有害な気体です。約 9割が自動車から排出され，血液中のヘモグロビンと結合して酸素の

供給を阻害し，頭痛，吐き気などの症状が現れます。中毒症状になると，呼吸障害から死に至ることもあります。

排出ガス規制の強化により，昭和 44年をピークに減少傾向にあります。 
 

   カドミウム（水） 

カドミウムは，青白色の光沢を持つ柔らかい金属です。地殻中の存在量は約 0.02mg/kgとわずかですが，亜鉛

と共存する形で自然界に広く分布しており，特に汚染を受けていない地表水や地下水中にも，亜鉛の 1/100 から

1/150 程度の量（約 0.1～0.5μg/リットル）が含まれているといわれています。主な用途としては，顔料，プラ

スチック，電池，金属加工等があります。人体に対する毒性は強く，急性毒性では数グラムの摂取で激しい胃腸

炎を起こして死亡した例もあります。公害病として有名なイタイイタイ病は，慢性中毒による腎機能障害，カル

シウム代謝異常に，妊娠，授乳，栄養素としてのカルシウム不足などの要因が重なって発症した重症の骨軟化症

とされています。 
 

   光化学オキシダント(Ox) （大気） 

大気中の窒素酸化物と炭化水素が太陽光線中の紫外線によって光化学反応を起こして発生する酸化性気体（オ

キシダント）の総称です。光化学オキシダントの成分はそのほとんどがオゾンであり，光化学スモッグの原因と

なります。紫外線の強い初夏から夏にかけて高濃度になり，目や喉が刺激されるだけではなく，呼吸器障害など

の人体影響を引き起こすほか，植物にも被害を与えます。 
 

   シアン（水） 

水中のシアンは，シアンイオン（CN－），シアン化水素（HCN），金属シアノ錯体，有機シアン化合物等の形

で存在します。主な用途としては，金属の精錬，電気メッキ，写真用薬品，医薬品製造の中間体等があります。

シアンは，青酸カリ（KCN）に代表されるように，毒性が強く成人の経口致死量はシアン化水素で 50～60mg/人と

いわれています。また，微量でも水生生物に障害を与えます。 
 

   四塩化炭素（水） 

四塩化炭素は，揮発性有機化合物のひとつで，無色透明の液体で不燃性です。主な用途としては，不燃性の

溶剤，ドライクリーニング用等があります。人体への影響としては，肝障害，腎障害，中枢神経障害が知られて

います。また，オゾン破壊物質としてモントリオール議定書（「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール
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議定書」）にリストアップされています。 
 

   1,4-ジオキサン（水） 

1,4-ジオキサンは，常圧常温において無色透明の液体で，抽出・精製・反応用溶剤として広く用いられてい

る有機化合物で，弱いエーテル臭を有します。水質への排出は相対的に少ないものの，公共用水域や地下水か

ら検出される事例がありました。このため，1,4-ジオキサンは公共用水域及び地下水の水質基準に追加されま

した（2009年 11月）。 

 

   1,2-ジクロロエタン（水） 

1,2-ジクロロエタンは，揮発性有機塩素化合物のひとつで，無色透明の液体です。主な用途としては塩化ビ

ニル等樹脂の原料，フィルム洗浄剤，溶剤等があります。人体への影響としては，肝障害，腎障害が知られてい

ます。 
 

   1,1-ジクロロエチレン（水） 

1,1-ジクロロエチレンは，揮発性有機塩素化合物のひとつで，無色透明の液体です。主な用途としては，塩

化ビニル等樹脂の原料，フィルム洗浄剤等があります。人体への影響としては，麻酔作用が知られています。 
 

   シス-1,2-ジクロロエチレン（水） 

シス-1,2-ジクロロエチレンは，有機塩素化合物のひとつで，無色透明の液体です。主に用途としては，合成

樹脂の原料，溶剤等があります。また，シス-1,2-ジクロロエチレンは，環境中においてトリクロロエチレン，

テトラクロロエチレン等の有機塩素化合物から脱塩素化により生成されます。人体への影響としては，麻酔作用

が知られています。 
 

   1,3-ジクロロプロペン（水） 

1,3-ジクロロプロペンは有機塩素系の農薬で，無色透明の液体です。農薬としては，土壌線虫専用の殺虫剤 D

－D剤（農薬の総称）の有効成分として使用されます。この物質は，土壌に散布するため，地下水汚染の進行が懸

念されています。 
 

   ジクロロメタン（水） 

ジクロロメタンは揮発性有機化合物のひとつで，甘い臭いをもつ無色透明の液体で水に溶けやすい性質があ

ります。主な用途としては，塗料の剥離剤，プリント基板洗浄剤，溶剤等があります。人体への影響としては，

麻酔作用や中枢神経障害が知られています。廃液等による地下水汚染が懸念されています。 
 

   シマジン（水） 

シマジンは農薬で白色の固体です。野菜，果樹，芝生に除草剤として用いられます。散布時期は，春秋の雑

草発生前で，安定性が高い分，残留性が高くなっています。 
 

   硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（水） 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素とは，硝酸塩，亜硝酸塩として含まれている窒素のことです。いずれも多量に

人体に摂取された場合，メトヘモグロビン血症などの障害を起こすことが知られています。 
 

   生活環境の保全に関する環境基準・人の健康の保護に関する環境基準（水） 

環境基本法に基づいて定められている水質の環境基準のひとつ。水質環境基準には，人の健康の保護に関す

る基準（健康項目）と生活環境の保全に関する基準（生活環境項目）の 2 つがあります。健康項目は全国一律の

基準ですが，生活環境項目については，河川，湖沼，海域の各公共用水域について，水道，水産，工業用水，農
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業用水，水浴などの利用目的に応じて設けられたいくつかの水域類型ごとに基準値が定められており，具体的な

水域への類型あてはめは都道府県知事が決定する仕組みになっています。 
 

   生物学的水質判定（水） 

生物学的水質判定の特徴としては，測定時までの数週～数ヶ月間の平均的な汚濁変動を把握できること，生

物への有害度を把握できること，汚濁度の示教性を現地である程度把握できることなどが挙げられ，物理化学的

水質判定方法（計器や分析による水質判定）を補う方法として採用されています。生物学的水質判定にも様々な

判定方法があり，本市では，優先種法，Beck-Tsuda法，Kolkwits法及び汚濁指数法の 4つから総合的な判定を行

っています。 
 

   セレン（水） 

セレンは灰色の光沢のある固体の物質です。地殻中の存在量は約 0.05mg/kgとわずかですが，自然界に広く存

在します。セラミックス，半導体，光電池，整流器等広い用途に使用されています。セレンは生体必須元素です

が，過剰に摂取すると，中毒症状を示します。急性中毒症状としては，粘膜刺激，頭痛や呼吸不全，慢性中毒症

状としては，皮膚や胃腸への障害，神経障害等が知られています。 
 

   総水銀（水） 

総水銀は無機水銀と次項で述べる有機水銀をあわせたものです。水銀は，銀白色で，常温では唯一の液体金

属です。地殻中の存在量は約 0.08mg/kg で主に赤色硫化物である辰砂（HgS）として産出します。水銀は古くから

知られており，防腐，消毒等に使用されてきました。また金鉱山での金の精錬にも使用されてきました。現在で

も化学品製造，医薬品，乾電池などに使用されています。水銀化合物中には昇こう（HgCl2）のように強い毒性を

持つものがあります。また慢性中毒では興奮傾向，不眠といった中枢神経への影響が見られます。 
 

   炭化水素(HC) （大気） 

炭化水素は炭素と水素だけをもつあらゆる種類の有機化合物の総称であり，気体，液体，固体の三相を呈し

ます。主な発生源は，石油精製工程，自動車，ガソリンスタンド，塗装工場，クリーニングなどであり，石炭か

ら石油へのエネルギー転換，モータリゼーションの進展に伴い，炭化水素による大気汚染が重要視されるように

なりました。大気汚染で問題になるのは非メタン炭化水素(NMHC)などのオレフィン族と発ガン性を有する多環芳

香族です。非メタン炭化水素は強い活性をもち，太陽光線中の紫外線の下で二酸化窒素と反応して光化学スモッ

グを発生させる原因物質となっています。 
 

   チウラム（水） 

チウラムは農薬で白色の固体です。チオカーバメート系の殺菌剤として，種子消毒，茎葉散布剤として単独

で，あるいは他剤と混合し使用されています。この物質は，分解が早いため環境中での寿命は短いと考えられま

す。 
 

   チオベンカルブ（水） 

チオベンカルブは農薬で無色の液体です。水田除草剤として用いられ，雑草の発芽期ないし生育初期に散布

します。 
 

   テトラクロロエチレン（水） 

テトラクロロエチレンは，揮発性有機塩素系化合物のひとつで，無色透明の液体です。主な用途としては，

ドライクリーニング，溶剤等があります。人体への影響としては，肝障害，腎障害，中枢神経障害が知られてい

ます。また，廃液等による地下水汚染の進行が懸念されています。 
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   1,1,1-トリクロロエタン（水） 

1,1,1-トリクロロエタンは，有機塩素化合物のひとつで，甘い臭いを持つ無色透明の液体です。主な用途と

しては，金属洗浄剤，ドライクリーニング用溶剤等があります。人体への影響としては中枢神経障害が知られて

います。廃液等による地下水汚染が懸念されています。四塩化炭素と同様に，オゾン破壊物質としてモントリオ

ール議定書にリストアップされています。 
 

   1,1,2-トリクロロエタン（水） 

1,1,2-トリクロロエタンは，有機塩素化合物のひとつで，甘い臭いを持つ無色透明の液体です。主な用途と

しては，油脂，ワックス，溶剤等があります。人体への影響としては，中枢神経症害と肝障害が知られていま

す。 
 

   トリクロロエチレン（水） 

トリクロロエチレンは，揮発性有機塩素化合物のひとつで，無色透明の液体です。主な用途としては，金属

機械部品等の脱油洗浄，ドライクリーニング，香料等の抽出，染料の溶剤等があります。人体への影響としては，

肝障害，腎障害，中枢神経障害が知られています。また，廃液等による地下水汚染の進行が懸念されています。 
 

   鉛（水） 

鉛は，蒼白色のやわらかく重い金属で，地殻中の存在量は約 13mg/kgです。古くから人類に利用されてきた金

属の 1 つで，現在でもそのさびにくさ，加工しやすさを利用して鉛管，板，蓄電池等，金属のまま使用されるほ

か，その化合物も広く利用されています。人体への影響としては貧血や，中枢神経等への影響があります。 
 

   二酸化硫黄(SO₂)（大気） 

刺激臭を有する赤褐色の気体です。主として重油や石炭などの燃料に含まれている硫黄分が燃焼して発生す

るガスで，主な発生源は工場からのばい煙や自動車の排出ガスです。空気中の濃度が高くなると呼吸器を冒し，

特に昭和 30 年代後半から 40 年代の高度経済成長期にはぜん息の患者が増加して大きな問題となりました。また，

二酸化硫黄は，窒素酸化物とともに酸性雨の原因物質となっています。 
 

   二酸化窒素(NO₂) （大気） 

刺激臭を有する赤褐色の気体。主として物が燃焼する時に空気中の窒素と酸素が反応することで発生し，燃

焼時は大部分が一酸化窒素ですが，空気中に拡散しながら二酸化窒素に変化します。都内における主な発生源は

自動車ですが，そのほかに，工場や家庭からも排出され，呼吸器系疾患の原因ともなっています。 
 

   PCB（水） 

PCB は粘性のある油状物質で，天然には存在しない合成有機塩素化合物です。熱や酸・アルカリに対して強く，

電気絶縁性が高いなど工業的に利用度が高く，トランス油，コンデンサー，熱媒体，ノーカーボン紙等に広く利

用されていました。人体への影響としては，皮膚への色素沈着，消化器障害，肝障害などがあり，PCB は脂肪組

織への蓄積系が高いため，症状は長期にわたるといわれています。また，胎盤透過性があり，乳汁中にも排泄さ

れるため，胎児や乳児にも障害が及ぶとされています。昭和 43年に西日本を中心として発生したカネミ油症事件

は，米ぬか油の製造過程で PCBが混入したことが原因とされています。 
 

   ppm（大気） 

百万分率を表す単位です。1ppmは，体積でいえば 1立方メートル（100万立方センチメートル）の中に 1立方

センチメートルのものが含まれている割合を，重量でいえば 1トン（1000kg=1000000g）の中に 1グラムのものが

含まれている割合を示します。 
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   ppmC（大気） 

炭素の量として表した ppm。複数の化合物の総量を表すとき，その化合物の中に含まれる炭素の量を ppm で表

す。 
 

   砒素（水） 

砒素の地殻中の存在量は 1.8mg/kg で多くは硫化物として産出します。海水中には 2μg/リットル程度含まれ

ていますが，一般河川にはあまり含まれていません。しかし，温泉水など火山地帯の地下水には数十 mg/リット

ルの高濃度で含まれていることがあります。砒素は昔から毒薬として知られてきましたが，現在では半導体の原

料，医薬品，農薬，防腐剤など広く利用されています。人体への影響としては，皮膚の色素沈着，下痢や便秘等

があります。砒素中毒による事故としては，乳分の安定剤への砒素混入が原因とされる森永砒素ミルク事件（昭

和 30年）があります。また，鉱山操業時の環境汚染が原因とされる慢性砒素中毒が宮崎県土呂久鉱山及び島根県

笹ヶ谷鉱山の周辺地区で発生しています。 
 

ふっ素（水） 

ふっ素は淡黄色の気体で，天然には単体として存在せず，ふっ化物イオン（F-）として広く存在しています。

地殻中に約 625mg/kg，海水中には約 1.4mg/リットル含まれています。主に用途としては，フッ素系樹脂等の製造

原料，侵食作用を利用したガラスのつや消し等があります。人体への影響としては，中枢神経障害が知られてい

ます。 

 

   浮遊粒子物質(SPM) （大気） 

大気中に浮遊する粒子状物質のうち，粒径が 10µm(マイクロメートル)以下の物質のことを指します。主な発

生源としてディーゼル車からの排出ガス，焼却施設からのばい煙のほか，土ぼこりなどの自然物質も挙げられま

す。細かい粒子は肺の奥まで吸引されるため呼吸器系疾患を引き起こし，特にディーゼル車の排出ガスはベンゾ

ピレン等の発ガン性物質や花粉症への複合影響物質として注目されています。 
 

   ベンゼン（水） 

ベンゼンは揮発性有機化合物のひとつで，無色透明の液体です。染料・医薬品・農薬等の様々な化学品の合

成原料，溶剤，抽出剤等に広く用いられています。人体への影響としては，白血病，再生不良性貧血等がありま

す。ベンゼンによる事故では，昭和 32 年から 35 年にかけて大阪でビニール履物製造作業従事者に発生した中毒

事件がよく知られています。 
 

   放射線（大気） 

Ｘ線や γ 線のような電磁波の放射線と α 線や β 線のような粒子の放射線がありますが，いずれも物質中で

直接あるいは間接的に原子を電離する能力をもつものをいいます。放射線は，放射線源から出てくる，様々な動

きをする目に見えない無味無臭のものです（紫外線より波長が短い電磁波，光に近い高速で動く粒子，中性子な

どです）。物質を構成する原子の中を尽かしたり，原子にぶつかって壊れやすくしたりする物質を持っていま

す。 
 

   ほう素（水） 

ほう素は主にほう酸塩として存在し，地殻中に約 10mg/kg，海水中には約 4.5mg/リットル含まれています。植

物及び動物にとって必須元素です。主な用途としては，鉄合金等の硬さ増加剤，原子炉の中性子吸収剤，ガラス

や陶器のエナメル合成，着火防止剤，燃料合成等があります。人体への影響としては，中枢神経障害が知られて

います。 
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   要監視項目（水） 

要監視項目とは，平成５年１月の中央公害対策審議会答申（水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準

の項目追加等について）を受け，「人の健康の保護に関連する物質ではあるが，公共用水域等における検出状況

等からみて，直ちに環境基準とはせず，引き続き知見の集積に努めるべき物質」として，平成５年３月に設定し

たものです。その後，平成 11年 2月及び平成 16年 3月に改定が行われ，現在は 27項目が設定されています。 
 

   六価クロム（水） 

クロムは，銀白色の硬くて脆い金属で，地殻中の存在量は，約 100mg/リットルです。水中のクロムは通常 3

価と 6価の形で存在し，6価クロムは主にクロム酸（CrO₄²⁻）や重クロム酸（Cr₂O₇²⁻）の形をとり，特に pHが酸

性のときは酸化力が強く，有毒です。主な用途としては，顔料，電気メッキ等があり，これらの廃液や，クロム

鉱さいからの浸出水による地下水汚染が報告されています。人体への影響としては，皮膚潰瘍，鼻中隔穿孔，肺

がん等があります。 

http://www.weblio.jp/content/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0
http://www.weblio.jp/content/%E9%8A%80%E7%99%BD%E8%89%B2
http://www.weblio.jp/content/%E9%87%91%E5%B1%9E
http://www.weblio.jp/content/%E5%9C%B0%E6%AE%BB
http://www.weblio.jp/content/%E5%AD%98%E5%9C%A8
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AB
http://www.weblio.jp/content/%E6%B0%B4%E4%B8%AD
http://www.weblio.jp/content/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0
http://www.weblio.jp/content/%E9%80%9A%E5%B8%B8
http://www.weblio.jp/content/%E5%AD%98%E5%9C%A8
http://www.weblio.jp/content/6%E4%BE%A1%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0
http://www.weblio.jp/content/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0%E9%85%B8
http://www.weblio.jp/content/%E9%87%8D%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0%E9%85%B8
http://www.weblio.jp/content/pH
http://www.weblio.jp/content/%E9%85%B8%E6%80%A7
http://www.weblio.jp/content/%E9%85%B8%E6%80%A7
http://www.weblio.jp/content/%E9%85%B8%E5%8C%96%E5%8A%9B
http://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E6%AF%92
http://www.weblio.jp/content/%E4%B8%BB%E3%81%AA
http://www.weblio.jp/content/%E4%B8%BB%E3%81%AA
http://www.weblio.jp/content/%E9%A1%94%E6%96%99
http://www.weblio.jp/content/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD
http://www.weblio.jp/content/%E5%BB%83%E6%B6%B2
http://www.weblio.jp/content/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0
http://www.weblio.jp/content/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A0
http://www.weblio.jp/content/%E9%89%B1%E3%81%95%E3%81%84
http://www.weblio.jp/content/%E6%B5%B8%E5%87%BA%E6%B0%B4
http://www.weblio.jp/content/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E6%B1%9A%E6%9F%93
http://www.weblio.jp/content/%E5%A0%B1%E5%91%8A
http://www.weblio.jp/content/%E4%BA%BA%E4%BD%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%BD%B1%E9%9F%BF
http://www.weblio.jp/content/%E7%9A%AE%E8%86%9A%E6%BD%B0%E7%98%8D
http://www.weblio.jp/content/%E9%BC%BB%E4%B8%AD%E9%9A%94
http://www.weblio.jp/content/%E9%BC%BB%E4%B8%AD%E9%9A%94
http://www.weblio.jp/content/%E8%82%BA%E3%81%8C%E3%82%93
http://www.weblio.jp/content/%E8%82%BA%E3%81%8C%E3%82%93
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